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（様式第５号） 

管理運営に係る事業計画書 

１．基本事項 

① 基本方針、基本コンセプトの理解 

 

はじめに 

 

公益財団法人入間市振興公社（以下「公社」と記 

載します）は、平成５年に入間市の出捐で設立され、 

以来、25年以上に渡って市内で活動を展開している 

地域密着型の法人です。（平成24年10月に埼玉県知 

事の認定を受け公益財団法人に移行） 

【公社の目的】（定款第３条） 

 

 

  

 設立以来、市内の公共施設の管理運営を行わせていただ 

いており、現在、入間市体育施設（市民体育館、武道館、 

運動公園、黒須市民運動場、中央公園：以下「当施設」と 

記載します）をはじめ、入間市地区体育施設等（藤沢地区 

体育館など５施設）、入間市産業文化センター、入間市市 

民会館、入間市農村環境改善センターの指定管理者として 

管理運営を行っています。 

 地域に密着した地元法人ならではの 

特徴を生かし、それぞれの施設の設置 

目的に沿って、市民のみなさんの健康 

増進・コミュニティの醸成、生涯学習 

活動推進、地域の文化・スポーツ振興 

などに努めており、当施設を含むすべ 

ての施設で利用者数が上昇傾向にある 

等、一定の成果を上げています。（右 

のグラフは、当施設全体の利用者数の 

推移。平成 29 年度の市民体育館は、耐震補強等工事の影響で半年以上利用できない状況

であったため、平成 28 年度までのデータをグラフ化しています。なお、公社が管理運営

する他施設の利用者数の推移は 10 ページをご覧ください） 

上質な文化に親しむ機会の提供や、市民の生涯学習活動への支援を通じて心豊かな 

生活環境を支えるとともに、管理施設の円滑な運営及び健全な利用を促進すること 

で、コミュニティの醸成を図り、もって生き生きとした地域社会の創造に寄与する。 

入間市市民体育館 
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今後も努力を重ね、これまで以上に高い水準の「安全・安心」や「サービス」などを

市民のみなさんに提供したいと考えています。なお、近年、公社が実施した管理運営水

準向上のための具体的な取り組みの概要について、５ページ以降に記載していますので

ご参照ください。 

 

体育施設を管理運営する上での基本的な考え 

 

  公社では、当施設の設置目的と指定管理者制度の導入目的を十分に理解し、これらを

達成するため、以下の基本的な考え方のもと、管理運営を行います。 

 

 

 

 

 

 

【管理運営の基本的な考え方】 
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【当施設の設置目的】 

市民が健康で文化的な生活を営むことを目的とし、自主的なスポーツ・レクリエ

ーション活動を推進するとともに、市民の体育の振興を図る。 

【指定管理者制度導入目的】 

安全安心の確保を前提とするサービス向上と管理運営の効率化 

あらゆる層の市民のみなさんが気軽にスポーツやレクリエーションを
楽しむ機会を提供することで、心身の健康づくりや体育振興に貢献し 
ます。 

東京オリンピック等を見据え、ジュニア世代の事業の充実を図ります。 

これまで以上にサービス向上や利用促進に努めます。 

安全・安心・快適な施設環境を提供します。 

公益財団法人として、公益的な視点に立った管理運営を行います。 

市民のみなさんや関係機関・団体との連携による管理運営を行います。 
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(1) あらゆる層の市民のみなさんが気軽にスポーツやレクリエーションを楽しむ機会 

を提供することで、心身の健康づくりや体育振興に貢献します。 

単に、受付や維持管理業務などを適正に実施するだけではなく、 

当施設の設置目的を十分に理解し、市民のみなさんが気軽にスポー  

ツやレクリエーションを楽しむ機会を提供することで、市民の健康 

づくりや市の体育振興に貢献するとともに、「第６次入間市総合計 

画・前期基本計画」および「入間市スポーツ推進計画」に掲げられ 

ている項目（「週１回のスポーツ実施率（成人）50％以上」など） 

の達成に資する管理運営を行います。 

具体的には、公社は、これまでも、「卓球教室」（右の写 

真）、「太極拳教室」、「弓道教室」などを開催していますが、 

「市の事業と重複しないこと」という市の指導を遵守しつ 

つ、「ママたちのシェイプアップ教室」、「国際交流卓球体験」 

など、子どもから高齢者まで、また、障害者や外国人も含 

めて、あらゆる層の市民が参加しやすいスポーツ教室など 

の事業の充実を図ります。（スポーツ教室などの具体的内容については、44 ページ以降

参照） 

 

(2) 東京オリンピック等を見据え、ジュニア世代の事業の充実を図ります。 

今年開催された「ピョンチャンオリンピック」や「サッカーワールドカップロシア大

会」は大変な盛り上がりを見せました。世界レベルのスポーツ大会が開催されると、

市内でも、特に、ジュニア世代を中心にスポーツへの関心が高まります。まして、2019

年はラグビーワールドカップ、2020 年は東京オリンピック・パラリンピックが国内で、

しかも一部の競技は埼玉県内で開催されることから、「スポーツに挑戦したい」という

ニーズが、ジュニア世代を中心に増加することが想定されます。 

これを絶好の機会ととらえ、「タグラグビー教

室」、「こども硬式テニス教室」等、ジュニア世代

向けのスポーツ教室などの充実を図り、子どもた

ちの心身の健康づくりや市の体育振興に貢献し

ます。（右の写真は、ソフトボール女子元日本代

表監督・宇津木妙子氏を招いて実施したソフトボ

ール教室：埼玉新聞から引用） 

 

(3) これまで以上にサービス向上や利用促進に努めます。 

長年に渡る管理運営経験で培ったノウハウなどを活用し、指定管理者制度導入の大

きな目的であるサービス向上を図るとともに、利用促進についても、これまで以上に

積極的に取り組みます。 
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サービス向上策については、公社独自の接遇マニュアルを活用し

た親切・ていねいな接遇に加えて、スポーツ相談窓口の設置（41

ページ参照）、「市民スポーツまつり（仮称）」（43 ページ参照）な

どを新たに実施します。 

また、利用促進では、事務局に営業担当を設置し、施設利用やス

ポーツ教室等への参加を呼びかけるとともに、公社のネットワーク

を活用し、市内の団体・事業所などにリーフレット等の無料設置な

どに協力いただくことで、効果的かつ効率的なＰＲ活動を行いま

す。 

 

(4) 安全・安心・快適な施設環境を提供します。 

安全・安心の確保は施設運営の基本事項です。公社では、まず、火災などの災害や

施設の不具合を原因とする事故の未然防止に全力を挙げるとともに、万一、災害・事

故等が発生した場合の危機管理体制を整備し、高い水準での安全・安心を確保します。 

また、利用者の危険行為による事故、犯罪行為、落雷などについても、施設内巡回

の強化や雷検知器の設置、熱中症指数計の導入（109 ページ参照）などにより、でき

る限り防止します。 

 

(5) 市民のみなさんや関係機関・団体との連携による管理運営を行います。 

市民の連携の輪を拡大することは、多くの市民のみなさんに「自分たちの施設」と

いう意識を持っていただけるため、利用促進はもとより、市民のみなさん同士の親睦

や交流促進などに大きな効果があります。 

このため、公社では、長年に渡る地元での活動で培ったネット 

ワークを活用し、多くの市内関係機関や団体などとの事業実施や 

施設ＰＲなどにおいて連携した管理運営を行います。 

特に、市民との連携では、新たに「ボランティア登録制度」（68 

ページ参照）を創設し、「雪かき」、「落ち葉清掃」などはもとよ 

り、教室事業の講師補助などにも協力をいただきます。 

 

(6) 公益財団法人として、公益的な視点に立った管理運営を行います。 

指定管理者には「行政の代行者」として、多くの公益的な役割があることを自覚し、

以下の視点に立った管理運営を行います。 

ａ）コンプライアンスの徹底   

コンプライアンス（法令遵守）に忠実な管理運営を行います。公社では、コンプラ

イアンスには、法令だけではなく、社会規範、法人としての倫理、市民の意見の尊重、

適切な苦情対応なども含まれると考えています。 
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このため、地方自治法、入間市体育施設設置及び管理条例、労働関係諸法などの法

令はもとより、反社会的勢力の拒絶、外部委託先との公正な取引関係、適正な情報公

開なども含め、コンプライアンスを徹底します。 

ｂ）平等利用の確保   

公の施設に求められる平等利用を徹底します。受付、利用許可などの平等利用確保

はもとより、障害者や外国人も含め、あらゆる市民が利用しやすい施設環境を整備し

ます。 

ｃ）個人情報の保護、守秘義務の徹底  

   個人情報や行政上の機密情報の管理を徹底します。外部流出防止策を講じることは

当然ですが、すべての職員が、法令で求められている情報の取得・管理・破棄などに

おけるルールを厳格に遵守するための措置を講じます。 

ｄ）行政に準じた業務執行  

   公共性の高い管理運営を行うため、入間市に準じた就業規則、事務処理規程、会計

規程、物品管理ルール等を明確化し、適切に運用を行います。また、業務日誌、事業

報告書、修繕・メンテナンス履歴書、会計伝票など、指定管理業務において作成した

文書を事務処理規程に基づき（入間市文書取扱規程に準じた期間）確実に保存します。 

ｅ）地域に貢献する管理運営   

   公の施設の管理者として、良好な施設管理を行うだけではなく、管理運営を通して

積極的に地域に貢献します。地球環境問題、市民協働などの行政施策への協力はもと

より、地元雇用や市内優先発注など地域経済の活性化にもできる限り貢献します。 

 

提案内容の積極性、取り組み姿勢、意欲 

 

地域に設置されている公の施設の管理運営は、以下の理由などから、一般的には、地

域に密着した公益的な法人が最も適していると考えられます。 

 

 

 

 

 

 

しかしながら、埼玉県内でも、東京都等に本社を置く全国的規模で指定管理業務を展

開する民間企業が、地域の公益法人に代わって指定管理者に選定される例が散見される

ようになっています。 

■多くの市民・市内企業・団体・自治会などと良好な信頼関係があること。 

■職員の多くが市民であり、市の公共施設の管理運営という業務に高い愛着・誇り・

情熱を持っていること。 

■メインバンクや大口取引先といった運営上の「しがらみ」がなく、公平・平等な管

理運営を行う素地が整っていること。 
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公社でも、これまで管理運営してきた体育施設、文化施設 

等については、公社の設置目的、活動内容、提出した事業計 

画書などが高く評価され、３期続けて（平成 17、20、25 年 

度）指定管理者に選定していただいていますが、平成 27 年度 

に新しく指定管理者制度を導入した施設として公募された入 

間市立図書館（西武分館など）の審査では、東京都に本社を 

置く大手企業に敗れる結果となりました。 

公社では、このような結果に至ったことを重大に受け止

め、公社内に指定管理者制度についてのプロジェクトチーム

を設置し、平成 28 年度から事務局、各施設の職員が参加し

て先進地事例調査や数多くの検討・議論を重ねました。（開

催回数 60 回以上） 

その結果、公社が持つ高い公益性や業務に対する愛着・誇りを大切にしつつ、一方で、

それだけでは指定管理者に選定されない可能性があることを十分に認識し、これまで以

上の管理運営業務の高水準化・効率化、サービス向上策の実施等に取り組む必要がある

との結論に至りました。そして、「できることから迅速に実施する」との原則のもと、以

下の取り組みに着手しています。 

指定管理者制度 

研 修 会 の 開 催 

■内部研修として、指定管理者制度の基礎、先進地事例、事業

計画書作成のポイントなどを学びました。 

■資料は冊子にまとめ、職員が業務に支障がない時間に復習で

きるようにし、知識の定着を図りました。 

基 本 事 項 

関係法令の遵守等 

■入間市立図書館（西武分館など）の公募では、「基本事項」

や「関係法令の遵守」の項目で、民間企業より少し評価が低

い部分がありました。 

■公益法人として、民間企業を超える水準が求められている項

目であり、以下の取り組みに着手しました。 

    ああ 

■平等利用について見直しを行い、特に、障害者や外

国人が利用しやすい施設づくりに、これまで以上に

取り組むこととしました。 

■具体的には、段差の解消、大きな文字や外国語での

案内表示などを実施したほか、音声入力可能な翻訳

タブレット等の設置（41 ページ参照）を本事業計画

書で新たに提案しています。 

 

入間市立図書館(西武分館) 
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基 本 事 項 

関係法令の遵守等 

（続き） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業務の実施内容 

お よ び 方 法 

■入間市立図書館（西武分館など）の公募では、ほぼすべての

項目で、少しずつ評価が低くなっています。この一因は、職

員個人の資質に依存した業務が少なくなく、組織としての姿

勢や業務内容水準等が必ずしも明確でなかったことだと判

断しました。 

■このため、前述の「個人情報保護・情報公開マニュアル」に

加え、以下のマニュアルを整備・大幅改訂し、すべての職員

に、マニュアル水準以上で業務を実施することを求めること

としました。 

 

 

 

 

■特に、接遇マニュアルや苦情対応マニュアルは、当施設を含

むすべての施設で有効活用されており、アンケートでの高い

接遇満足度に（41 ページ参照）につながっています。 

■また、サービス向上については、利用者のご要望等を幅広く

収集する仕組みを構築するとともに、全国の事例を調査し、

できる限り取り入れることとしました。具体的には、スポー

ツ相談窓口の設置、市民スポーツまつり（仮称）の実施など

を、新たに本事業計画書で提案しています。 

    ああ 

■接遇マニュアル    ■苦情対応マニュアル 

■緊急対応マニュアル  ■現金取扱マニュアル  

■緊急時の心肺蘇生法・ＡＥＤの使い方   など 

■コンプライアンス研修を開催するともに、研修内容

をＤＶＤ化して、職員が随時、復習できるようにし

ました。 

■個人情報保護や開かれた情報公 

開を職員に徹底するため、新た 

に、公社独自の「個人情報保護・ 

情報公開マニュアル」を作成し、 

すでに各施設で活用しています。 

■また、近年、パソコン操作から 

の個人情報漏えい事例が発生し 

ていることから「情報管理マニ 

ュアル」も、併せて作成・活用しています。 
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業務の実施内容 

お よ び 方 法 

（続き） 

■加えて、ボランティア登録制度（68 ページ参照）、地域団体

と連携した事業（67 ページ参照）等、地域に密着した公益

財団法人ならではの取り組みも強化しています。 

■自主事業については、全体の体系が必ずしも明確でなかった

ことも、入間市立図書館（西武分館など）の公募で高い評価

につながらなかった一因だと考えています。 

■このため、自主事業の体系を定め、これに基づき、自主事業

メニューを整理しました。（44 ページ以降参照）そして、整

理の結果、全体の体系の中で不足していると考えられる部分

の充実を図り、本事業計画書で新規事業として提案させてい

ただています。 

維 持 管 理 

■これまで以上に業務水準を高めるため、公社が組織として培

ったノウハウ等をすべての職員が活用できる体制を構築し

ました。具体的には、点検体系の確立、修繕・メンテナンス

履歴の整備・活用（63 ページ以降参照）等に取り組むとと

もに、全施設で情報共有を可能にしました。 

■また、巡回、清掃については、チェックリストを作成・活用

し、実施漏れがないようにしました。利用者アンケートでも、

高い清掃満足度（53 ページ参照）をいただいており、すで

に一定の成果が出ています。 

   

そ の 他 

■「安全・安心の確保」について、これまで以上に水準を高め

るよう取り組みました。ＡＥＤについては、講習受講だけで

は、いざという場合に十分ではないことも想定されるので

「緊急時の心肺蘇生法・ＡＥＤの使い方」というマニュアル

を作成し、職員に定期的に読むよう求めることで知識定着を

図るようにしました。 

■加えて、万一、頭が「真っ白」になってもＡＥＤが使えるよ

う、ＡＥＤの使用法を

記載したカードを作

成し、すべての職員が

常時携帯するように

しています。 

■また、熱中症や落雷等 

の不慮の事故防止を図るため、熱中症指数計や雷検知器を先

行して導入しました。 

  ああ    
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指定管理者制度においては、地域に密着し入間の地域性や施設を熟知した法人が指定

管理者となることは入間市民にとってメリットがあると考えられます。 

市内の公の施設の管理運営がこれ以上、市外大手企業に委ねられることがないよう、

この３年間、公社職員は、先進地事例調査、勉強会の開催、60 回を超えるプロジェクト

チームの会議など、一丸となって多くの努力を重ねました。本業と並行しての取り組み

は、簡単なことではありませんでしたが、ここまで職員全員でたどりつくことができま

した。 

これら努力が利用者数・利用件数の増加や利用者アンケートでの高い満足度につなが

っているほか、今年３月に入間市により実施された専門家の第三者評価でも、ほとんど

の項目で「たいへん優れている」、「優れている」との評価をいただき（11 ページ参照）

これまでの取り組みの方向性が間違っていなかったとの自信も深めています。 

 

【参考１：公社が管理運営する施設の利用者数および満足度】 

 
利用者数 

満 足 度 

総 合 接 遇 清 掃 

入 間 市 市 民 体 育 館 94,475 90.1％ 98.8％ 96.0％ 

入 間 市 運 動 公 園 59,273 85.9％ 96.6％ 89.6％ 

入 間 市 武 道 館 59,616 97.6％ 99.1％ 87.1％ 

黒 須 市 民 運 動 場 88,593  91.3％ 96.6％ 85.3％ 

中 央 公 園 24,677 80.5％ 97.1％ 82.5％ 

入間市産業文化センター 131,198 97.8％ 98.7％ 94.6％ 

入 間 市 市 民 会 館 111,693 94.9％ 98.2％ 97.6％ 

入間市農村環境改善センター 36,276 93.0％ 96.1％ 93.8％ 

平成 30 年度募集施設合計 605,801 91.4％ 97.7％ 90.8％ 

入 間 市 地 区 体 育 施 設 等 162,024 92.1％ 95.1％ 96.0％ 

合      計 767,825 91.5％ 97.4％ 91.4％ 

  

 

 

 

 

  

 

 

※ 利用者数は平成 29 年度実績（ただし、市民体育館は、平成 29 年９月から耐震補強

等工事が行われ、閉館していることから平成 28 年度実績を記載） 

※  満足度は、公社が実施した直近の利用者アンケートで、「満足」、「やや満足」と回

答いただいた方から未回答を除いた割合 
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【参考２：公社が管理運営する主な施設の利用者数・利用件数の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

128,523
120,952

119,579
111,269

131,198

50,000

70,000

90,000

110,000

130,000

150,000

25年度 26年度 27年度 28年度 29年度

産業文化センター利用者数の推移

 

2,885
2,729

2,814
2,948

3,070

1,300

1,700

2,100

2,500

2,900

3,300

25年度 26年度 27年度 28年度 29年度

産業文化センター利用件数の推移

 

４年間で 2.1％の増加 ４年間で 6.4％の増加 

公社が実施している業務全般に渡る見直しによる成果が出て、73 ページに記

載の当施設を含めて、ほとんどの施設で、前回の指定管理期間の最終年度（平成

25 年度）よりも、利用者数、利用件数が増加しています。 

なお、農村環境改善センターのみ、今年１月の大雪でテニスコートのキャンセ 

ルが発生した影響が表れています。 

3,936 3,990

4,109 4,162
3,953

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

25年度 26年度 27年度 28年度 29年度

農村環境改善センター利用件数の推移

 

４年間で 8.６％の増加 

33,392 33,794

34,943
36,073 36,276

21,500

25,500

29,500

33,500

37,500

25年度 26年度 27年度 28年度 29年度

農村環境改善センター利用者数の推移

 

４年間で 0.4％の増加 

1,595
1,740

2,081
1,916

2,151

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

25年度 26年度 27年度 28年度 29年度

市民会館利用件数の推移

 

４年間で 19.5％の増加 ４年間で 34.9％の増加 

93,491 88,234
84,369 87,476

111,693

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

25年度 26年度 27年度 28年度 29年度

市民会館利用者数の推移
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【参考３：専門家による第三者評価の結果】 

評価ランク 体育施設（中央公園を除く） 中央公園 

Ａ（たいへん優れている） ９項目 ５項目 

Ｂ（優れている） 59 項目 63 項目 

Ｃ（適正である） １項目 １項目 

Ｄ（さらなる努力が必要） ０項目 ０項目 

Ｅ（改善すべき） ０項目 ０項目 

【参考４：専門家による第三者評価のコメントの抜粋】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このたび、当施設の指定管理者が公募されることとなりましたが、公社が積み重ねた

管理運営の経験・ノウハウなどを活用した「地域密着」や「高い公益性」に加え、この

３年間の努力で培った「業務の高水準化」、「一層のサービス向上策」などにより、これ

まで以上に高い水準の管理運営ができると考え、応募させていただきました。 

指定管理者に選定していただければ、さらなる努力、研鑽等を重ね、市民のみなさん

のご期待にお応えする管理運営を行いたいと考えています。まだまだ至らない点もある

とは思いますが、ご審議のうえ、引き続き公社に機会をいただければ幸いです。 

 

 

 

 

 

 

＜総合評価＞ 

■各種マニュアルの整備や研修計画、また定例的な会議による改善活動など、公社全

体でマネジメントシステムが構築されており、全体的に期待水準どおりの施設の維

持・管理が行われている。 

■基本的な修繕はほぼ自前で実施され、プール、野球場、武道館と適切に管理されて

いる。体育施設については、市が実施する事業との重複を意識しながら、計画・実

施しなければならないなど、制約が多いが、この状況下で、複数施設を一体管理す

るメリットと、公社の公益性をうまく使いながら、市民サービスの向上に努めてい

ると言っていいだろう。 

＜窓口業務＞ 

■ＡＮＡビジネスソリューションズの接遇研修の活用は、複数の施設を管理できる公

社ならではの取り組みである。全体を通して言えることだが、公益性を求められ、

かつ、複数施設を管理している公社の良さが随所に見られる。 
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② 利用者の平等利用の確保 

利用者に対して公平・平等な対応の確保 

 

(1) あらゆる市民に公平・平等な業務を行います。 

公の施設の管理者として、合理的な理由がないに 

もかかわらず、国籍、信条、性別、社会的身分、年 

齢等で、利用を制限したり、優先予約を受け付ける 

などの行為はあってはならないことです。公社で 

は、以下の措置を講じることにより、受付や使用許 

可はもとより、接遇、広報活動などにおいても、あ 

らゆる市民に公平で平等な管理運営を行います。 

ａ）統括所長による平等利用の確保  

統括所長（80 ページ参照）を平等利用確保の統括責任者とします。統括所長は毎月、

受付、利用許可、接遇、広報活動などが公平・平等に行われているかどうかをチェッ

クし、万一、平等利用に反する事案が発見されれば、直ちに改善するとともに事務局

及び入間市に報告します。 

ｂ）平等利用の定義の徹底  

平等利用は、職員側の判断ではなく、利用者側の判断であるということを徹底しま

す。つまり、職員が公平・平等に業務を行っていると思っていても、利用者が不公平

だと感じるとすれば、平等利用は確保されていないと判断し、対応策を講じます。 

また、施設の常連利用者や公社関係者など、特定の利用者に対するルールに反する

優遇措置（優先予約等）についても、平等利用に反する行為であることを職員に理解

させます。 

ｃ）職員研修の実施   

平等利用の確保は単なる精神論では担保できず、職員一人ひとりが、十分な知識を

持つことが基本であると考えています。 

このため、公社では、指定管理者業務基本研修や人権研修等、平等利用に関する様々

な知識を習得するための職員研修を計画的に実施します。 

【平等利用に関連する職員研修】 

研 修 名 研 修 概 要 実施頻度 

人 権 研 修 人権尊重、ユニバーサルデザイン等に関する研修 毎年１回 

指定管理者業務 

基 本 研 修 

指定管理の基本である平等利用やサービス向上 

についての心構えや留意点を理解する研修 
毎年１回 

   ああ 



公益財団法人入間市振興公社 

13 

 

 

(2) あらゆる市民に情報が伝わるよう努めます。 

公の施設として、施設概要、自主事業等の事業内容を、ホームページによる情報発信

はもとより、紙媒体、メディアなどを組み合わせることに

より、あらゆる市民に情報が広く伝わるよう努めます。 

（右図は、公社のホームページ） 

ａ）ホームページ等を活用した広報  

必要な情報がいつでも得られるホームページは、特に 

多忙な方や頻繁に外出できない方への情報発信の貴重な 

手段です。公社ホームページでは施設概要、施設の空き情報、教室の参加募集などの

基本的な情報を提供しています。また、ブログやフェイスブックを活用し、リアルタ

イムに近い情報や教室の開催結果など、豊富な情報をわかりやすく発信しています。 

ｂ）紙媒体を活用した広報  

ＩＴ機器操作に不慣れな市民も少なくありませんので、紙媒体（チラシ等）を活用

した広報も積極的に実施します。 

 具体的には、市の広報誌であり、全戸 

配布される「広報いるま」への情報掲載 

を依頼するとともに、公社でも、リーフ 

レット、チラシ等を積極的に作成し、公 

社のネットワークを通して、広く市民に 

周知します。 

ｃ）メディアを活用した広報  

 メディアを活用した広報にも取り組みます。公社とマスコミとの良好な関係を生か

し、できる限り資料提供を行い、テレビ・新聞のニュースなどで

報道していただけるよう努めるとともに、ホームページやテレ

ビ・新聞のような視覚での情報提供が難しい方もいますので、ラ

ジオでの情報発信にも取り組みます。 

具体的には、テレビや新聞と同様、マスコミへの資料提供を実 

施するほか、公社職員がエフエム茶笛の番組「とれたてラジオ」 

に出演していますので、この場で、施設や事業の紹介を実施することなどにより、音

声による情報発信を行います。 

なお、エフエム茶笛は「ＪＣＢＡインターネットサイマルラ

ジオ」（コミュニティＦＭ放送のインターネット配信）による

インターネット配信も行っています。 
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 (3) 障害者や外国人などが使いやすい施設を目指します。 

公社では、いくら受付や利用許可などを公平・平等に行っても、特定の市民、特に、

障害者、外国人などにとって、実質的に利用しにくい環境があるとすれば、それは公平・

平等な利用が確保されているとは言えないと考えています。 

このため、以下の措置を講じることにより、障害者、外国人などにも利用しやすい施

設環境をできる限り整えます。 

ａ）だれにでもわかりやすい案内表示・情報提供など  

当施設の案内表示を大きな文字、絵図などを用いて、だれも

がわかりやすいように工夫します。また、パンフレットやホー

ムページなどの広報についても、障害者や外国人などにも十分

理解していただけるよう、大きな文字・外国語表記（ホームペ

ージは翻訳サービスへのリンク）などをできる限り取り入れます。 

また、右下の写真のように段差解消にもできる限り取り組むほか、音声入力可能な

翻訳アプリがインストールされたタブレット等を受付に用意し、外国語でも、簡単な

施設設備の説明や質問への回答等が可 

能な体制を整備します。（音声入力可 

能な翻訳タブレット等については、41 

ページ参照） 

ｂ）自主事業の工夫  

   自主事業についても、あらゆる層の市民のみなさんに利用していただくことが大切

で、特に、利用を遠慮しがちな障害者、外国人などの市民層に気軽にお越しいただけ

るように努めることも、平等利用確保のための重要なポイントであると考えています。 

このため、「サウンドテーブルテニス体験」、「国際交流

卓球体験」（48 ページ参照）等の自主事業を開催し、障害者

や外国人の方に積極的に参加を呼びかける工夫を行います。 
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２．関係法令等を遵守した適切な管理運営の確保 

①「個人情報」と「業務上知り得た秘密」の保護 

プライバシーマークを取得している（  該当 ・ 非該当  ） 

法令遵守の徹底 

公社では、コンプライアンスを業務上の最優先課題と 

位置づけ、コンプライアンスを徹底することが組織の維 

持・発展の基本であると認識しています。 

公の施設の管理運営では、以下のような法令遵守はも 

ちろんですが、その他にも、法人倫理、行政上の手続き 

等の遵守、明確なルールに基づく業務執行、情報公開、 

地域への貢献、市民の意見尊重などもコンプライアンス 

に含まれると考えており、以下の措置を講じることによ 

り、コンプライアンスの徹底を図ります。 

【参考：当施設の管理運営に関し、留意すべき主な法令】 

 

(1) コンプライアンス（法令遵守）を徹底します。 

ａ）コンプライアンス推進体制の整備  

 事務局長をトップとし、事務局の幹部職員および統括所長等で構 

成するコンプライアンス推進会議を設置して、コンプライアンス 

に関する統括・監督を行います。会議では、新たな法令の施行・ 

改正の情報をいち早く入手し、規程の改正や職員への周知徹底を 

行うほか、定期的に日常業務が適正に遂行されているかチェック 

します。 

 

 

 

関係法令 

■地方自治法   ■個人情報保護法 

■労働基準法   ■労働安全衛生法 

■最低賃金法   ■行政手続法 

■スポーツ基本法 

■建築基準法  ■建築物衛生法 

■消防法    ■廃棄物処理法 

■公共サービス基本法 

■公益法人会計基準     など 

入間市体育施設の運営に係る法令 

■入間市公の施設の指定管理者の指定

手続等に関する条例 

■入間市個人情報保護条例 

■入間市行政手続条例 

■入間市情報公開条例 

■入間市体育施設設置及び管理条例・ 

施行規則 

■入間市都市公園条例・施行規則 
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ｂ）国家公務員に準じた倫理内規などの制定   

指定管理者は「行政の代行者」とも呼ばれ、行政の一翼を担うことから、業務に従

事する職員（外部委託スタッフも含む）には、市民のみなさんからのご信頼をいただ

くためにも、公務員と同様の高い倫理観が求められると考えています。 

このため、公社では「国家公務員倫理規程」に準じた内規を制定しています。今後

も、適正な経理の実施、職務関係者との費用負担なしでの飲食・ゴルフ・旅行の禁止

などを確実に遵守します。 

ｃ）職員研修の実施  

コンプライアンスに関する職員研修を年１回、定期的に実施します。また、指定管

理業務に関する法令の新設・改正等があった場合は、必要に応じて、臨時のコンプラ

イアンス研修を実施します。 

また、多くの市民のみなさんは、公共施設に勤務している職員を、「市の職員」と認

識しており、業務中はもちろん、プライベートな行動についても高い意識が求められ

ます。これを踏まえ、市ＯＢ職員（公社職員）の知見を生かした「公共施設勤務職員

の心構え研修」を、全職員に対して年１回実施します。（研修はＤＶＤ化し、職員がい

つでも復習できるようにしています） 

(2) その他コンプライアンス上で必要な措置を講じます。 

ａ）内部通報窓口の設置  

組織的または個人的なコンプライアンス違反を通報する窓口を事務局に設置します。 

通報を受けた案件については、コンプライアンス推進会議で事実関係等の調査を行い、

万一、違反があった場合には、改善や入間市への報告、関係者の処分などを行います。

（公益法人の運営に関わる違反については、埼玉県にも報告します） 

ｂ）不当要求行為等への毅然とした対応  

万一、反社会勢力等から不当要求行為等があった場合は、毅然 

とした態度で対応します。統括所長等を埼玉県警などが実施する 

「不当要求防止責任者講習会」へ出席させるとともに、受講者が 

講師となって、職員に研修を行います。 

 

個人情報保護等の情報管理体制 

 (1) 個人情報保護体制を確立します。 

公社では、統括所長（農村環境改善センターでは管理事務所長）および管理職を個人

情報管理責任者としています。 

これに加え、電子情報保護責任者、相談窓口担当者などを設置し、個人情報保護の実

務に当たります。 
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【公社の個人情報保護体制】 

役  割 業務内容 担当者 

個人情報管理責任者 当施設の個人情報保護の統括 統 括 所 長 

（管理事務所長） 電子情報保護責任者 パソコン等の個人情報保護業務 

相 談 窓 口 担 当 者 利用者等の苦情、相談への対応 受 付 担 当 

個人情報監査業務責任者 個人情報保護に関する監査業務実施 事務局次長 

 

(2) 個人情報保護規程を策定します。 

公社では、個人情報を「お客様の重要な財産を預かっている」との認識のもと、「個

人情報保護法」や「入間市個人情報保護条例」などの趣旨を踏まえた「入間市振興公社

個人情報保護規則」および「入間市振興公社個人情報保護要綱」を策定しています。当

施設においても、これらを遵守し、個人情報の保護に当たります。 

  【公社の個人情報保護規程の主な内容】 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

(3) 公社独自のマニュアルを作成し、すべての職員に周知・徹底します。 

個人情報保護法には、「目的外使用」、「第三者提供」、「共同利用」等のなじみのない

用語が数多くあるため、内容は決して簡単ではなく、体制整備や

規程作成だけでは、十分な管理ができない可能性があります。 

このため、公社では、個人情報保護を基礎からわかりやすく   

解説した独自のマニュアルを作成し、清掃などの外部委託スタッ 

フも含めた職員に周知するとともに、随時、職員研修を実施して 

徹底を図ります。 

なお、参考資料として、公社の個人情報保護・情報公開マニュ 

アルを添付しましたので、ご参照いただけると幸いです。 

 

■個人情報は適切かつ公正な方法により取得します。 

■特定された利用目的を明示して個人情報を取得します。 

また、取得した個人情報は法令に定められた場合を除き、 

目的外には使用しません。 

■法令に定められている場合を除き、本人の同意を得るこ 

となく、個人情報を第三者に提供しません。 

■個人情報保護の漏えい、滅失、棄損を防止する十分な措置を講じます。 

■ご本人からの個人情報開示・訂正・利用停止などの請求があった場合は、迅速に対

応します。 
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(4) 個人情報保護に関する具体的措置を講じます。 

個人情報保護に関し、以下の通りの具体的措置を講じます。なお、これら措置につい

ては、施設職員の確実な履行を担保するため、定期的に（おおむね６か月に１回程度）

事務局が監査を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■職員の個人情報保護義務・守秘義務を、退職後も含めて、就業規則で明文化します。 

 

 

 

 

 

 

 

■個人情報が記録されている書類は鍵付きキャビネット等に厳重に保管します。ま

た、パソコンはＯＳソフト起動時のパスワードを設定するほか、キャビネットに保

管していないパソコンはワイヤーで机などに固定します。 

■ネットワークコンピュータへのファイアーウォール設定、 

各パソコンへのウイルス対策ソフトのインストール等を 

確実に行います。また、近年、パソコン（ウイルス対策 

ソフトの未インストールや同じパスワードの長期使用等） 

や電子メールの誤った操作等から情報が漏えいする事例 

が多発していることから、すべての職員が正しい操作等 

を確実に実施できるよう、情報管理マニュアルを作成・ 

活用します。 

■パソコンへのファイル交換ソフト等のインストールを禁止するとともに、外部から

持ち込まれたＵＳＢメモリー等の記憶媒体使用を禁止します。 

■公社が管理している顧客情報データベースへのアクセスについては、パスワードを

設定します。（パスワードは定期的に変更します） 

■個人情報の取得は必要最小限度にとどめます。また、個人情報が記録されている書

類、電子記憶媒体などを廃棄する場合は、シュレッダー等による処理を徹底します。 

 

【参考：入間市振興公社就業規則（抜粋）】 

（禁止行為） 

  第６条 職員は、次に掲げる行為をしてはならない。 

   （１）      （略） 

   （２）在職中、退職後を問わず職務上知り得た秘密を漏らすこと。 

   （３）～（６）  （略） 

 （職務上の秘密発表） 

第７条 職員は、職務上の秘密に属する事項を発表しようとする場合に 

おいては、理事長の許可を受けなければならない。 
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【参考１：個人情報保護に関して公社が実施した具体的対応事例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考２：マイナンバーに関する具体的対応事例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考３：個人情報保護法改正に関する具体的対応事例】 

 

 

 

 

 

 

■公社では、貴重品の落とし物（忘れ物）を引き渡す際に、免許証等を提示いただき、

本人確認を行っています。 

■この本人確認の際に、今後、マイナンバーカードが提示されることも想定されます。

マイナンバーカードを本人確認に使用することは違法ではありませんが、免許証番

号と異なり、公社職員がマイナンバーを控えることは違法行為です。（現在のとこ

ろ、マイナンバーは「税」、「社会保障」、「災害」にしか利用できないため） 

■したがって、本人確認の際にマイナンバーカードの提示があった場合には、職員に、

必要がある場合でも、マイナンバーが記載されていないカード表面のみをコピーす

るよう周知徹底しています。 

■平成 28 年に改正個人情報保護法が施行され、すべての事業者に対し、個人情報の

トレーサビリティ（個人情報の入手経路および提供先を記録し、個人情報の移動経

路の明確化を図る制度）が義務づけられました。 

■公社では、法の施行に合わせて、「個人情報トレーサビリティ台帳」を整備し、法

令に合致した適正な対応を行っています。 

■個人情報を取り扱う業務を外部委託する場合には、契約締結時に、市に準じた「個

人情報取扱特記事項」を取り交わし、個人情報保護措置を徹底します。 

■個人的なブログやツイッターから個人情報の漏えいが発生している事例があるこ

とから、当施設内での出来事などを職員個人のブログやツイッターに掲載すること

を禁止します。 

あるホテルのレストランに、スポーツ選手がカップルで来店したことをホテルの

従業員が、個人のツイッターに書き込んだことが大きな問題になりました。（下のコ

メントは、当該ホテルのホームページから抜粋）このような個人情報漏えいを防止

するため、職場での出来事を個人のツイッターやブログ等に記載しないよう、すべ

ての職員に徹底しています。 
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(5) 業務上知り得た秘密の保護に万全を期します。 

指定管理者には、多種多様の行政情報、法人情報等に接する機会があり、これらの中

には、外部に出すことができない情報もあります。公社では、これらの情報についても、

個人情報と同様、厳格な管理を行います。 

ａ）個人情報保護と同様の措置の実施  

業務上知り得た秘密についても、16 ページ以降でご説明した個人情報保護と同様の

措置を講じることを原則とします。（守秘義務を就業規則で明文化、厳格な管理、行政

情報・法人情報を取り扱う業務の外部委託時の守秘義務徹底など） 

ｂ）特に秘匿性が高い情報の厳格な管理  

もちろん、業務上知り得た秘密が外部に漏えいすることがあってはなりませんが、

中でも、絶対に漏えいが許されない重要情報（行政情報、法人情報だけでなく、医療・

保健、所得等に関する個人情報も含む）については、「最重要情報」の指定を行い、通

常の外部に出すべきではない情報よりも、さらに高い水準の厳格な管理を行います。 

なお、具体的な管理方法は以下のとおりです。 

【最重要情報の主な管理方法など】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■知り得た行政情報、法人情報、個人情報のうち、事務局長が、特に重要で厳格な管

理が必要と判断した情報（市の意思形成過程・予算編成等に関連する行政情報、秘

匿を条件に提供を受けた法人情報、障害程度などの個人情報等）については、最重

要情報に指定します。 

■事務局の一部職員のみを閲覧可能とし、事務局で管理します。施設で使用する必要

がある場合には、閲覧可能な職員立ち会いのもと、当施設の管理職等にも閲覧を認

めます。 

■最重要情報を活用しての作業等は、原則として、最重要情報にアクセス可能な権限

を有する職員が行います。やむを得ず閲覧権限のない職員に作業等を行わせる場合

には、閲覧権限のある者が情報を当該職員のパソコンに移し、作業終了後に当該職

員のパソコンに最重要情報が残っていないことを確認します。なお、作業中は当該

職員のパソコンをインターネット回線から切断します。 

■インターネットなどとの外部接続が一切ない事務局のパソコンで管理します。書類

で取得した情報も、契約書等のやむを得ないものを除いて、電子データ化して保存

します。（保存後、当該情報が記載された書類はシュレッダーで処分します）また、

書類ベースの情報については、事務局の保管庫内で保管します。 

■当該パソコンには盗難防止チェーンを装着します。また、当該パソコンには、起動

する際の暗証番号を設定するほか、定期的に暗証番号を変更します。 
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【参考：取得した情報の漏えい防止に関する具体的対応事例】 

 

 

 

 

 

 

 

ルールやマニュアルの整備 

(1) 明確なルールに基づき、業務を遂行します。 

指定管理業務における職員の職務権限、決裁権者、経理の手法などを明確にルール

化し、個人的な判断による業務遂行を排除することにより、コンプライアンス違反を

未然防止します。 

【明確化している主なルール】 

 

 

 

 

(2) 管理運営に関する文書を確実に作成・保存します。 

管理運営に関する文書を確実に保存することは、指定管理者としての責務であり、ま

た、ルールに基づいた業務遂行を検証するという点でも、重要な事項と考えています。

公社では、各種決裁書類、帳簿、伝票、自主事業などの事業実施報告、メンテナンス・

修繕の記録等を文書化し、事務処理規程に則り（入間市文書取扱規程に準じた期間）、

確実に保存します。 

 

(3) マニュアルの充実を図ります。 

７ページにも記載しましたが、マニュアル整備は、すべての職員が、利用者に高い水

準の安全・安心やサービスを提供するための重要事項だと考えており、以下のように多

種多様のマニュアルを、しかも充実した内容で整備しています。 

 

 

 

 

 

■事務処理規程（職務権限等に関する規程）     ■会計規程   

■特定費用準備金資金取扱規程           ■職員倫理内規 

■個人情報保護規則・要綱             ■情報公開に関する要綱 

■個人番号関係事務取扱要綱   など 

コピー複合機で印刷した情報が、外部から見える 

可能性があるとの日経新聞の記事が出ましたので、 

で、直ちに、公社内のすべてのコピー複合機の検査 

をメーカーに依頼して、安全に使用できることを確 

認しました。 

 

 

■緊急対応マニュアル     ■接遇マニュアル    ■苦情対応マニュアル 

■個人情報保護・情報公開マニュアル     ■情報管理マニュアル 

■施設巡回チェックリスト   ■床点検表  ■現金取扱マニュアル 

■緊急時の心肺蘇生法・ＡＥＤの使い方   など 
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これらのマニュアルは電子マニュアル化し、職員がいつでもパソコンから閲覧でき

るようにしています。 

また、マニュアルは、一度作成すれば終わりというものではなく、今後も、研修等

による周知・徹底や内容の改訂等を継続的に実施し、常にブラッシュアップします。 

【参考：専門家による第三者評価のコメントの抜粋】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

漏えいした場合の対応等、具体的な考え 

個人情報や行政情報・法人情報等の漏えいは、 

あってはならないことですが、それでも、万一 

の場合に備えておくことは重要です。 

公社では、個人情報保護マニュアルの中で、 

個人情報・行政情報・法人情報（以下、「個人情 

報等」と記載します）の漏えい時はもとより、 

その前の段階である紛失時から早急な対応を行 

うことで、被害を最小限度に食い止めることを 

定めているほか、緊急対応マニュアルに基づく 

危機管理本部を設置することを定めています。当施設においても、このルールに基づい

て、迅速かつ適正に対応します。 

【個人情報等漏えい時などの主なルール】 

 

 

 

 

 

 

 

■個人情報等が入った記憶媒体などの紛失や漏えい等が明らかになった場合、直ちに

事務局に報告する。 

■紛失の場合、遅くとも、紛失が明らかになってから 24 時間以内に発見できない場

合は、個人情報等の漏えいの可能性があると判断し、事務局内に危機管理本部を設

置するとともに、入間市、警察（紛失届）に報告する。 

 

＜マニュアル＞ 

■複数施設を管理しているため、

マニュアル・研修等の基礎的 

な部分が充実していることは 

特筆すべき点である。 
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■漏えい・紛失した個人情報等を特定し、対象となる利用者等に謝罪を開始する。 

■マスコミへの発表は入間市と協議した上で行う。 

■万一、インターネット上などに個人情報等が流出している場合は、すぐにプロバイ

ダへ削除要請する。また、他に同様の掲載がないか、弁護士等を介して専門業者に

依頼して確認し、あった場合は削除要請する。 
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② 行政手続き条例等関係法令の遵守 

関係法令への対応等、具体的な考え 

指定管理者には、公の施設の利用許可・利用不許可等の 

公権力を行使する権限が付与されており、特に、不許可・ 

取り消しなどの不利益処分を行う場合には、公権力の行使 

が市民の権利を侵害することがないよう、細心の注意を払 

うことが求められています。 

公社では、このような事情を十分に理解し、不許可・取 

り消し等の不利益処分を行う場合には、入間市行政手続条 

例を遵守した厳格な取り扱いを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■どのような場合に不利益処分を実施するかを定めた「処分基準」を明文化し、明確

な基準に基づき処分を行います。特に、他市の施設では、ヘイトスピーチなどの公

序良俗に反する利用を巡っての不許可・取り消し事例が出てきていますので、同様

の事例にもしっかりと対応できるように職員研修等を実施します。 

■不利益処分を行う場合には、入間市と連絡調整を密にするとともに、入間市行政手

続条例第 13 条第２項に定められている例外を除いて、処分の相手方の意見等を聴

く聴聞を行います。 

■不利益処分を行う場合、入間市行政手続条例第 14 条第１項ただし書きに定められ

ている例外を除き、不利益処分の理由を処分の相手方に明示します。 

■聴聞の通知方法、開催方法などについても、入間市行政手続条例に基づいて実施し

ます。 
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③ 情報公開についての考え方 

透明性のある体制 

公社では、入間市情報公開条例を遵守するのはもちろんですが、市民に開かれた管理運

営を行うため、公社や当施設の情報を積極的に公開する「入間市振興公社の情報公開に関

する要綱」を設けており、透明性の高い情報公開を実施する体制を構築しています。 

 

(1) 公開を原則とした公社独自の情報公開制度を設けています。 

公社では、情報公開規程を定め、個人情報や法人情報等、非公開事由に該当する場合

を除き、情報公開請求があった場合には、原則として、公社や当施

設の管理運営に関する情報を公開します。 

また、入間市情報公開条例の趣旨に基づき「入間市振興公社の 

情報公開に関する要綱」を制定しており、この中で、原則 15 日以 

内の決定や非公開（部分公開）時の不服申し立て等、入間市とほ 

ぼ同じ内容の規定で制度設計した情報公開制度を設けています。 

なお、公社に情報公開請求があった場合は、入間市の情報公開の対応と異なることは

好ましくないため、入間市と協議させていただき、公開・非公開・部分公開などの決定

を行います。 

 

(2) 公社独自の情報公開マニュアルを作成・活用しています。 

個人情報保護同様、情報公開も難しい用語や独特の取扱いが出てきますので、要綱を

定めるだけでなく、基本からわかりやすく説明したマニュアルを作成・活用しています。

（実際には、「個人情報保護・情報公開マニュアル」という形で１冊の冊子になってい

ます）このマニュアルを活用し、市民に開かれた管理運営と個人情報等の保護を両立し

ます。 

  

(3) 積極的な情報発信を行います。 

公社の事業内容や財務状況、当施設で実施する教室事業などについては、情報公開請

求を受けるまでもなく、ホームページやチラシなどで積極的に情報発信します。 

また、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」に基づき、事業計画

書、事業報告書を主たる事務所に備え置いて閲覧可能にしているほか、事業計画書、予

算書、事業報告書、決算書類をホームページで公開しています。 
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３．業務の実施内容と方法 

① 管理に関する経費の削減に向けた考え方 

再委託に対する考え 

 高い効率性が求められる業務や、高度な専門性・特殊性が必要な次ページの業務につ

いては、高い技術力・ノウハウを持つ外部業者に再委託することで、経費削減と高い管

理運営水準を両立します。また、当然ですが、再委託業務は指定管理者が行う管理運営

業務の一環であり、公社の責任のもと高い業務水準を確保します。なお、再委託業者の

監督手法については、28 ページのフロー図をご覧ください。 

 

(1) 委託業者の明確な発注基準を設けています。 

公益的な視点で管理運営を行う公社では、市内企業育成の観点から市内業者を中心に

選定を行います。高い安全性と業務の質が確保されていることが大前提であり、過去の

業務実績などを参考に業者選定を行います。 

また、適正価格であることも必須であり、公社では予定価格によって見積業者数を定

めるなどの明確な発注基準を設け、複数業者からの見積り合わせを行います。 

 

(2) 安全な施設提供のため作業計画書を事前確認します。 

委託業務が施設利用に影響を及ぼすことが無いか、利用者に危険が及ばないか等を作

業計画書をもとに確認します。支障がある場合には委託業者と調整の上、計画を練り直

し、安全かつ確実に作業を実施します。 

 

(3) 作業前の安全確認を確実に行います。 

作業箇所により必要となる安全対策（掲示やバリケード設 

置、誘導員の配置など）や作業時間などの注意事項を事前に文 

書で伝達し徹底させます。作業当日にも注意事項の内容を再確 

認し、安全・確実な作業を行います。 

 

(4) 作業終了後に作業内容確認・評価を行います。 

作業終了後は現場を職員がチェックし、仕様に基づく作業が確実に完了したことを確

認します。作業報告書、作業写真、業務報告書などの速やかな提出を義務付け、完了検

査を行います。問題なく作業が完了している場合には各報告書等を保管します。 
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【再委託を予定している業務】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①機材準備等の費用対効果、業務の専門性・特殊性による再委託業務 

■市民体育館 総合管理業務（清掃業務、警備業務［夜間は機械警備予定］、館内消毒 

業務、受水槽清掃業務） 

■武道館    総合管理業務（清掃業務、館内消毒業務、受水槽清掃業務、空調機等 

保守点検業務） 
 

②費用対効果による再委託業務 

■市民体育館 受付管理業務（夜間等） 

■武道館 受付管理業務（夜間等） 

■運動公園   体育施設管理業務、プール開催時駐車場管理業務 

■黒須市民運動場  体育施設管理業務 

■中央公園  清掃管理業務 
 

③業務の専門性・特殊性による再委託 

市
民
体
育
館 

 

消防用設備保守点検業務 

自家用電気工作物保安管理業務 

直流電源装置保守点検業務 

自動扉保守業務 

小便器洗浄等保守点検業務 

トレーニング機器等保守点検業務 

手動式バスケゴール保守点検業務 

電動式バスケゴール保守点検業務 

昇降機(リフト)保守点検業務 

建築設備定期検査業務 

特殊建築物定期検査業務 

暗幕保守点検業務 

 

武
道
館 

 

庭園・樹木管理等業務 

消防用設備保守点検業務 

自家用電気工作物保安管理業務 

非常用発電機保守点検業務 

エレベータ等保守点検業務 

小便器洗浄等保守点検業務 

機械警備業務 

弓道場管理業務 

建築設備定期検査業務 

特殊建築物定期検査業務 

防火設備定期検査業務 

中
央
公
園 

 

樹木管理業務 

危険樹枝伐採業務 

機械警備業務 

浄化槽維持管理業務 

プール管理業務 

プールろ過装置保守点検業務 

公園遊具施設点検業務 

グラウンド整備指導業務 

運
動
公
園 

 

庭園・樹木管理等業務 

テニスコート整備管理業務 

プール管理業務 

プールろ過装置保守点検業務 

プール機械警備業務 

グラウンド整備指導業務 

 

黒
須
市
民
運
動
場 

 

機械警備業務 

浄化槽維持管理業務 

樹木管理業務 

グラウンド整備指導業務 
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【再委託業者監督フロー図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経費が最小限になる工夫 

経費削減は、「安全・安心の確保」、「サービス向上」とともに、指定管理者制度が導入

された大きな目的のひとつです。公社では、以下の措置を講じることにより、安全水準や

サービス水準の確保・向上を図りつつ、管理経費の削減に取り組みます。 

なお、経費削減については、今年３月に入間市により実施された専門家の第三者評価に

おいても、高い評価をいただいています。 

【参考：専門家による第三者評価コメントの抜粋】 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜経費削減＞ 

■ネットでの購入を導入して経費削減に努めている。他の公社管理施設と同様、小規

模修繕は自前で実施している。例えば、プール床塗装は、職員総出で行うことで 50

万円程度を 20 万円以下に抑えた。武道館についても床の張り替えなど、自主修繕

一覧表を確認し、13 万７千円の経費削減効果を出している。・・・・ 

（中略）・・・総じて、要求水準以上の取り組みを行っていると言えよう。 

  

公  社 

① 業務内容確認 

② 仕様書作成 

④ 業 者 選 定 

 

仕様書作成 

委託業者 

 

⑨  作業手順確認 

⑩ 利用者等への周知 

③ 見積書等提出 

⑤ 業 務 受 注 

    

⑧ 作業計画書提出    

⑥  契  約 

⑦ 事前打ち合わせ 

 

  

⑫ 注意事項確認 

    

⑪ 注意事項伝達 

⑬ 作業着手 ⑭ 内容確認 

⑮ 中間報告書の提出 

（省略する業務あり） 

    

⑯ 中間検査の実施 

  （省略する業務あり） 

 

⑰ 業務報告書の提出 

改善事項指示 

改善事項指示 

⑲ 完了承認 

⑱ 完了検査の実施 
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(1) 公社が持つ技術・経験・ノウハウを最大限に活用して管理運営を効率化します。 

   公社がこれまで培った技術・経験・ノウハウを最大限に活用し、あらゆる分野の業務

を効率化することで管理経費の削減を図ります。 

ａ）契約規模拡大による委託料の削減   

外部委託については、複数施設を管理しているメリットを生かし、できる限り公社

の他業務と一括発注する（経理は厳格に区分します）ことにより、契約規模を拡大して

委託料を削減します。特に、各種保守点検、清掃などの外部委託は、一括発注による経

費削減効果が可能な分野です。また、複数年契約による委託料の削減にも可能な範囲で

取り組みます。 

ｂ）消耗品発注先の開拓   

消耗品については、安価な調達方法の開拓を常に行います。例えば、市単価表よりも

安価な発注先からの調達、インターネット等での調達を実施します。 

ｃ）業務の内製化  

小修繕業務の一部は施設職員が行うことにより、外部委託費等を削減します。なお、

公社では、情報処理技術の知識が豊富な職員が在籍しており、外部委託することが多い

顧客情報のデータベース化についても、職員が実施しています。 

【参考：公社職員による修繕の事例】 

日常点検により、武道館の床が劣化し、利用に支障が出かねない状況にあること 

  が判明しました。週末には大会が予 

定されており、業者に依頼する時間 

的余裕がなく、職員が修繕すること 

としました。 

 以前、業者に依頼した際の作業記 

録を保管しており、その記録をもと 

に、コンパネをていねいに剥がし、 

汚れや錆を除去した後、同じ大きさの新たなコンパネを貼り付けました。 

素人が行うと貼り付けた面がゆがんだり、少し高さが異なったりしてしまう可能 

性が高いのですが、以前の作業記録の手順や手法を忠実に遵守したため、きれいに 

張り替えることができました。 

 

 

 

 

 

修 繕 後 

 

修 繕 前 
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ｄ）グループ制の導入  

  公社では、管理運営する施設にグルー

  プ制を導入しており、本指定管理業務の 

対象施設である入間市市民体育館など５

  施設に、別の指定管理施設である入間市

  地区体育施設等を加えて、体育施設グル

  ープを組んでいます。グループ内では、

  事業や繁忙期の人的応援、備品類の共用

  を行っており、迅速な意思決定を行うために指揮系統も明確化しています。これらを

  継続することでマンパワーや備品類を効率的・効果的に活用し、経費削減を図ります。 

なお、グループ外の公社が管理運営する施設（入間市産業文化センター等）や事務局

とも連携を深め、一層のマンパワーや備品類の効率的・

効果的活用に努めます。 

右の写真は、今年１月の大雪時の除雪作業です。事務

  局の協力も得て、テニスコートの利用を迅速に再開する

  とができました。なお、除雪機は各施設で共用し、有効

  活用しています。 

ｅ）職員のマルチスタッフ化   

それぞれ職員の担当業務は定めますが、担当以外の業務もできる限り習熟させて、職

員をマルチスタッフ化することにより、効率的・効果的にマンパワーを活用します。 

ｆ）時差出勤・休日出勤の振替対応などの労務管理  

夜間業務が予定されている場合の時差出勤や休日出勤の振替対応を行うこと等によ

り、できる限り時間外手当の削減を図ります。 

ｇ）細かなところまで目を配った経費削減   

光熱水費や消耗品などについては、細かいところにまで目を配り、少しでも経費の

削減に向けた、以下のような努力を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■施設グループごとに 1 年間のコスト削減目標を設定させ、これを実現できるよう統

括所長や事務局職員が進捗管理します。 

■避難誘導灯等を可能な限りＬＥＤ電球に交換し、電気使用量の 

抑制を図ります。 

■利用者の安全・利便性確保を前提に、不要箇所の空調や照明を 

こまめにオフにします。 

■手洗い等の水道に、利用に支障がない範囲で、節水コマの活用や給水弁の調整を行

い、水道使用量を削減します。 
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(2) 新たな技術・製品の導入に努めます。 

経常的な経費削減が可能な新たな技術・製品は、仮に指定管理期間内で初期投資の回

収が困難であっても、できる限り積極的に導入します。 

ａ）遮熱光シート導入  

  窓ガラスに遮熱光シートを貼って、夏期の日射熱の屋内侵入をカ 

ットすることにより、冷房費用削減につなげる取り組みが全国に広 

まりつつあります。公社が管理運営する産業文化センターで、平成 

30 年度に試験的に一部導入しており、導入範囲を検討します。 

【参考 遮熱光シート】 

 

 

 

 

 

 

ｂ）緩まないボルト・ナットの導入  

      緩まないボルト・ナットの導入が進んでいます。もともとは、 

東海道新幹線用に開発され、長年の高速運転でも緩まなかった 

ことや少し価格が下がったことから、他の分野での使用が拡大 

しています。 

公社でも、入間市市民会館で試験的に導入しましたが、安全 

性の向上はもちろん、点検頻度を減らすこともできるので、長 

期的には経費削減につながると考えられます。このため、高い 

頻度で点検が必要な箇所から順次、緩まないボルト・ナットの 

導入を図ります。なお、市民体育館２階観覧席への導入を検討 

しています。 

 

 

■太陽光は通すが日射熱（赤外線）はカットするシートで、窓に貼って使用します。 

■冬期も日射熱をカットする（＝暖房の電気代が増える）ため、年間トータルで使用

電力が削減できるかどうかは検証する必要があります。一般的には、温暖な地域で

高い使用電力削減効果があり、寒冷地では、あまり効果がないと言われています。 

■再委託等の仕様を契約更新時に見直し、安全・安心の確保を前提に、職員が行う項

目をできる限り増やすことで、再委託経費等を削減します。 

■外部委託や小規模修繕は、公社事務処理規程や公社小規模工事等の指名業者選定に

係る基準等に基づき、明確なルールのもとで、適正な見積もり合わせを行います。 

■予防保全を原則とし、大規模な不具合発生前に対応することで、修繕費の抑制を図

ります。 
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(3) 安全水準やサービスの質を落とす経費削減は行いません。 

経費削減は、指定管理者制度導入の目的のひとつですが、安全水準やサービスの質を

落とすのは本末転倒です。公社では、高い安全水準やサービス水準を下げないことを前

提に、経費削減を図ります。 

 

(4) 市内企業優先発注、グリーン購入などの公益性も重要視します。 

経費削減は重要ですが、指定管理者は「行政の代行者」であり、公益性にも配慮する

必要があります。このため、公社では、外部委託や物品購入については、市内企業に優

先発注することを基本とします。また、特に、物品購入については、リサイクル品の購

入などのグリーン購入にも配慮します。 
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② 利用者サービスの向上 

利用者サービスの向上に関する取り組み 

利用者サービスの向上は「安全・安心の確保」、「経費削減」と並んで、指定管理者制度

が導入された大きな目的のひとつです。公社

では、これまでも利用者サービスの向上に努

めてきましたが、60 回を超える指定管理者制

度に関するプロジェクトチームの中で、利用

者サービス向上の重要性を認識し、先進事例

を収集するとともに、施設ミーティングでは

すべての職員からアイデアを募り、一層のサ

ービス向上のための取り組みについて検討を重ねました。 

そして、これらを踏まえ、次期指定管理期間では、以下のとおり、大幅なサービス向

上策の充実を図ります。 

【利用者サービス向上の取り組みの一覧（詳細は次項目以降をご覧ください）】 

項 目 取り組み内容 備 考 

ア ン ケ ー ト 

■利用者相談窓口の設置  

■常設・特別・自主事業の３種類のアンケート実施  

■利用団体との調整会議  

利用者の利便性 

へ の 配 慮 

■健康コーナーの設置 新 規 

■トレーニングルーム安全利用のための講習会開催  

■トレーニングルームのプログラム提供 新 規 

■使われなくなった予備日の有効利用  

■冷房設備がないアリーナ等での扇風機の貸出 一部新規 

■手ぶらでスポーツができる環境の整備 

（レンタル物品の充実） 
一部新規 

■電話・メール・往復はがきでの自主事業受付  

■利用時間・受付時間の延長  

■宅配便発送及び荷物受け取り代行 一部新規 

■看板作成・装花手配業者紹介 新 規 

■積雪時などの迅速な利用再開 一部新規 

■幼児室のおもちゃ・図書の更新など 一部新規 

■プールサイドへの人工芝敷設 一部新規 

■利用団体との懇談会  

■その他利便性向上策の実施 一部新規 
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項 目 取り組み内容 備 考 

ご意見・ご要望

の受付と対応 

■適切な苦情対応  

■ご意見等を管理運営の改善に生かす仕組みの構築  

■管理運営の改善が継続的に進む仕組みの構築  

職 員 の 接 遇 

■親切・ていねいな接遇  

■音声入力可能な翻訳アプリをインストールした 

タブレット等の設置 
新 規 

市民の立場に  

立った質の高い 

サービス提供 

■スポーツ相談窓口の設置 新 規 

■サークル運営アドバイザーの設置 新 規 

■サークル・総合型地域スポーツクラブの活動支援 一部新規 

■市民スポーツまつり（仮称）の開催 新 規 

 

利用者アンケート等の実施と対応 

公社では、以下のように様々な手法を組み合わせて、利用者の多種多様なご意見・ご

要望などをできる限り幅広く収集します。 

特に、利用者アンケートについては、ご意見箱の設置だけ   

では、多くの回答をいただくことが難しいため、毎年 1 回、 

利用者に直接、アンケート用紙を手渡しする特別アンケート 

（右の写真）を実施し、より多くの利用者のご意見・ご要望 

などを収集します。 

【利用者のご意見・ご要望などの把握手段】 

ニーズ把握手段 概   要 実施頻度 

利用者相談窓口の設置 
■利用者のご意見・ご要望などを受け付ける窓口を 

管理事務所内に設置 
随 時 

利  用  者 

アンケート 

常  設 ■窓口にご意見箱を設置 随 時 

特  別 
■利用者にアンケート用紙を積極的に手渡しして、

より多くのご意見・ご要望などを収集 
年１回 

自主事業 ■自主事業の参加者に実施するアンケート 随 時 

利用団体との調整会議 
■年間利用計画策定時の利用団体との調整会議時

に、施設管理運営へのご意見・ご要望などを収集 
年１回 

なお、収集したご意見・ご要望等を管理運営の改善に生かし、改善が継続的に進む仕

組みを構築する手法については、40 ページに記載しましたので、そちらをご覧ください。 
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利用者の利便性への配慮 

(1) 健康コーナーを設置します。（新規） 

市民体育館・武道館のエントランスに健康コーナーを設置します。具体的には血圧

計や体脂肪計を設置し、利用者に血圧、体脂肪などを自由に計測していただきます。 

また、希望者に健康手帳を無料配布し、継続的にデータが記録で 

きるようにします。静岡市や和歌山県の指定管理者制度導入施設で 

類似事例がありますが、利用者が健康管理に活用しているほか、利 

用者同士が数値を比較することで交流促進にもつながっています。 

 

(2) トレーニングルームの利便性向上を図ります。 

ａ）トレーニングルーム安全利用のための講習会開催  

市民体育館トレーニングルームには、利用方法を誤る 

と危険が伴う機器がありますので、初めて利用される方 

には、事前に公社が開催する講習会を受講していただい 

ています。今後も、安全確保の観点から、講習会を月８ 

回開催し、夜間しか参加できない方を受け入れるために、 

この内１～２回は夜間に開催します。 

 

ｂ）トレーニングルームのプログラム提供（新規） 

 トレーニングルームを利用する際のプログラム（「お腹回りの脂肪を落とすプログラ

ム」「体幹を鍛えるプログラム」など）を公社で作成し、提供します。 

 

(3) 使われなくなった予備日を有効利用します。 

屋外施設で大会を開催する場合、主催者は、雨天順延

などを想定して、次週の同じ時間帯などを予備日として

予約することが少なくありません。ただ、大会が予定ど

おりに開催されると結果的に予備日は使用されず、利用

希望が多い休日に屋外施設が利用されないという事態

が発生します。 

このため、大会予備日が使用されない場合に、一般利用が可能になったことを広く周

知し、施設の有効利用を図ります。具体的には、予備日を使用しないことが確定した段

階で、体育施設ブログで情報発信しています。 

なお、今後は、あらかじめ希望者を登録し、電子メールで希望者に一斉送信して、

予約システムでの先着順受付を検討します。 

 



公益財団法人入間市振興公社 

36 

 

 

(4) 貸出品の充実を図ります。（一部新規） 

ａ）冷房設備がないアリーナ等での扇風機の貸出（一部新規） 

  冷房設備がない市民体育館多目的室・トレーニング室、 

武道館第１道場・第２道場では暑さ対策として、扇風機を 

貸し出します。また、新たに市民体育館アリーナに、大型 

扇風機を用意します。 

ｂ）手ぶらでスポーツができる環境の整備（一部新規） 

現在、市民体育館では、バドミントンのラケット・シャ 

トル、卓球のラケット・ボール等を貸し出していますが、 

これに加え、新たに、体育館シューズをレンタルし、何も 

持ってこなくても、バドミントン、卓球等が楽しめる環境 

を整備します。なお、体育館シューズにはサイズがあり、 

あらゆるサイズを一度に購入するのは予算的に困難ですので、比較的よく利用されるサ

イズから、順次、整備します。 

 

(5) 受付窓口での利便性向上策を実施します。 

ａ）電話・電子メール・往復はがきなどでの自主事業受付  

  自主事業の受付は、利用者の利便性に配慮し、原則として、複数の通信手段で行いま

す。具体的には、電話、電子メール、往復はがきなどを組み合わせて実施します。 

ｂ）利用時間・受付時間の延長  

 運動公園テニスコートの夏期の利用開始時間を午前６時 30 分からに早めるほか、例

年、冬期は利用を中止し、４月１日から利用を再開している中央公園テニスコート及び

野球場の整備を早めることで、再開時期を春休み期間が始まる３月 20 日前後に前倒し

します。また、武道館では毎年１月２日に初稽古のため第２道場を、１月２日、３日に

百射会のため弓道場を臨時開館しており、利用者に定着していますので、継続します。 

また、施設予約の受付を、「19 時 30 分まで」から「21 時 30 分まで」に延長します。 

ｃ）宅配便発送及び荷物受け取り代行（一部新規） 

   主催者が大会開催時などに使用する備品・道具類などを宅

配便で発送した場合の受け取りサービスを行います。更に新

規で発送の代行サービスを行います。 

 

ｄ）看板作成・装花手配業者紹介（新規） 

   スポーツ大会の主催者が希望される場合に、大会の看板作成や装花手配業者を公社

で紹介します。 
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(6) 積雪時などの迅速な利用再開に努めます。 

ａ）積雪時の迅速な利用再開  

積雪時には、テニスコート等の屋外施設が使用中止になりますが、当施設職員だけで

はなく、他施設や事務局の応援により、迅速に利用再開できるよう整備します。 

例えば、今年１月 23 日、24 日の積雪時には、新座市・志木市の公の施設のテニスコ

ート利用再開は１月 26 日からという施設がほとんどでしたが、公社では、積極的に職

員を投入して除雪を行った結果、1 月 25 日の午後から運動公園テニスコートの利用を

再開しました。 

 

ｂ）グラウンド用の吸水スポンジの用意 （一部新規） 

  中央公園テニスコートや野球場用に、吸水スポンジを用意 

し、雨はやんでいるが水たまりがあるという場合に、利用者 

の協力を得ながら迅速に利用再開できるようにします。中央 

公園で平成 29 年度から先行実施しましたが、利用者から「今までより早くプレーがで

きる」と大変好評でした。このため、新たに黒須市民運動場へ導入する予定です。 

 

(7) 幼児室のおもちゃ・図書の更新などを行います。（一部新規） 

  未就学児童の保護者グループが、市民体育館を利用する際に 

活用していただいている幼児室の充実を図ります。具体的には、 

新たに毛布を用意するとともに、古くなった「おもちゃ」、「図 

書」を更新します。なお、図書については、入間市立図書館本 

館の協力を得て、先行して更新しました。 

 

(8) プールサイドに人工芝を敷設します。（一部新規） 

運動公園及び中央公園プールのプールサイドは、太陽光で非

常に熱くなりますので、人工芝を敷設します。特に中央公園プ

ールの人工芝は、劣化により硬くなり素足では痛いので、柔ら

かい素材の人工芝に順次更新を進めます。 

 

(9) 利用団体との懇談会を実施します。 

施設の利用団体と懇談会を実施し、施設管理運営へのご意見・ご要望などを収集し、

施設管理へ反映することで、利用者の利便性を高めます。 
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(10) その他利便性の向上策を実施します。（一部新規） 

その他にも利便性の向上策を以下のとおり実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご意見・ご要望の受付と対応 

利用者のご意見・ご要望等については、34 ページに記載した様々な手法によるアンケー

トなどのほか、苦情等に適切に対応することでも収集に努めます。 

(1) 苦情等に適切に対応します。（公社マニュアル一部新規） 

利用者からの苦情やトラブルの対応について、以下のとおり取り組みます。 

【苦情等に対する対応の方針】   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【市民体育館】 

■シャワー室のランドリーボックス設置 

■多目的シャワー用椅子設置（新規） 

■卓球場の防球ネット設置 

【運動公園】 

 ■テニスコートの日よけ設置（新規） 

■プール２階休憩所に日よけ屋根設置 

■水中メガネバンド貸出     ■歩行路部分に人工芝敷設 

【武道館】 

 ■弓道場に防寒ビニールシート展張 

■道場のトイレ前に目隠しパーテーション設置（新規） 

【黒須市民運動場】 

 ■歩行路部分に人工芝敷設 

【中央公園】 

 ■プールフェンスの目隠し更新   ■水中メガネバンド貸出 

 ■プールサイドへ日よけ設置   ■少年野球用ベース貸出 

 

ａ) まず、未然防止を徹底する。 

ｂ）万一、苦情やトラブルが発生した場合は、内容を正確に把握し、公社に問題があ

る場合は、統括所長等が謝罪する。 

ｃ）苦情等の内容は書面で記録し、施設職員全員で情報共有するとともに、統括所長

を通して、事務局に速やかに報告する。 

ｄ) 事務局と施設で再発防止策・改善策を検討・決定し、入間市に報告した上で、迅

速に実行する。   

ｅ) 再発防止策・改善策が適切に機能しているかの事後チェックを実施する。 



公益財団法人入間市振興公社 

39 

 

 

公社では、これら方針を具体化した苦情対応マニュアルを作成・活用し、管理運営に

あたります。 

【参考：専門家による第三者評価のコメントの抜粋】 

 

 

 

 

 

 

ａ）苦情等の未然防止徹底  

まず、苦情等の未然防止に努めます。少なくとも 

利用者とのコミュニケーション不足や職員の知識 

不足・説明不足等が原因で発生する苦情等につい 

ては、接遇マニュアルの活用や職員研修などで、 

限りなくゼロに近づけることを目指します。 

 

ｂ）苦情等の内容の正確な把握  

万一、苦情等が発生したときは、まず、内容を 

把握することが重要です。特に、利用者が興奮し 

ている場合には、対応者が１名では、正確な内容 

把握が困難なケースがよくあります。内容把握が 

不十分な場合は、更なる苦情の発生原因となり、 

当事者のご理解をいただくことがますます難しく 

なります。 

公社では、苦情等の対応に当たる際には、チェックリストを活用し、漏れなく内容を

把握するととに、特に、利用者が興奮している場合には、原則２名で苦情等に対応しま

す。 

 

ｃ）苦情等の確実な記録・職員全員での情報共有  

苦情等は必ず書面（または電子データ）で記録します。内容は直ちに職員全員に伝達

して情報共有を図るとともに、すぐに改善できる点については、迅速に対応し、協議や

検討が必要なものについては統括所長を通して事務局に報告します。 

また、この段階で改善した内容については、苦情等の内容と改善策を入間市に報告し

ます。 

 

 

＜苦情対応＞ 

■苦情については、公社作成の苦情対応マニュアルを用い、

管理施設すべての施設管理者に方針や目的の周知を徹底

している。 
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ｄ）再発防止策や改善策の迅速な実施  

施設で判断が難しい案件については、事務局と再発防止策や改善策などを検討して、

迅速に実行します。また、入間市と協議する必要がある案件については、公社の案を作

成した上で、協議させていただきます。 

ｅ）事後検証  

再発防止策や改善策を実施するだけではなく、継続的な管理運営の改善につなげる仕

組みを構築します。なお、具体的な手法については、本ページ下の(3)に記載しました

のでそちらをご覧ください。 

(2) 収集したご意見・ご要望などを管理運営の改善に生かす仕組みを構築します。 

アンケートや苦情対応などで収集したご意見・ご要望等は施設職員全員で情報を共有

するとともに、速やかに統括所長を通して事務局に報告します。ここで「すぐに対応す

る項目」と「次年度以降の管理運営に活用する項目」に仕分けし、「すぐに対応する項

目」については、対応策を協議・検討し、速やかに実行します。 

また、「次年度以降の管理運営に活用する項目」については、次年度の企画立案を行

う際に、これらをできる限り実現するよう、施設職員からの企画提案を求めるとともに、

実現へ向けての進捗管理を行います。 

【参考：利用者からのご要望への対応事例】 

「運動公園のベンチが老朽化し 

ており、座るのに抵抗がある」 

とのご意見をいただきましたの 

で、直ちに、座る部分の木材交 

換、傾きの修正・再塗装を行い、 

きれいにしました。 

(3) 継続的に管理運営の改善が進む仕組みを構築します。 

利用者からいただいたご意見・ご要望などに基づいて実施した管理運営の改善につい

ては、一定期間後に、アンケート・ヒアリング調査やその分析による検証を行います。 

  検証の結果、さらに改善すべき項目があ 

る場合は、計画を立てて実行に移し、これ 

についても、一定期間後に再度、検証作業 

を行います。 

このように、利用者のご意見・ご要望等 

の収集が継続的に業務に反映され、業務改 

善が進む仕組みを構築します。 

 

  

把握したニーズ 

の集計・分析 
改善の実行 

改善目標 

改善方法 の決定 

改善計画 

アンケート調査 

ヒアリング調査 

ご意見箱  など 

ご意見 

ご要望 
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職員の接遇 

(1) 親切・ていねいな接遇を行います。 

公社では、ＡＮＡビジネスソリューションズ（株）の接遇研修に職員が参加している

ほか、研修に参加した職員が講師となって、接

遇に関する内部研修を実施しています。また、

独自の接遇マニュアルを作成し、職員・外部委

託スタッフに周知徹底しています。 

この結果、公社が実施したアンケートでは、 

利用者の約 97％から、接遇について「満足」「や 

や満足」との回答をいただいており、一定の成 

果が出ています。 

今後もこの手法を徹底し、高い接遇満足度を

確保します。なお、参考資料として、公社が活用している「接遇マニュアル」を添付し

ましたので、ご参照いただけると幸いです。 

 

(2) 音声入力可能な翻訳アプリをインストールしたタブレット等を設置します。（新規） 

今後、外国人の利用者が増えることが想定されるため、受付 

には、音声入力可能な翻訳アプリがインストールされたタブレ 

ット等を準備し、外国語の案内・対応を可能にします。このタ 

ブレット等に外国語で話しかけると日本語で音声が流れます。 

また、日本語から外国語への音声変換も可能です。 

市民の立場に立った質の高いサービスの提供 

 

(1) スポーツ相談窓口を設置します。（新規） 

入間市総合計画前期基本計画および入間市スポーツ推進計画には「週１回以上のスポ

ーツ実施率（成人）を 50％にまで高める」との数値目標が掲げられており、これを達成

するためには、新たにスポーツに取り組む市民を増やす必要があります。 

しかしながら、成人や高齢者の場合は、体力や健康状態などに大きな個人差があるた

め、これまでスポーツの経験がほとんどない方は「どのようなスポーツが自分にあって

いるのか」「どこに行けば自分にあったスポーツができるのか」などの疑問点や不安を

数多く抱えています。 

このように、初めてスポーツに取り組みたいと考えている方を対象に、豊富なスポー

ツの経験・知識などを持つ公社職員が適切なアドバイスを行う相談窓口を市民体育館に

設置します。 

68.2%
29.7%

2.1% 0.0%

当施設の接遇満足度

満足 やや満足 やや不満 不満  
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相談窓口では、当施設や入間市地区体育施設等などの公社が管理運営している施設に

限定せず、市内の他施設や競技団体・総合型地域スポーツクラ

ブ等が実施している事業も含め、適切なメニューを紹介しま

す。 

また、「健康体操」、「太極拳」、「野球」、「テニス」など、様々

な分野のスポーツ指導者を紹介する「スポーツ指導者マッチン

グ制度」を設け、市民が「いつでも」「どこでも」「気軽に」スポーツに触れる機会づく

りに貢献します。 

長年、市内で活動する中で、入間市体育協会をはじめとする各種団体・施設に幅広い

ネットワークを持つ（＝ 市内の多くのスポーツに関する情報が集積する）公社ならで

はの質の高いサービスです。 

なお、所沢市、狭山市、飯能市に通勤・通学している市民も多いので、将来的には、

これら３市のスポーツ教室に関する情報も提供できるようにする予定です。 

 

(2) サークル運営アドバイザーを設置します。（新規） 

当施設では、多くのスポーツ系サークルが活動しており、これらの活動は「市民の自

主的なスポーツ活動の推進」「市民の体育振興」という当施設の設置目的を達成するた

めに必要不可欠な存在です。ただ、「サークルの活動は楽しいけれども運営は大変」と

いう声は少なくなく、多くのサークルが、経理、総会資料作成、会員募集等の運営面で

苦労しています。 

このため、新たにサークル運営アドバイザーを市民体育館および武道館に設置し、以

下のようなアドバイスを行います。 

  

 

 

 

(3) サークル、総合型地域スポーツクラブの活動を支援します。（一部新規） 

当施設で活動を行うサークルや総合型地域スポーツクラブのＰＲ活動や情報発信を

お手伝いします。新たに、公社ホームページやブログ上で、各サークル・総合型地域ス

ポーツクラブの活動を紹介するとともに、各サークル・総合型地域スポーツクラブの会

員募集やイベント等参加募集の記事も掲載します。 

 

 

 

 

■サークル設立時の規約などの作成支援        ■会員募集手法のアドバイス 

■経理、収支報告書、総会資料等作成支援 

■他のサークルとの交流を行う場合の交流相手紹介              など 



公益財団法人入間市振興公社 

43 

 

 

(4) 市民同士の交流を促進する市民スポーツまつり（仮称）を開催します。（新規） 

友人同士や親子はもちろん、面識のない市民同士でも楽しめるスポーツ教室、健康イ

ベント等を開催し、市民同士の交流を促進します。 

また、市内の総合型地域スポーツクラブを紹介するスポーツ教室等も併せて開催し、

クラブの活動に参加してみたいという方を増やすきっかけづくりも行います。なお、具

体的な事業内容は、実行委員会を組織し、その中で協議して決定しますが、以下のよう

な内容を想定しています。 

【想定している市民スポーツまつり（仮称）の主な事業内容】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■施設の無料開放、体育館での無料スポーツ教室（健康体操教室など） 

■飛び入り参加可能なアトラクション 

（ストラックアウト、スピードガンコンテストなど） 

■血管年齢・骨密度の無料測定会の開催   

■総合型地域スポーツクラブによるスポーツ教室 

■屋台出店・地元農産物即売会など 
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③ 自主事業の内容や収支計画 

施設の設置目的や入間市スポーツ推進計画に沿った事業展開 

自主事業は「自主的なスポーツ活動の推進・市民の体育の振興」という施設の設置目

的達成するために、また、入間市総合計画前期基本計画および入間市スポーツ推進計画

の達成に資するためにも重要であると考えています。 

公社ではこれまでも、長年培った経験・ノウハウなどを活用 

し、入間市が直接実施しているスポーツ教室などとの重複を避 

けた上で積極的に事業を実施してきました。健康に関するニー 

ズの高まりや東京オリンピック等の開催を控えてスポーツへ 

の関心がさらに高まることを踏まえ、以下の方針のもと、事業 

展開の一層の充実を図ります。 

 

創意工夫に満ちた魅力的な企画 

当施設の設置目的や入間市総合計画前期基本計画および入間市スポーツ推進計画の達

成に資するため、以下の３つの方針のもと、自主事業の充実を図ります。 

 

 

 

 

 

  なお、(3)については、47 ページ（様々な世代や幅広い市民が参加できる工夫）に記載

しましたので、そちらをご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 市民の週 1 回以上のスポーツ実施率を高めるため、親子、女性、高齢者等を対象

にスポーツをはじめるきっかけづくりとなる事業を充実します。 

(2) 東京オリンピック・パラリンピック等を見据えた事業を実施します。 

(3) 様々な世代や幅広い市民が参加できる事業を実施します。 
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(1) 市民の週１回以上のスポーツ実施率を高めるため、親子、女性、高齢者等を対象に 

スポーツをはじめるきっかけづくりとなる事業を充実します。 

入間市総合計画および入間市スポーツ推進計画に掲げられている数値目標（週 1 回の

スポーツ実施率（成人）50％）の達成に貢献するため、教室事業の一層の充実を図りま

す。原則として、現在の事業を継続するとともに、以下の新規事業を実施します。 

親子での来館を 

促 進 す る 事 業 

■親子で参加できるスポーツ教室を開催します。運動不足に

なりがちな子育て世代の保護者にスポーツに親しむ機会を

提供するとともに、親子で楽しむことで絆を深めます。 

【実施する新規事業】 

 

女 性 の 来 館 を 

促 進 す る 事 業 

■スポーツ実施率が低い 20 代、30 代の女性向け事業を充実

します。 

【実施する新規事業】 

 

高齢者の来館を 

促 進 す る 事 業 

■当施設では、高齢者の利用が全体としては増えていますが、

頻繁に利用される方とほとんど利用されない方の二極化も

進んでいると考えます。このため、気軽に参加できる教室

を開催します。 

【実施する新規事業】 

 

 

学生の来館を促進

する事業 

■中学校での柔道の授業に不安を感じている小学校６年生を

対象に、柔道の受け身の技術を１日で

学ぶ教室です。 

■スポーツにあまり関心がない小学校

６年生に、まず施設にお越しいただく

ことを目的に開催します。 

 

 

 

 

 

 

■親子 de エアロビクス教室  ■幼児体操教室   

■女性ヨガ教室  ■ママたちのシェイプアップ教室 

■グラウンドゴルフ教室  ■ウォーキング教室 
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(2) 東京オリンピックやラグビーワールドカップなどを見据えた事業を実施します。 

東京オリンピック・パラリンピックの開催まであと２年、ラグビーワールドカップの

開催まであと１年となりました。公社の経験では、このような

大規模スポーツ大会が開催される際には、リオデジャネイロや

ピョンチャンのような国外開催であっても、特に、ジュニア世

代でのスポーツへの関心が高まります。（右の写真は中央公園で

の「こども硬式テニス教室」。ウィンブルドンでの錦織選手の活

躍もあり、参加者が増加しています） 

まして、今回は国内開催ですから、これまで以上に興味・関心が高まることが想定さ

れ、これを見据えて以下の新規事業を実施し、事業の充実を図ります。 

加えて、小学生、中学生にスポーツにより興味を持ってもらう機会を提供するため、

アウトリーチ事業に取り組みます。 

タグラグビー教室 

■子どもにとって危険性があるタックルを禁止し、腰のタグ

を奪うとタックルとみなされるタグ 

ラグビーを学び、体験する教室です。 

■子どもたちが、ラグビーのルールを 

自然に理解し、魅力を実感する機会 

を提供します。 

ラグビールール 

講 習 会 

■ラグビーワールドカップ南アフリカ大会以降、ラグビーの

人気が高まっていますが、ルールを十分に理解していない

ファンも少なくありません。 

■このため、ラグビーのルールや観戦方法をわかりやすく説

明する講習会をラグビーワールドカップの開催年である平

成 31 年度に、近隣大学のラグビー部などと連携して開催

します。 

運 動 が 苦 手 な 

ジュニア向け教室 

■東京オリンピック等を契機に、運動が苦手なジュニアに当

施設に来ていただくきっかけとなる教室を開催します。 

【実施する新規事業】 

 

 

親 子 ふ れ あ い 

キャッチボール 

教 室 

■最近、ほとんど見なくなった親子のキャッチボールですが、

親子の会話や絆を深める効果は今も変

わりません。オリンピックの有力種目で

ある野球・ソフトボールへの関心が高ま

るのを機にキャッチボールを楽しむ教

室を開催します。 

 

■体を動かすことが大好きになる運動教室 

■楽しいボール運動教室     
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一流選手・コーチ 

によるスポーツ  

教 室 

■公社職員の幅広い人脈を活用し、一流スポーツ選手・コー

チによるスポーツ教室を開催します。 

■これまでも、ソフトボール元日本代 

表監督の宇津木妙子氏や元西武ライ 

オンズの星野投手、大友外野手等 

を招へいしたスポーツ教室を開催し 

ています。 

■また、今年度は、入間市出身の元 J リーガー金沢浄氏を招

へいしたサッカー教室を開催予定です。 

■さらに、実施回数や内容の拡充を図ります。具体的には、

浦和レッドダイヤモンズ・西武ライオンズ・千葉ロッテマ

リーンズ等の選手・コーチや、世界卓球選手権団体戦で銅

メダルを獲得した塩野真人氏などを招へいしたスポーツ教

室の開催に向け、調整を行います。 

 

 

アウトリーチ事業 

小中学校に出向 

いて実施する 

スポーツ教室 

■小学校、中学校へのアウトリーチ事業に取り組みます。 

■多くの小学生にボール運動の楽しさを伝えるため、小学校

に女子ソフトボール競技のオリンピ 

ックメダリストを派遣します。また、 

オリンピックメダルを見てもらい、 

スポーツへの関心を高めます。 

■部活動（卓球部）を頑張っている中学生の技術向上のため、

インターハイ出場経験のある公社職員等を派遣します。練

習メニューのアドバイスや一緒にプレーすることで、スポ

ーツへの意欲を高めます。 

    ああ 

 

様々な世代や幅広い層の市民が参加できる工夫 

公の施設では、公平・平等利用を確保する必要があります。公社では、公平・平等な

利用は受付や利用許可だけでなく、自主事業でも、最大限配慮しなければならないと考

えており、これまでも、あらゆる層の市民が利用できる工夫を行ってまいりましたが、

一層の事業の充実を図ります。特に、利用を遠慮しがちな障害者や外国人、施設にお越

しいただくことが困難な方などに対して、スポーツに触れる機会を提供します。 
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障害者や施設に  

お越しいただく  

ことが困難な方が 

スポーツに触れる 

機 会 の 提 供 

 サウンドテーブルテニス体験  

■視覚障害者向けの卓球で、鈴の音でボールの位置を判断し

ます。目隠しをすれば、視覚障害者以外もプレーに参加で

きます。 

 福祉施設へのアウトリーチ活動   

■施設にお越しいただくことが難しい福祉施設利用者などに

公社担当者や公社が依頼した講師が出向き、軽スポーツに

触れる機会などの提供を検討します。 

■入間市社会福祉協議会の協力を得て開催する予定です。 

外 国 人 が 

スポーツを楽しむ 

機 会 の 提 供 

 国際交流弓道体験   

 国際交流卓球体験   

■施設を利用する機会が少ない市内

在住の外国人を招待して、弓道や卓

球を楽しんでいただきます。 

■入間市国際交流協会の協力を得て開催する予定です。 

なお、利用者の利便性向上や地域貢献のため、以下の事業を実施します。 

コピー機の設置  

■市民体育館および武道館事務所にコピー機を設置し、利用

者に利用していただきます。 

■利用にあたっては、利用者に実費を負担していただきます。 

イベント時の物販 

■イベント開催時など、多くの利用者

が来館される日を中心に軽食など

の物販を行います。（入間市の目的

外使用許可を得られることが前提

です） 

■菓子パンや小物類などについては、地域の福祉施設が製作

した商品を販売するほか、入間市観光協会等とも連携し、

地元の特産品の販売も検討します。 

プールサイドでの 

飲 料 水 販 売 

■運動公園プールのプールサイドには物販がなく、飲料水を

購入する場合には、現状では、一旦プールから出る必要が

あります。このため、プールサイドで飲料水の販売を検討

します。（入間市の目的外使用許可を得られることが前提で

す） 
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自主事業一覧 

継続する事業も含め、実施する自主事業は以下のとおりです。 

実施 

場所 
自主事業名 備 考 

市
民
体
育
館 

初心者卓球教室 前期・後期(各全５回） 

中級者卓球教室 全４回 

初心者バドミントン教室 全５回 

親子 de エアロビクス教室（新規）  

幼児体操教室（新規）  

ママたちのシェイプアップ教室（新規）  

ラグビールール講習会（新規）  

体を動かすのが大好きになる運動教室（新規）  

楽しいボール運動教室（新規）  

プロスポーツゲーム等の開催 大相撲など 

わんぱく相撲入間大会  

国際交流卓球体験（新規）  

サウンドテーブルテニス体験（新規）  

市民スポーツまつり（仮称）（新規）  

運
動
公
園 

ウォーキング教室（新規）  

グラウンドゴルフ教室（新規）  

こども水泳教室 
前期・中期・後期 

（各全５回） 

春日野部屋特別公開ファン感謝デー  

武
道
館 

初心者スポーツチャンバラ教室 全４回 

女性ヨガ教室（新規）  

柔道受け身教室（新規）  

初心者太極拳教室 全５回 

国際交流弓道体験（新規）  

初心者弓道教室 全６回 

入間市市民親善弓道大会  

黒
須 

タグラグビー教室（新規）  

一流選手・コーチによるスポーツ教室 ソフトボール、サッカー等 

中
央
公
園 

一流選手・コーチによるスポーツ教室 野球等 

こども硬式テニス教室 全４回 

初心者硬式テニス教室 全４回 

親子ふれあいキャッチボール教室（新規）  
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実施 

場所 
自主事業名 備 考 

そ
の
他 

【市内中学校】 

中学校へのアウトリーチ事業 
卓球の部活指導 

【市内小学校】 

オリンピックメダリストによるソフトボール教室 

（小学校へのアウトリーチ事業） 

ソフトボール 

【市内福祉施設】 

福祉施設へのアウトリーチ事業（新規） 
軽スポーツ事業 

  

【自主事業の収支計画作成のポイント】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■長年、地域に根差した運営を行ってきた公社のネットワークを活用し、質が高く、

かつ安価な参加費を両立した自主事業を多数市民に提供していきます。 

■各事業は、原則として参加費を徴収します。公社は営利団体ではなく、公益法人

として、公益事業の推進が目的であり、参加費は実費相当額（保険料や講師謝礼

等の支出を賄える水準）を設定します。 

■自主事業の財源は、公社自主事業費を活用して実施します。 

■一流選手・コーチによるスポーツ教室は、（公財）ヨネックススポーツ振興財団等

の助成金を活用することで、継続的な実施を担保します。 

■各教室の講師については、市体育協会等との連携や市民講師の協力を得て選定し、

効率的な予算執行に努めます。 
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４．施設の維持管理 

① 施設の管理基準及び管理体制 

施設の安全な維持管理体制の提案 

維持管理業務は、利用者に安全・快適に施設を利用していただくために、また、施設・

設備等の長寿命化を図るためにも重要な業務だと考えており、公社では、以下の措置を講

じます。 

(1) 維持管理を組織的・計画的に行う体制を構築します。 

ａ）維持管理計画の策定  

当施設は休館日が少なく、しかも供用時間も長いことから、計画的に維持管理を行わ

ないと、法令や仕様書等に定められた適正な維持管理を行う時間が不足する事態に陥り

かねません。このため、維持管理計画（年間作業計画および月次作業計画）を策定し、

長時間の開館と適正な維持管理業務の遂行を両立します。 

計画的に業務を行うことにより、「多くの利用者がいる時間帯に維持管理業務を実施

せざるを得ない」という事態を少なくできるほか、作業用具・機器やマンパワー等を効

率的に活用することが可能になり、経費削減にもつながります。 

ｂ）維持管理に関する組織的な統括   

職員個人の資質に依存した維持管理を行うのではなく、組織として維持管理業務を行

います。具体的には、統括所長が維持管理に関する統括等を実施し、事務局が確認しま

す。施設では、「年間作業計画」、「委託業務チェック表」の策定

や修正はもとより、維持管理・修繕業務の進捗管理等を行い、

「安全・安心の確保」や「管理運営に重大な支障を及ぼす故障・

不具合の撲滅」に取り組みます。 

また、再委託業務や修繕業務については、業務遂行状況を統 

括所長が確認した上で、業務が適正に実施された報告として「委

託業務・修繕業務完了報告書」を事務局に提出します。 

 

(2) 高い水準の維持管理を実現します。 

ａ）長年培った技術・経験・ノウハウを生かした維持管理  

  公社は、長年に渡って、当施設の維持管理業務に携わっており、維持管理に関する

技術・経験・ノウハウを蓄積しています。これらを活用することにより、高い水準の

維持管理業務を行います。 

 

 



公益財団法人入間市振興公社 

52 

 

 

ｂ）専門的な資格を持つ職員を中心とした維持管理   

維持管理業務は「消防設備士」、「電気工事士」などの専門資格を持つ職員（外部委託

スタッフも含む）を中心に行います。なお、当施設職員（常勤の外部委託スタッフも含

む）が保有する維持管理関係の主な資格は以下のとおりです。 

【当施設の職員等が保有する維持管理関係の主な資格】 

体育施設運営士 電気工事士（第３種） 

ガス溶接技能講習修了 アーク溶接特別技能講習修了 

２級ボイラー技士 ボイラー取扱技能講習修了 

危険物取扱者（乙種四類） 危険物取扱者（丙種） 

消防設備士２種（１～６） 第１種衛生管理者 

第１種大型自動車免許 大型特殊自動車免許 

大型自動二輪免許 牽引免許 

移動式クレーン講習修了 玉掛技能講習修了 

自動車整備士（ガソリン３級） 安全衛生教育修了（刈払い） 

プール管理責任者 プール衛生管理者 

水泳指導管理士 トレーニング指導士 

日赤水上安全法救助員 警備員指導教育責任者 

スポーツ救急手当プロバイダーコース 

修了（一次救命措置の講習） 
甲種防火管理者 

普通救命講習修了 幼稚園教諭２級 

保育士 子育て支援員研修修了 

宅地建物取引士  

  なお、当施設以外（事務局および他の施設）の公社職員にも、以下のように、維持

管理関係の専門的な資格を保有する職員が多数在籍しています。これら職員が常に当

施設の維持管理業務に携わるわけではありませんが、必要に応じてアドバイスしたり、

業務を手伝うことで、より一層高い水準の維持管理業務を実現します。 

【当施設以外の公社職員等が保有する主な資格】 

 

 

 

 

 

 

 

 

■防災管理者   ■安全衛生推進者   ■電気工事士（第１種・第２種） 

■認定電気工事従事者          ■電気主任技術者（第２種・第３種） 

■ボイラー技士（１級・２級）      ■危険物取扱者（乙種４類）   

■第１種衛生管理者       ■建築物環境衛生管理技術者    

■第３種冷凍機械        ■廃棄物管理責任者 

■日本情報教育検定協会「ホームページ・ビルダー検定」３級 

■日本情報教育検定協会「パソコンインストラクター資格認定試験」１級 
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【参考：体育施設で高い水準の維持管理を行っている事例】 

西武ドームや千葉マリンスタジアムの野球場管理経験がある専門家を月１回程度招

へいし、運動公園（ソフトボール場）、黒須市民運動場（野球場およびソフトボール場）、

中央公園（野球場）の内外野の整備 

などについての指導を受けています。 

例えば、中央公園野球場の芝生は、 

公社が指定管理者となる前は、右の 

写真のように、内野と外野の境界が 

デコボコで、競技に支障がありまし 

たが、現在は定期的に作業を行うことで、「平らでプレーしやすくなった」との声をい

ただいてます。 

また、職員等も専門家からの指導を受けて整備し、技術を習得しています。 

 

ｃ）利用者に快適な施設環境を提供する清掃   

東京ディズニーランドの清掃マニュアルには、「ハイハイできる赤ちゃんがハイハイ

しても汚れないこと」とだけ書かれているそうです。これは極端な例かもしれませんが、

清掃は「利用者に快適に施設を利用していただくこと」が目的で「このような汚れには、

このように対応する」とか「１日１回清掃する」というようにルールを守ればよいとい

う性格の業務ではありません。汚れの状況が千差万別なのですから、対応も臨機応変で

あるべきです。 

このため、公社では、「施設を自宅と同じ気持ちで清掃する」という共通理念を掲げ、

家族が毎日生活する空間と同水準で清掃を行うことを目標に職員と外部委託スタッフ

が一体となって清掃業務に取り組んでいます。 

このような取り組みの結果、アンケートによ

ると、当施設利用者の 90％近くから清掃に対

し、「満足」「やや満足」との回答をいただいて

おり、一定の成果が出ています。 

今後も、同様の取り組みを行うことにより引 

き続き、高い水準の清掃満足度を得られるよう 

努めます。 

 

48.1%

40.9%

10.7%

0.2%

当施設の清掃満足度

満足 やや満足 やや不満 不満
 

■舞台機構調整技能検定（音響技能検定）２級及び３級 

■舞台・テレビジョン照明技術者技能検定２級 

■甲種防火管理者        ■普通救命講習修了     
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ｄ）再委託業者の厳格な管理   

高度な専門性・特殊性、高い効率性が求められる一部の業務については、高い技術力・

ノウハウを持つ業者に再委託します。当然ですが、再委託業務も指定管理業務の一環で

あり、公社の厳格な管理のもと、高い作業水準を確保します。なお、再委託を行う業務

および再委託業者の管理手法については、28 ページのフロー図をご覧ください。 

ｅ）施設の特性に応じた維持管理業務の実施   

当施設には、体育館、道場、テニスコート、野球場、サッカー場、プール等、多種多

様な施設が存在します。公社では、これらの施設に対し、一律の手法ではなく、施設の

機能・特性を理解し、これに応じた維持管理を行うことにより、不具合・故障の防止、

長寿命化、快適な施設環境の提供を図ります。 

また、大規模大会・イベント等の開催も多いので、これらの開催前にはメンテナンス

や点検を強化し、施設・設備等の不具合で大会等の運営にご迷惑をおかけすることがな

いよう細心の注意を払います。 

 

【施設ごとの維持管理業務の例】 

市

民

体

育

館 

    

アリーナ 

多目的室 

■文部科学省による「体育館の床板の剥離による負傷事故の防止

について（通知）」が施設管理者等へ通知されたことを踏まえ、

床のささくれなどによる事故を未然に防止するため、チェック

リストを活用して、毎日１回以上点検します。 

■競技用ネット、防球フェンス、卓球用 

具、バドミントン用具等は使用頻度が 

高いので、重点的な点検を行い、不具 

合等で利用者にご迷惑をかけないよう 

にします。 

■多目的室の一部には、畳が設置されており、毎日巡回を行い、

劣化状況を確認します。特に、畳の角は使用するうちに丸みを

帯び段差ができ、それによる転倒や怪我をする危険性が高いた

め、完全に劣化する前に畳の入れ替えを行います。 

■アリーナや多目的室の床、畳の清掃を徹底するとともに、利用

者による使用後の床・畳のモップ掛けをお願いし、清潔な施設

環境維持に努めます。また、畳については、汚れが付着すると

落ちにくいため、専用のタオルを設置し、すぐに利用者が清掃

できるようにします。 
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市

民

体

育

館 

ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室 

ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｰｽ 

■老朽化しているトレーニング機器もあることから、日常点検は 

もちろん、専門業者による保守点検 

（毎月１回）を入念に実施します。 

■トレーニング機器等の清掃を徹底す 

るとともに、汗などを拭きとるタオ 

ルを設置します。また、利用者によ 

る使用後の清掃をお願いし、次の利用者が気持ちよく使用でき 

る環境を整えます。 

■トレーニング室やランニングコースの滑りやすい部分につい

ては、日常点検や清掃を強化し、事故の未然防止に努めます。 

幼 児 室 

■子どもの誤飲を防止するため、清掃を徹底するとともに、利用

者にも床部分に子どもが飲み込めるようなモノを置かないよう

注意喚起します。 

そ の 他 の  

施 設 及 び  

設 備 

■規模が大きく、法定及び日常点検項目も膨大です。法定及び専

門的な機器の維持管理・点検は専門業者に再委託します。職員

で対応可能な維持管理・点検・小修繕は職員が行います。 

■職員が行う日常点検については、全体の点検項目が分かるリス

トを活用して、点検漏れなどがないようにします。また、それ

ぞれの点検については、チェックリスト（消防設備に基づく建

築物等自主点検表、簡易専用水道水質等点検表など）を活用し、

適正に点検します。 

■弓道場や役員室などの貸出施設の他、トイレ、更衣室などの清

掃を徹底します。特に大規模大会が開催される場合は、通常よ

り清掃回数を増やすとともに、予備のトイレットペーパーを増

やし、利用者にご迷惑をかけないようにします。また、ロッカ

ーも毎日点検し、危険物がないか確認します。 

運

動

公

園 

 

陸上競技場 

兼 ソ フ ト  

ボ ー ル 場  

■ソフトボール場の維持管理については、月に１回程度、野球場

管理の専門家に指導を仰ぎ、管理水準の向上に努めます。 

■毎週１回（水曜日を予定）グラウンド整備 

を実施します。基本的な整備は、グラウン 

ドレーキによるならしとコートローラーに 

よる転圧及び乗用トラクターによる芝刈り 

を行います。 
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運

動

公

園 

    

    

陸上競技場 

兼 ソ フ ト  

ボ ー ル 場  

（続き） 

■冬のグラウンドは、霜が降りやすく、使用できなくなります。

これは、土中の水分や雪が溶けて、水分が気温の低い夜中に凍

るためですが、凝固点を下げる効果のある塩化カルシウムを散

布し、出来るかぎり使用できるように努めます。 

■芝生は、プレーしやすい高さに刈り込みます。また、芝生は砂

埃対策の効果もあるため、芝生の状態を定期的に確認し、傷ん

でいる部分などを発見した場合は、芝種の散布、目土等を行い、

芝が均一な状態を保つように努めます。 

■内外野の芝生と土部分の境目は段差を少し

ずつ削り、なだらかな傾斜にし、転倒防止

を図ります。 

■ソフトボール場については、守備位置や塁

間の走路部分、バッターボックスなどの低

くなりやすい部分には土や砂を入れ、平坦

性を保ちます。 

■乾燥すると砂埃が飛ぶほか、亀裂が入る可能性があるので、グ

ラウンド状況を常に監視し、水分を含んでいる状況を維持する

ために散水や塩化カルシウムを散布します。また、落ち葉清掃

や除草も頻繁に行います。 

■殺虫剤の使用は、法令遵守はもとより、周辺環境に配慮して、

できる限り使用量を抑制します。 

■樹木は、適正な形状に剪定するとともに、必要に応じて消毒を

行います。 

■他施設において、倒木、枝折れによる事故が発生していること

から、樹勢が衰えている樹木の枝の日常点

検を強化し、事故防止を図ります。（右の

新聞記事は日経新聞より引用）また、当施

設では、過去に樹木の外観診断、桜の木等

の危険樹木精密診断を実施しており、今後

も引き続き、専門業者とも相談しながら、

適正に管理します。 
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運

動

公

園 

  

テ ニ ス 

コ ー ト 

■年２回、専門業者による砂入れ等のメンテナンスを行います。

また、毎月１回以上、落ち葉の清掃や、ストックしてある専用

の砂を、不足している部分へ補充する等、職

員でメンテナンスを行います。 

■プレー頻度の高い箇所は、周囲に砂が飛散し

ますので、利用者にお願いし、コート使用後

にブラシによる均し作業を行います。また、

ブラシの掛け方もコートの外に砂が行きに

くくするため、右写真のようにコート中心に

向かってブラシを掛けます。 

プ ー ル 

■厚生労働省の「遊泳用プール衛生基準」、文部科学省及び国土

交通省の「プールの標準安全指針」に定められた水質管理、埼

玉県の「埼玉県プールの安全安心要綱」、「プール安全管理指

針」、入間市の「市営プール管理マニュアル」の衛生管理、監

視などの基準を遵守します。 

■施設が古いため、開設前に必ず点検・補修等を行います。プー

ル槽の剥離は可能な限り職員等により補

修・塗装します。水道設備は専門業者に依

頼し、点検修繕を実施します。 

■プールサイドに設置している人工芝が劣

化した場合の張替や、２階休憩所の日除け（波板）の補修を行

います。 

■ろ過器の正常な作動を定期的に確認するとともに、専門業者に 

よる始業及び終業点検を実施します。 

■開設中は、毎日 7 回（１時間ごと）、一般用プール及び幼児用

プールの水温、残留塩素、濁度を測定します。 

■監視については、警備業の認定を受けプール監視の実績があ

り、かつ普通救命講習を受講している監視員を必要な人数配置

できる業者に再委託します。 

■監視台と巡回を組み合わせ、死角のないプール監視を行いま

す。また、監視員の集中力維持を図るため、適宜、休憩をとり

ます。 

■右の写真のようにプール用コースロープ 

でプールの深い部分を区切り、この部分 

の重点監視を行うことで、深い部分に小 

さな子どもが入らないようにします。 
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運

動

公

園 

  

土   俵 

児 童 公 園  

■土俵は、利用団体の協力を得ながら安全管理に努めます。また、

台風接近時は、出入口ドアのガラスをダンボール等で覆い、飛

散防止を図ります。 

■公園の遊具は、溶接が外れていないか、危険な物がないか等、

毎日点検を実施します。 

■公園の大半は芝生のため、グラウンドを整備するのに併せて、

芝刈りを行います。 

■樹木は、適正な形状に剪定するとともに、必要に応じて消毒を

行います。 

■東屋、ベンチは雨風を受ける部分が傷みやすいので、日常点検

でこまめにチェックし、早めに再塗装などの措置を講じます。 

武 

 

道 

 

館 

道   場 

■文部科学省による「体育館の床板の剥離による負傷事故の防止

について（通知）」が施設管理者等へ通知されたことを踏まえ、

第２道場の床のささくれなどによる事故を未然に防止するた

め、チェックリスト活用して、毎日１回以上点検します。 

■床、畳の清掃を徹底するとともに、利用者 

による使用後の床・畳のモップ掛けをお願 

いし、清潔な施設環境維持に努めます。 

また、畳については、汚れが付着すると落 

ちにくいため、専用のタオルを設置し、すぐに利用者が清掃で 

きるようにします。 

■第１道場の畳は、チリ・ホコリ等が発生しやすいので、掃除機

等による清掃を実施します。また、毎日巡回を行い、劣化状況

を確認します。特に、畳の角は使用するうちに丸みを帯び段差

ができ、それによる転倒や怪我をする危険性が高いため、完全

に劣化する前に畳の入れ替えを行います。 

弓 道 場 

■外壁・射場等の老朽化が進んでいることから、日常点検や巡回

を強化し、不具合・故障等の未然防止、早期発見に努めます。 

■また、学生等が危険な使い方をしないよ

う、使用中は巡回を強化します。（過去

に、東京都目黒区の指定管理者制度導入

施設で、死亡事故が発生しています） 

■的はり、安土の整備などは入間市弓道連盟に委託し、適正に管

理します。 
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武 

 

道 

 

館 

そ の 他 の  

施 設 及 び  

設   備 

■規模が大きく、法定及び日常点検項目も膨大です。法定及び専

門的な機器の維持管理・点検は専門業者に再委託します。職員

で対応可能な維持管理・点検・小修繕は職員が行います。 

■職員が行う日常点検については、全体の点検項目が分かるリス

トを活用して、点検漏れなどがないようにします。また、それ

ぞれの点検については、チェックリスト（消防設備に基づく建

築物等自主点検表など）を活用し、適正に点検します。 

■会議室などの貸出施設の他、トイレ、更衣室などの清掃を徹底

します。特に大規模大会が開催される場合は、通常より清掃回

数を増やし、利用者にご迷惑をかけないようにします。また、

ロッカーも毎日点検し、危険物がないか確認します。 

■樹木は、適正な形状に剪定するとともに、必要に応じて消毒を

行います。 

黒

須

市

民

運

動

場 

テ ニ ス 

コ ー ト 

■毎週１回（金曜日を予定）コート整備を実施します。基本的な

整備は、コートローラーによる転圧を行います。 

■クレーコートは、球足が遅いためラリーが続きやすく、弾力を 

持つので疲労感が少ないのが長所ですが、一方で、天候に左右 

されやすく、風が吹けば砂が飛び、

乾燥にも弱いことから十分なメン

テナンスが必要です。このため、

通常の整備以外に、雨天後などに

も、整備を適宜行います。 

■サービスラインやベースラインの後ろなど、よく使用する場所

は凹凸ができやすく、イレギュラーやケガ

の原因となりますので、土や砂を補充し不

陸補正を実施します。また、ラインテープ

も劣化するため、適宜張り替えます。 

■乾燥すると砂埃が飛ぶほか、コート面に亀裂が入る可能性があ

るので、コートの状況を常に監視し、水分を含んでいる状況を

維持するために散水や塩化カルシウムを散布します。また、落

ち葉清掃や除草も頻繁に行います。 

■雨がやんだ後に晴れた場合、急激に水分が蒸発して、コート面

に亀裂が入る可能性があります。このため、雨がやんだ後は、

必要に応じて、ローラー転圧を行います。 
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黒

須

市

民

運

動

場 

野球場 

サッカー場 

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ場 

自由広場 

■野球場及びソフトボール場の維持管理は、月に１回程度、野球

場管理の専門家に指導を仰ぎ、管理水準の向上に努めます。 

■毎週１回（金曜日を予定）グラウンド整備を実施します。基本

的な整備は、グラウンドレーキによるならしとコートローラー

による転圧及び乗用トラクターによる芝刈りを行います。 

■内外野の芝生と土部分の境目は段差を少しずつ削り、なだらか

な傾斜にし、転倒防止を図ります。 

■野球場・ソフトボール場については、守備位置や塁間の走路部

分、バッターボックスなどの低くなりやすい部分には土や砂を

入れ、平坦性を保ちます。 

■野球場のピッチャーマウンドは、日常の使用でマウンドの高さ

と勾配が変化するため、形状のチェックを行い、必要に応じて

土や砂を入れ、適正な状態を保つように努めます。 

■芝生は、プレーしやすい高さに刈り込みます。また、芝生は砂

埃対策の効果もあるため、芝生の状態を定期的に確認し、傷ん

でいる部分などを発見した場合は、芝種の散布、目土等を行い、

芝が均一な状態を保つように努めます。 

■乾燥すると砂埃が飛ぶほか、亀裂が入る可能性があり、グラウ

ンド状況を常に監視し、水分を含んでいる状況を維持するため

に散水や塩化カルシウムを散布します。また、落ち葉清掃や除

草も頻繁に行います。 

■冬の野球場等は、霜が降りやすく、使用できなくなります。こ

れは、土中の水分や雪が溶けて水分が気温の低い夜中に凍るた

めですが、凝固点を下げる効果のある塩化カルシウムを散布

し、出来るかぎり使用できるように努めます。 

■殺虫剤の使用は、法令遵守はもちろん、入間川の環境に配慮し、

できる限り使用量を抑制します。 

■サッカー場の管理について、春と秋２回、芝

養生期間を設け、芝生の生育を行います。 

■芝種の散布、目土のほかに、芝生の生育を促

進するため、必要に応じてエアレーション（右

図：芝生に穴を開けて空気を供給する作業）や灌水を行います。 

■樹木は、適正な形状に剪定するとともに、必要に応じて消毒を

行います。 
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中

央

公

園    

     

野 球 場 

■野球場の維持管理については、月に１回程度、野球場管理の専

門家に指導を仰ぎ、管理水準の向上に努め

ます。 

■毎週１回（月曜日又は火曜日を予定）、グ

ラウンド整備を実施します。基本的な整

備は、グラウンドレーキによるならしと、コートローラーによ

る転圧及び乗用トラクターによる芝刈りを行います。 

■内外野の芝生と土部分の境目は段差を少しずつ削り、なだらか

な傾斜にし、転倒防止を図ります。 

■守備位置や塁間の走路部分、バッターボックスなどの低くなり

やすい部分には土や砂を入れ、平坦性を保ちます。 

■ピッチャーマウンドは、日常の使用でマウンドの高さと勾配が

変化するため、形状のチェックを行い、必要に応じて土や砂を

入れ、適正な状態を保つように努めます。また、雨で土が流さ

れないようシートで覆います。 

■芝生は、プレーしやすい高さに刈り込みます。また、芝生は砂

埃対策の効果もあるため、芝生の状態を定期的に確認し、傷ん

でいる部分などを発見した場合は、芝種の散布、目土等を行い、

芝が均一な状態を保つように努めます。 

■乾燥すると砂埃が飛ぶほか、亀裂が

入る可能性があり、グラウンド状況

を常に監視し、水分を含んでいる状

況を維持するために散水や塩化カル

シウムを散布します。また、落ち葉

清掃や除草も頻繁に行います。 

テ ニ ス 

コ ー ト 

■毎週１回（月曜日を予定）コート整備を実施します。基本的な

整備は、コートローラーによる転圧を行います。 

■クレーコートは、球足が遅いためラリーが続きやすく、弾力を

持つので疲労感が少ないのが長所

ですが、一方で、天候に左右されや

すく、風が吹けば砂が飛び、乾燥に

も弱いことから十分なメンテナン

スが必要です。このため、通常の整

備以外に、雨天後などにも、整備を適宜行います。 
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中

央

公

園    

テ ニ ス 

コ ー ト 

（続き） 

■サービスラインやベースラインの後ろなど、よく使用する場所

は凹凸ができやすく、イレギュラーやケガの原因となりますの

で、土や砂等を補充し不陸補正を実施します。また、ラインテ

ープも劣化するため、適宜張り替えます。 

■乾燥すると砂埃が飛ぶほか、コート面に亀裂が入る可能性があ

るので、コートの状況を常に監視し、水

分を含んでいる状況を維持するために

散水や塩化カルシウムを散布します。ま

た、落ち葉清掃や除草も頻繁に行いま

す。 

■雨がやんだ後に晴れた場合、急激に水分が蒸発して、コート面

に亀裂が入る可能性があります。このため、雨がやんだ後は、

必要に応じて、ローラー転圧を行います。 

■過去に１番コートの端が大雨時に大きく陥没し補修しました

が、異常がないか毎日確認します。 

■ナイター設備の電球を定期的に点検します。 

プ ー ル 

■厚生労働省の「遊泳用プール衛生基準」、文部科学省及び国土交

通省の「プールの標準安全指針」定めら

れた水質管理、埼玉県の「埼玉県プール

の安全安心要綱」、「プール安全管理指

針」、入間市の「市営プール管理マニュア

ル」の衛生管理、監視などの基準を遵守

します。 

■施設が古いため、開設前に必ず点検・補修等を行います。プー

ル槽の剥離は可能な限り職員等により塗装します。水道設備は

専門業者に依頼し点検修繕を実施します。プール周辺の樹木は、

適正な形状に剪定するとともに、必要に応じて消毒を行います。 

■プールサイドに設置している人工芝が劣化した場合の張替や、

休憩所の日除けの補修を行います。また、目隠し用のよしずも

随時、更新します。 

■ろ過器の正常な作動を定期的に確認するとともに、専門業者に

よる始業及び終業点検を実施します。 

■開設中は、毎日７回（１時間ごと）、一般用プール及び幼児用プ

ールの水温、残留塩素、濁度を測定します。 
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中

央

公

園    

プ ー ル 

（続き） 

■監視については、警備業の認定を受けプール監視の実績があ

り、かつ普通救命講習を受講している監視員を必要な人数配置

できる業者に再委託します。 

■監視台と巡回を組み合わせ、死角のないプール監視を行いま

す。また、監視員の集中力維持を図るため、適宜、休憩をとり

ます。 

■プールの深いエリアと浅いエリアのステップ部分を色分けし、

深いエリアの重点監視を行うことで、深いエリアに小さな子ど

もが入らないようにします。 

公 園 部 分  

■樹木の性質・特性等を生かした整枝剪定、ま

た、利用者の通行障害・施設利用の障害にな

る倒木や折れ枝・病害虫などには十分配慮

し、施設の緑が安全・安心、そして修景機能

を果たせるよう管理します。 

■他施設において、倒木、枝折れによる事故が発生していること

から、樹勢が衰えている樹木や枯れている枝を早期に発見する

ため、双眼鏡などを使用して日常点検を強化し、事故防止を図

ります。 

■明らかに危険な枝などについては、剪定します。台風や降雪時

期の前に剪定を計画し、来園者等の安全

を確保します。また、樹木そのものを伐

採する場合には、あらかじめ市の許可を

得て対応します。 

■設置されている遊具は、溶接が外れてい

ないか、危険な物がないかなどを、毎日点検を実施します。 

■年１回専門業者による遊具の保守点検を実施します。 

 

施設・設備の修繕を要する箇所への適切な対応 

当施設は、設置から 20 年以上が経過しており、老朽化が進行している施設・設備も多

いことから、不具合の兆候を早期に発見する点検や発見後の迅速な対応が重要です。公社

では、これまで培った技術・経験・ノウハウを活用し、修繕を要する箇所への適切な対応

を行います。また、修繕を発注する際は、事前に入間市へ連絡・調整のうえ、実施します。 
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【参考：専門家による第三者評価のコメントの抜粋】 

 

 

 

(1) 不具合等の兆候を早期発見するため、点検体系を確立します。 

    点検体系を確立して、組織的・網羅的な点検を行うことにより、不具合等の兆候を

早期に発見し、修繕を要する箇所への適切な対応につなげます。 

【点検体系】 

日常点検 日常点検チェックリスト等に基づき毎日実施する点検 

定期点検 法令、業務仕様書等に基づき定期的に実施する点検 

臨時点検 
災害（地震・台風など）発生後に施設の安全を確認する点検 

台風は接近前にも臨時点検を実施 

緊急点検 他施設で事故発生時に同様の事故発生を防止するために実施する点検 

 

(2) 予防保全を原則とします。 

原則として、部品交換などは不具合が発生してから実施するのではなく、予防保全の

観点から、不具合発生前に行います。高い水準の知識・経験を持つ職員が部品等の消耗

度や老朽化進行状況をできる限り正確に把握し、不具合発生や故障のリスクが高まる前

に対応することにより、施設・設備等の安全度を高めます。 

(3) 迅速に対応します。 

   日常点検等により、不具合や故障等を発見した場合や早急な部品交換が必要と判断

した場合には、迅速に対応します。公社は、多くの設備・部品・資材のメーカーや販

売代理店等に、修繕用の部品や資材の常時ストックを依頼しております。（特殊な一部

部品を除く）このため、不具合等が発生しても迅速な対応が可能です。 

 

(4) できる限り職員で修繕します。 

公社では「迅速な対応」や「経費削減」の観点から、できる限り自前で修繕を行うよ

う努めています。具体的には、修繕を専門業者に依頼した場合、実際に作業を見て、ま

た報告書をチェックして、職員が実施できる部分を探し、次回からは、当該部分は職員

で実施するという取り組みを繰り返してまいりました。その結果、本ページ上の第三者

評価で「自主修繕を重ねた形跡が見られ、現場レベルで最大限の努力が見られる。」と

のコメントをいただいています。今後も職員が修繕できる範囲を増やせるよう努力を重

ねます。 

 

 

■全体的に老朽化しているが、きめ細かい修繕が行われている。自主修繕を重ねた形

跡が見られ、現場レベルで最大限の努力が見られる。 
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【参考：運動公園プールでの自主修繕の事例】 

運動公園プールでは、プール槽の劣化が進んでおり、 

専門業者に発注して塗装を行うと膨大な予算が必要で 

す。このため、作業工程を学び、知識・技能を習得し 

た職員が、右の写真のように、剥離した部分について、 

ケレン作業、モルタル処理、下塗り、中塗り、上塗り 

（２回）を毎年実施しています。 

プール槽の剥離部分については、仕上がりも専門業者実施部分と大差はなく、高い水

準の安全確保を低コストで実現しています。 

 

(5) 修繕・メンテナンス履歴書を作成・活用します。 

維持管理業務や修繕業務等を行った場合は、これら業務の 

概要を記録した「修繕・メンテナンス履歴書」を確実に作成 

・保存し、次の業務に活用することで、施設・設備等の安全 

確保や長寿命化を図ります。 
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５．地域との連携・協働 

① 市民や関係団体等との連携・協働 

地域の人材の発掘及び活用（講師等） 

公社では、数多くの自主事業（スポーツ教室）を開催していますが、講師については、

地元団体等の協力を得て派遣していただいたり（協力団体等は次ページ以降参照）、ある

いは、公社のネットワークを活用し、地元の方にお願いして

います。（右の写真は武道館での太極拳教室） 

また、講師はできる限り地元の方にお願いすることが望ま 

しいと考えており、今後も地元の方を積極的に活用します。 

なお、公社のネットワークを活用して発掘した講師の中に

は、様々な理由で講師が努められなくなる可能性があります。このような場合に備え、講

師補助者の依頼を順次実施します。 

【講師補助者の依頼】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民や地域団体、学校、関係機関等との協働や連携に対する考え 

公社は、地域に密着した活動を展開する 

中で、多くの市民や地域団体、学校、関係 

機関などと良好な関係を構築しています。 

これらのネットワークを活用し、地域活 

動に積極的に参加するとともに、地域と連 

携し、地域と一体となった管理運営を行い 

ます。 

 

 

■スポーツ教室参加者の中から、高い技能を持ち、熱心に参加している方に対し、「講

師補助者」として、ボランティア（交通費は支給します）で、スポーツ教室の開催

をお手伝いしていただくよう依頼します。 

■了解していただければ、次回スポーツ教室から、講師補助者として参加者の指導な

どをお手伝いしていただきます。 

■指導者が増えるので、スポーツ教室の定員を増やすことができますし、将来的な講

師育成にもつながります。 
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(1) 市内の地域団体、学校、関係機関などに管理運営に協力いただきます。 

公社はもとより、市民として、日常生活を送っている職員のネットワークも活用し、

多くの地域団体、学校、関係機関などと連携した管理運営を行います。なお、主な連携

内容は以下のとおりです。 

ａ）自主事業での連携・協力   

公社のネットワークを活用し、市内の様々な事業所、団体などから、以下のような

協力を得ることで、自主事業の大幅な充実を実現します。 

自主事業名 連携・協力先 連携・協力内容 

初心者卓球教室 入間市卓球連盟 講師の派遣 

サウンドテーブルテニス

体験 
入間市社会福祉協議会 教室の運営、広報 

国際交流卓球体験 
入間市卓球連盟 

入間市国際交流協会 

講師の派遣・教室

の運営、広報 

国際交流弓道体験 
入間市弓道連盟 

入間市国際交流協会 

講師の派遣・教室

の運営、広報 

初心者バドミントン教室 入間市バドミントン連盟 講師の派遣 

スポーツチャンバラ教室 日本スポーツチャンバラ協会 
講師の派遣 

（公認教士師範） 

柔道受け身教室 入間市柔道連盟 講師の派遣 

ウォーキング教室 入間市陸上競技協会 講師の派遣 

タグラグビー教室 
埼玉県ラグビーフットボール協会 

駿河台大学ラグビー部 
講師・審判の派遣 ラグビールール 

講習会 

初心者弓道教室 入間市弓道連盟 講師の派遣 

一流選手・コーチによる

スポーツ教室 

入間市ソフトボール協会 

埼玉県ソフトボール協会 

入間市少年野球連盟 

入間市サッカー協会 

講師の紹介 

教室の運営 

こども硬式テニス教室 
入間市テニス協会 講師の派遣 

初心者硬式テニス教室 

親子ふれあいキャッチ 

ボール教室 
入間市野球連盟 講師の派遣 

大相撲入間場所 
入間ケーブルテレビ、入間市 

入間市観光協会 ほか 

イベント運営 

広報 

    ああ 

 

 



公益財団法人入間市振興公社 

68 

 

 

自主事業名 連携・協力先 連携・協力内容 

春日野部屋特別公開 

ファン感謝デー 
春日野部屋、入間市観光協会 

イベント運営 

広報 

小・中学校へのアウト

リーチ事業 
入間市内小・中学校 事業運営 

福 祉 施 設 へ のアウト

リーチ事業 

入間市内福祉施設 

入間市社会福祉協議会 
事業運営 

ｂ）広報面での連携・協力   

公社のネットワークを活用し、市内の事業所・団体などに当施設のリーフレット等

を無料設置していただくことで、効果的・効率的な広報を行います。また、上の事業

運営に協力していただける団体を通じて、加盟団体へのＰＲに協力いただきます。 

【リーフレットの設置等で協力いただける主な市内事業所・団体・施設等】 

 

 

 

 

 

ｃ）施設管理面での連携・協力   

公社のネットワークを活用し、各協会や連盟などから、以下のような協力を得るこ

とで当施設の充実を図ります。 

【施設維持管理等で協力いただける主な団体】 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 市民のみなさんにボランティアとして管理運営に協力いただきます。（新規） 

市民のみなさんと連携した管理運営を行うため、入間市市 

民会館では「欅クリエイターズ」（右の写真）、入間市産業文 

化センターでは「産業文化センター公演ボランティア」とい 

うボランティア登録制度を設けており、登録者が熱心にボラ 

ンティアして文化施設の運営に協力していただいています。 

 

■いるま野農協    ■アポポ商店街振興組合  ■丸広百貨店  

■山野楽器 丸広店  ■アイポット        ■サイオス  ■飯能信用金庫 

■ペアーレ入間    ■入間市消防団  ■生涯学習掲示板  ■イオン入間店 

■事業協力いただく協会や連盟に所属する、各スポーツ競技団体  

■入間市弓道連盟（武道館 弓道場の整備） 

■入間市ソフトボール協会（運動公園、黒須市民運動場のソフトボール場整備） 

■入間市野球連盟（中央公園、黒須市民運動場の野球場整備） 

■入間市サッカー協会（黒須市民運動場 サッカー場の整備）     など 
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当施設はこれまで、卓球、バドミントン、テニス教室などの事業でボランティアに協

力いただいておりましたが、文化施設と同様のボランティア登録制度を新たに創設しま

ます。 

登録は、個人だけではなく、事業所、学校、町内会などの団体で 

も可能とし、業務については、雪かきはもとより、スポーツ教室の 

講師補助やスポーツ大会の運営協力などの分野も幅広く活動を依 

頼したいと考えています。（右図は、今後、雪かきボランティア登 

録者を募集するため作成したチラシ） 

そして、ボランティアをお願いする用務が発生した場合には、す 

べての登録者にメール等で情報を配信し、都合がつく方にのみ、協 

力いただきます。こうすることで、ボランティアを募集する事務負 

担を軽減することができますし、ボランティアを希望される方も、「ボランティアの募 

集情報に気がつかなかった」ということがなくなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、上の図にもあるように、ボランティアには、単に業務をお手伝いしていただく

だけでなく、ボランティア同士の交流や管理運営に対するご意見・ご要望等をお伺いす

る機会を設けること等により、管理運営にも携わっていただき「自分たちの施設」とい

う意識の醸成に努めることで、利用促進にもつなげます。 

 

(3) 地域の行事等にも積極的に協力します。 

連携は一方的な関係では長続きしません。当施設の管理運営に協力いただく以上、職

員も地元自治会、町内会、公民館などが実施する行事、イベント、お祭りなどに積極的

に協力します。 

 

 

 

 

ボランティア活用企画立案 

ボランティア同士の交流 

の交流 

 

施設運営の意見・要望 

地
域
み
ん
な
の
施
設
づ
く
り 

施設運営への 

主体的参加 

ボランティア登録 

■イベント等の運営協力 

■教室開催の補助 

（講師補助・受付など） 

■雪かき 

■落ち葉清掃  など 

【ボランティア登録制度のイメージ図】 

 

公 
 

 
 

社 
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６．広報 

① 広報・誘客事業の内容とその取組 

施設や事業の効果的な広報の検討 

広報は、テレビコマーシャルや新聞広告等、経費を 

投入すれば、いくらでも効果的な手法がある分野です 

が、指定管理者制度導入目的のひとつである「経費削 

減」にも配慮しつつ、効果的かつ効率的な広報を行い 

ます。 

【参考：専門家による第三者評価のコメントの抜粋】 

 

 

 

    ああ 

    ああ 

 

 

 

(1) リーフレット等を充実します。 

   当施設のリーフレットを作成するとともに、イベント 

や教室などについても、できる限りわかりやすいチラシ、  

ポスターを作成し、これらを新聞折込などで広く配布（ 

３万５千部）することで、利用促進につなげます。右の 

写真は公社が管理運営している全施設（裏面に文化施設 

等が掲載されています）を紹介した共通チラシ。多くの 

施設の紹介が１枚にまとまっていることから、市民から 

高く評価されています。 

(2) 公社のネットワークを活用した広報活動を展開します。  

公社は、長年の活動の中で、多くの企業・団体・施設などと良好な関係を構築して

います。利用促進にあたっては、このネットワークを活用し、例えば、イベント・教

室等への協賛や社員のレクリエーション活動でのご利用等について協力をいただきま

す。 

また、リーフレットの無料設置等にも協力いただくことで、効果的・効率的な広報

活動を展開します。なお、具体的な市内事業所・団体・施設等は、68ページをご覧く

ださい。 

＜広報＞ 

■共通チラシの内容はピクトグラムを多用し、文字も大きく多世代が読みやすいデザ

インの工夫がなされている。 

■視覚的なバリアフリーをねらい、ピクトグラムを使ったわかりやすい表示を心がけ

るなど工夫が見られる。ピクトグラムは、指定管理業務に携わる公社職員の意見交

換の中から発案されており、こうした前向きな取り組みは指定管理者業務におい

て、サービス（お金）には換算できないが評価できると考える。 
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(3) ホームページの魅力向上を図ります。 

インターネットが普及し、ホームページは、効果的・効率的なＰＲツールです。公

社では、ホームページで、イベント・教室等の告知等

を行うとともに職員によるブログやフェイスブック等

を活用した情報発信にも力を入れており、現在では１

か月で約１万 5,000 件のアクセスがあります。今後も、

一層の内容充実を図ることにより、これまで以上に多

くの方々に閲覧していただけるよう努めます。 

 

(4) 公社が管理運営する施設での事業相互ＰＲにより、参加者の増加を図ります。 

公社では、管理運営する施設相互間でのＰＲを実施しています。例えば、産業文化

センターでの子ども向け映画会の際には、来場者に当施設のジ

ュニア向け事業（テニス教室、こども水泳教室など）のチラシ

を配布しています。（他にも、文化施設において、当施設が実

施する事業のポスター掲示、チラシ設置などを実施していま

す） 

体育施設と文化施設は、利用層が異なることが少なくなく、 

文化施設でＰＲすることで、これまで、あまり当施設を利用し 

たことがない方の利用のきっかけづくりとしての効果も出て 

いますので、今後も継続します。 

(5) 地域密着型のメディアを活用したＰＲを行います。 

以下の３番組には、公社職員が定期的に出演しており、地域密着型の地元メディア

を活用して、当施設のＰＲを行います。 

 

 

 

【広報一覧】 

媒体 項 目 発信頻度 

イ 

ン 

タ 

| 

ネ 

ッ 

ト 

公社ホームページ 随時 

公社ブログ（体育施設、文化施設、農村環境改善センター） 月 12回以上 

公社 facebook 月 12回以上 

プレイガイド（チケットぴあ、ローソンチケット、 

イープラス など） 
事業実施時 

埼玉文化イベント情報ホームページ 事業実施時 

イベントバンク 事業実施時 

 

■入間ケーブルテレビ  「ハローいるま」 

■エフエム茶笛     「とれたてラジオ」「チャッピーアフター５」 
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媒体 項 目 発信頻度 

広 

報 

誌 

等 

広報いるま 毎月掲載 

各施設利用案内 随時 

公社合同事業チラシ 年３回程度 

公社合同施設利用促進チラシ 年１回程度 

チラシ・ポスター 事業実施時発行 

欅通信（市民会館友の会会報） 年４回程度発行 

わんかっと（文化施設ホール催し物情報） 月１回発行 

月刊チャッピー 月１回発行 

ミニコミ誌（ショッパー、ぱど、武州路 など） 事業実施時 

ダイレクトメール 事業実施時 

タウンメール 事業実施時 

メ 
デ 
ィ 
ア 

エフエム茶笛 CM 随時 

エフエム茶笛番組 

（とれたてラジオ、チャッピーアフター５） 
月１回出演 

入間ケーブルテレビ番組（ハローいるま） 月１回出演 

そ 

の 

他 

市内掲示板へのチラシ・ポスター掲示 事業実施時 

生涯学習掲示板へのチラシ・ポスター掲示 事業実施時 

施設内掲示板へのチラシ・ポスター掲示 事業実施時 

施設内ラックへのチラシ設置 事業実施時 

公社管理施設事業へのチラシ折込 事業毎 

市内公共施設事業へのチラシ折込 事業毎 

他市事業へのチラシ折込 事業毎 

商工会だよりへのチラシ折込 事業実施時 

入間万燈まつりでの公社ＰＲ 年１回 

その他イベント等(太鼓セッションなど)での出張販売 随時 

利用者数及び事業参加者数増加につながる取組の検討 

多くの市民のみなさんに利用していただくことが公の施設の使命であり、広報はその中

核となる重要業務です。公社では、これまでも利用促進には尽力しており、平成 28 年度

の利用者数は、平成 25 年度データと比較して約 10.5％の増加（利用件数は 19.1％の増加）

となるなど、人口減少や厳しい経済状況の中でも、一定の成果を上げています。（平成 29

年度は、市民体育館の耐震補強等工事の関係で、利用中止期間が長期に渡り、通年データ

がないので、次ページのグラフには記載していません） 
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(1) 施設の利用促進方針を決定し、すべての職員に周知します。 

   施設利用の拡大は個人の資質ではなく、組織の総合力が問われる

分野で、施設職員や外部委託スタッフに利用促進の目標値（利用件

数、利用人数、自主事業参加人数等）や方針等が周知徹底されてい

ないようでは継続的な施設利用の拡大は困難です。公社では、毎年、

施設の利用促進方針を策定し、この方針を外部委託スタッフも含め

たすべての職員に周知徹底し、全員が一丸となって目標達成のため

に努力する体制を構築します。 

(2) 厳格な目標管理を行います。 

毎年の施設の利用促進方針で定めた利用件数や利用人数、自主事業参加人数等の年間 

目標をもとに、１か月ごとの達成目標を定め、所長会議で厳格な目標管理を行います。

１か月ごとの目標管理を徹底し、万一、目標を下回る期間があっても、早急に対策を講

じることにより早期挽回に努め、年間目標の達成（＝施設の利用促進拡大）を図ります。 

(3) 事務局に営業担当者を設置します。 

公の施設も利用者を待っているだけではなく、積極的に営業活動を 

展開する時代になりました。施設職員は日常的に利用促進に努めてい 

ますが、多忙な業務の中で、きめ細かな営業活動が難しい時期が生じ 

ることもあります。 

このため、事務局に営業担当者を設置し、一般利用はもとより、自主事業やイベント

参加なども含めた営業活動を行います。また、営業担当者は、市民と直接会話すること

から、市民の生の声を収集する役割も担います。 

(4) 高い目標を掲げます。 

以上の利用促進策や 33 ページ以降でご説明したサービス向上策、44 ページ以降でご

説明した自主事業や、70 ページ以降でご説明した広報・誘客などにより、高い利用者

数の目標を掲げ、これを実現します。具体的な目標は、次ページのとおりです。 

 

３年間で 10.５％の増加 ３年間で１9.１％の増加 
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 29 実績 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 

市民体育館 94,475 94,475 94,475 95,419 96,364 97,309 

運 動 公 園 59,273    59,273 59,273 59,865 60,458 61,051 

武 道 館 59,616 59,616 59,616 60,212 60,808 61,404 

黒 須 市 民 

運  動  場 
88,593   88,593   88,593 89,478 90,364 91,250 

中 央 公 園 24,677   24,677   24,677 24,923 25,170 25,417 

合 計 326,634 326,634 326,634 329,897 333,164 336,431 

※ 市民体育館は、平成 29 年度の通年実績がないので、平成 28 年度の実績を記載して

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：人 

目標については、政府の実質経済成長率見通し（毎年１％増）をベースに設定 

 しています。ただし、平成 31年 10月に消費税増税が予定されており、前回 

 の増税時も１年程度は、可処分所得の減少が施設利用にも悪影響を及ぼしている 

ことから、平成 31年度の後半と平成 32年度の前半は、利用拡大が困難と判断 

し、この２年間は、平成 29年度と同数を目標に設定しています。 
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７．指定管理業務を安定して行う能力について 

① 収支計画 

明確かつ妥当な経費の算出根拠 

(1) 明確で妥当性の高い収支計画を作成しています。 

公社は、長年に渡って当施設の管理運営に携わっており、収支計画については、正確

に積算できるノウハウを持っています。今回の収支計画の作成に当たっては、以下のよ

うな特殊事項も考慮しており、妥当性の高い収支計画になっていると考えています。 

 【収支計画作成に当たって考慮した特殊事項】 

 

 

 

 

(2) 想定外の事態にも責任を持って対処します。 

正確に収支の見積もりを行っても、想定外の突発的な事態が発生するリスクは常に存

在します。過去にも、東日本大震災やその後の計画停電により、中止や延期せざるを得

ない事業などが出て、想定外の経費や損害が発生したことがあります。 

公社では、このような場合でも、入間市や市民のみなさんに新たな負担をお願いする

ことは全くなく、指定管理者の責任で対処いたしました。収支計画に関しては、突発事

態の発生であれ、想定外の事態が発生しても、指定管理者のリスク負担で解決すべき案

件については公社の責任で対処し、入間市や市民のみなさんに追加負担をお願いした

り、施設の管理運営から撤退するようなことはありません。 

 

経費削減に向けた提案 

経費削減については、28 ページ以降の「経費が最小になる工夫」で記載させていただ

いていますので、この章では項目のみを記載させていただきます。詳細は 28 ページ以降

をご覧ください。 

 

(1) 公社が持つ技術・経験・ノウハウを最大限に活用して管理運営を効率化します。 

 

 

 

 

 

■最低賃金の大幅上昇に伴う人件費の増大 

■日本銀行のインフレターゲット政策（物価上昇率の毎年２％上昇）に伴う経費の 

増大   など 

ａ）契約規模拡大による委託料削減     ｂ）消耗品発注先の開拓 

ｃ）業務の内製化             ｄ）グループ制の導入 

ｅ）職員のマルチスタッフ化        ｆ）時差出勤・休日出勤の振替対応 

ｇ）細かなところまで目を配った経費削減 
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(2) 新たな技術・製品の導入に努めます。 

 

 

(3) 安全水準やサービスの質を落とす経費削減は行いません。 

 

(4) 市内企業優先発注、グリーン購入などの公益性も重要視します。 

 

なお、経費については、厳しい状況が続いています。例えば、埼玉県の最低賃金は、

今回の指定管理業務開始時点（平成 26 年４月）の 785 円から、現在（平成 30 年 7 月）

は 871 円と約 11％上昇しています。（平成 30 年 10 月の改訂に向けて、埼玉県は昨年度

から 27 円引上げの 898 円で答申されました） 

また、ガソリン価格は、平成 28 年 7 月の１リットル 117 円から現在（平成 30 年 7 月）

は 152 円と約 30％上昇しています。（他にも、プール監視業務への警備業法適用に伴い、

経費が増加しています） 

公社では、第三者評価でも高く評価される（28 ページ参照）経費削減努力を続けてい

ますが、人件費や物件費の上昇が経費削減努力を上回る状態が続いており、かつ、この

傾向が今後もしばらくは継続すると考えられることから、指定管理料を引き下げる余地

はほとんどありません。平成 31 年度以降も、市民のみなさんに安全・安心や質の高いサ

ービスを提供するとともに、一層の経費削減に努めます。 

また、サービス向上や利便性の向上、自主事業等については既存の手法や事業に加え、

新規で数多くご提案するなど、施設管理及び事業運営の内容を充実させます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ）遮熱光シートの導入        ｂ）緩まないボルト・ナットの導入 
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具体的収支計画 

具体的な収支計画は様式７の通りです。以下に、項目の内訳を記載します。 

 

項 目 科 目 項目内訳 

収
入 

指定管理料  指定管理料収入  指定管理料 

 自主事業収入  自主事業収入   

 雑入  雑収入   

支 

出 

 人件費  給料  基本給、臨時雇賃金 

  
 手当  通勤手当、時間外手当、期末手当 

など 

   福利厚生費  社会保険、雇用保険 など 

 事務費  旅費交通費  交通費 など 

   通信運搬費  電話料、事務用切手代 など 

  
 消耗品費  事務用品、蛍光灯・砂・塩化カルシ

ウム など 

   事務局経費  間接経費、被服 など 

 管理運営費  燃料費  グラウンド整備機械用燃料、公用車

ガソリン代 など 

   印刷製本費  個人使用券印刷代 など 

  
 保険料  施設賠償責任保険、利用者傷害保険、

駐車場賠償保険 など 

   原材料費  施設管理用材料 

  
 賃借料  コピー機リース料、モップ借上料、

NHK受信料 など 

   租税公課  印紙税、消費税 など 

   負担金  講習会参加費 

  
 法人税、住民税及び 

事業税 

 法人税、住民税、事業税 

 事業費      

 委託料  委託料  清掃業務、警備業務、受付管理業務、

設備保守点検業務 など 

 その他  手数料  プール水質検査手数料、汲み取り手

数料 など 

   雑支出  消火器リサイクル料 など 

 光熱水費  光熱水費  電気代、水道代 など 

 修繕費  修繕費  設備修繕、機器修繕 など 
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② 申請団体の経営状況 

安定した経営状況 

(1) 十分なキャッシュフローがあります。 

公社は、平成 5 年の設立以来、公益性の高い法人として、身の丈に合った健全経営を

行って参りました。このため、たとえば、平成 29 年度決算では、基本財産１億円に加

えて、約 1 億 600 万円の現金預金残高を計上するなど、厳しい経済情勢の中でも十分な

キャッシュフローを確保しています。 

本事業計画書では、様々な新規提案を行わせていただいており、その中には初期投資

が必要な提案もありますが、自己資金で対応可能です。 

 

(2) 高い経営の健全性が確保されています。 

一般に経営状況を示す指標は、利益の大きさを示す「収益性」と経営の健全性を示す

「安全性」に分けることができます。指定管理者にとって、より重要なのは、「安全性」

で、高い経営の安全性があることが、 

指定管理期間の５年間全般にわたって 

良好で安定した管理運営を行うために 

必要不可欠です。 

 公社は、上記のご説明した現金預金 

残高をはじめ、経営の安定性を示す代 

表的な財務指標である流動比率も 380 

％を超えているなど、運転資金がショ 

ートする心配がほとんどない安定的な 

経営状況にあります。  

 

【参考：主な経営状況】                               単位：円 

項 目 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

経常収益 429,935,874 503,320,482 504,028,381 

経常費用 427,977,828 491,896,606 510,133,500 

流動資産 101,547,545 96,267,783 106,035,955 

流動負債 26,399,205 32,894,067 27,607,158 

流動比率 384.66% 292.66% 384.09% 
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【参考：流動比率】 

 

 

 

 

 

 

 

適切な財務諸表等の作成 

公社は公益財団法人であり、内閣府が定めた「公益法人会計基準」に基づいて、毎年

１回、貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録などの財務諸表を作成しています。 

財務諸表作成の基となる日常の会計処理については、請求書を各施設で検収後、事務

局でダブルチェックを実施し、伝票に基づき出納帳への記載を行っています。また、税

理士事務所による会計指導を毎月受け、正確な会計処理を担保しています。 

作成した財務諸表は、監事による監査を受け、理事会および評議員会で承認ののち、

埼玉県へ提出し、チェックを受けております。公益財団法人となった平成 24 年 10 月 

以降、現在まで、財務諸表について、問題点等を指摘されたことは一切ありません。ま

た、税務署や県税事務所などにも納税関係で財務諸表を提出していますが、申告業務に

携わっていただいた税理士も含めて、修正等の指導を受けたことは一切ありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

流動比率は、今後１年以内に現金化できる資産と今後１年以内に支払わなけれ

ばならない負債との比率です。流動比率が 384％ということは、１年以内に現金

化できる資産が、１年以内に支払うべき負債の 3.84 倍あるということで、資金シ

ョートを起こす可能性がほとんどなく、非常に高い経営の健全性があります。（一

般的には 150～200％が安定性の目安と言われています） 

貸借対照表 正味財産増減計算書 財産目録 
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③ 職員配置の考え方 

指定管理業務を行いうる十分な組織規模 

(1) 管理運営業務に必要十分な人員を配置します。 

本指定管理業務を遂行する施設責任者として統括所長１名、統括リーダー１名を配置

し、体育施設グループを統括管理します。 

また、体育館・運動公園には５名、武道館・黒須市民運動場には３名、中央公園には

１名を配置し、統括所長、統括リーダーを含めて、合計 11 名を配置します。加えて、

運動公園・黒須市民運動場・中央公園の管理業務、各施設の夜間（午後５時 15 分以降）・

休日（土日祝日）の受付業務等については、再委託して業務を行います。 

 なお、退職者等が出ない限り、原則として、現在の職員を引き続き配置します。現在

の職員は、当施設の管理運営経験が豊富で、利用者との良好な関係も構築しており、当

施設の管理運営に最適の人材です。主な職員の経歴・資格等は様式６をご覧ください。 

【人員配置】 

役職名 人数 主な業務内容 

 

統括所長 

 武道館・ 

黒須市民運動場部門 

責任者兼務 

１名 

体育施設グループの統括管理（責任者） 

■当施設の管理運営の統括管理  

■武道館・黒須市民運動場の部門責任者  

■自主事業企画・実施の指揮監督    

■当施設職員の指揮監督 

■市および公社事務局との連絡調整   など 

 

統括リーダー 

 体育館・運動公園・ 

 中央公園部門 

責任者兼務 

１名 

体育施設グループの統括管理補佐（副責任者） 

■統括所長の補佐   

■体育館・運動公園・中央公園の部門責任者  

■自主事業企画・実施  ■広報・利用促進 

■安全管理  ■地元団体等との連携   

■市および公社事務局との連絡調整   など 

体育館・運動公園 

施 設 管 理 担 当  
５名 

■受付・案内 ■使用料収受・現金管理  

■維持管理  ■自主事業企画・実施  など 

武道館・黒須市民運動場 

施 設 管 理 担 当  
３名 

■受付・案内 ■使用料収受・現金管理  

■維持管理  ■自主事業企画・実施  など 

中央公園施設管理担当 １名 ■維持管理  ■自主事業企画・実施  など 

なお、プールについては、再委託により、次ページのとおり監視員の配置を行います。 

平成 29 年８月から運動公園プール及び中央公園プールの監視員を増員していますが、そ

の体制を継続します。 
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(2) 現場をバックアップする体制を構築します。 

ａ）所長会議・事務局による統括  

施設に権限委譲は行いますが、現場任せにせず、事務局長、事務局次長及び公社が

管理運営する施設の所属長で構成する所長会議（毎月１回を原則に開催）で当施設の

統括を行います。具体的には、管理運営の最終意思決定、自主事業等の年間事業計画

の決定、予算の策定、維持管理作業計画の承認、事業計画書記載事項の進捗管理など

を行います。なお、日常的な統括については、事務局が行います。 

ｂ）グループ制による相互支援  

30ページでも記載しましたが、公社では、管理運営する施設にグループ制を導入し

ており、本指定管理業務の対象施設である入間市市民体育館など５施設に、別の指定

管理施設である入間市地区体育施設等を加えて、グループを組んでいます。グループ

内では、繁忙期の人的応援や備品類の共用を実施しており、迅速な意思決定を行うた

めの指揮系統も明確化しています。これらを継続することでマンパワーや備品類を効

率的・効果的に活用する体制を構築します。 

ｃ）事務局による施設支援  

事務局による施設支援体制を整備します。事務局には、営 

業担当を設置し、当施設の利用促進活動を行うほか、自主事 

業や繁忙期、緊急時の支援体制を整えています。 

また、総務、契約業務、職員研修業務、マニュアル作成・  

改訂業務、監査業務などは、事務局で実施し、施設の負担を        

軽減します。 

【参考：専門家による第三者評価のコメントの抜粋（再掲）】 

 

 

 

 

 

【運動公園プール】 

 入水者数 １ ～  20 人    監視責任者・副責任者を含めて４ポスト 

 入水者数 21 ～  50 人  監視責任者・副責任者を含めて５ポスト 

 入水者数 51 ～ 200 人  監視責任者・副責任者を含めて６ポスト 

入水者数 201 人以上    監視責任者・副責任者を含めて７ポスト 

【中央公園プール】 

 入水者数 １ ～  10 人    監視責任者・副責任者を含めて３ポスト 

入水者数 11 ～  50 人  監視責任者・副責任者を含めて４ポスト 

 入水者数 51 人以上    監視責任者・副責任者を含めて６ポスト 

 

 

■各種マニュアルの整備や研修計画、また定例的な会議による改善活動など、公社全

体でマネジメントシステムが構築されており、・・・（中略）・・・・複数施設を一

体管理するメリットと、公社の公益性をうまく使いながら、市民サービスの向上に

努めていると言っていいだろう。 
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統括所長（１名） 

統括リーダー（１名） 

事務局長（１名） 所長会議 

【事 務 局】 

事務局次長（１名：営業担当兼務） 

事 務 局 員（２名：応援職員兼務） 

管理運営体制図 

※ 運動公園、黒須市民運動場・中央公園の管理業務、各施設の夜間・休日の受付

業務等については、再委託で対応します。再委託には、短時間勤務の方もいる

ことから、組織図上、人数で示すよりも「ポスト」（Ｐと記載しています）で示

しています。「ポスト」は、当日必ず配置する人員数です。（例えば、日曜日の

午前中はＡさん、午後はＢさんが勤務する場合、人数は２名ですが、ポストは

１ポストです） 

市民会館 

等他施設 

中 央 公 園 

施 設 管 理 担 当 

（１名） 

中央公園担当 

＜委託＞ 

（２～３Ｐ） 

 

中 央 公 園 

夜間・休日担当 

＜委託＞ 

（１～２Ｐ） 

 

武道館・黒須部門責任者 

（統括所長の兼務） 

武道館・黒須市民運動場 

施 設 管 理 担 当 

（３名） 

武道館夜間 

休 日 担 当 

＜委託＞ 

（１～２Ｐ） 

黒須担当 

＜委託＞ 

（２～４Ｐ） 

理事長（１名） 

常務理事（１名） 

理事 

（４名） 

体育館・運動公園・中央公園部門責任者 

（統括リーダーの兼務） 

体育館・ 

運動公園 

夜間・ 

休日担当 

＜委託＞ 

（２～３Ｐ） 

運動公園 

担当 

（平日のみ） 

＜委託＞ 

（２Ｐ） 

評議員 

（９名） 

監事 

（２名） 

体育館・運動公園 

施 設 管 理 担 当 
（５名） 
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人員配置やシフトの妥当性 

人員配置については、現在と同じ体制（人数）とします。現在の職員は当施設の管理

運営に必要な経験・技術・ノウハウ等を蓄積しており、少数精鋭ですが、質の高い管理

運営を行うのに十分な人員体制です。なお、通常の勤務体制（ローテーション）の一例

は以下のとおりです。（繁忙期などは、ローテーションが異なることがあります） 

 月 火 水 木 金 土 日 週勤務時間 

統 括 所 長  
（勤務地：武道館） 

○ ○ ○ ○ ○   38.75 時間 

統 括 リ ー ダ ー  
（勤務地：体育館） 

○ ○ ○ ○ ○   38.75 時間 

体育館等施設管理① ○ ○ ○ ○ ○   38.75 時間 

体育館等施設管理② ○ ○ ○ ○ ○   38.75 時間 

体育館等施設管理③ ○ ○ ○ ○ ○   38.75 時間 

体育館等施設管理④ ○ ○ ○ ○ ○   25.00 時間 

体育館等施設管理⑤ ○ ○ ○ ○ ○   25.00 時間 

体育館夜間・休日 

■委託により夜間２ポスト、休日２～３ポストを配置します。

■大規模なイベント実施などは、統括リーダーまたは、施設管 

理担当等が休日出勤（振替対応）します。 

運 動 公 園 

■委託により平日２ポストを配置します。 

■大規模なイベント実施などは、統括リーダーまたは、施設管理

担当等が休日出勤（振替対応）します。 

武道館等施設管理①※ ○ ○ ○ ○ ○   38.75 時間 

武道館等施設管理② ○ ○ ○ ○ ○   25.00 時間 

武道館等施設管理③ ○ ○ ○ ○ ○   25.00 時間 

武道館夜間・休日 

■委託により夜間・休日とも１～２ポストを配置します。 

■大規模なイベント実施などは、統括所長または、施設管理担当

等が休日出勤（振替対応）します。 

黒 須 市 民 運 動 場  

■委託により毎日２～４ポストを配置します。 

■大規模なイベント実施などは、統括所長または、施設管理担当

等が休日出勤（振替対応）します。 
中央公園施設管理① 
（勤務地：体育館） 

○ ○ ○ ○ ○   38.75 時間 

中 央 公 園  

中央公園夜間・休日 

■委託により毎日２～３ポスト、夜間・休日とも１～２ポストを

配置します。 

■大規模なイベント実施などは、統括リーダーまたは、施設管理

担当等が休日出勤（振替対応）します。 

運 動 公 園 プ ー ル  
■委託により毎日４～７ポストを配置します。配置人数の基準は

81 ページをご覧ください。 

中 央 公 園 プ ー ル 
■委託により毎日３～６ポストを配置します。配置人数の基準は

81 ページをご覧ください。 

・休日（土日祝日）については、体育施設職員 1 名が市民体育館または武道館に勤務し、当

施設の巡回や外部委託スタッフとの連絡調整を行い管理運営します。 

※武道館等施設管理①は、入間市地区体育施設等統括管理者を兼務。 
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職員の経験、専門的資格、技術を有する者の配置 

維持管理やスポーツ関係の専門的な資格・経歴を持つ職員を多数配置して、質の高い

管理運営を行います。なお、当施設に配置する職員が保有する主な資格や経歴は以下の

とおりです。 

【当施設の職員等が保有する維持管理関係の主な資格（再掲）】 

体育施設運営士 電気工事士（第３種） 

ガス溶接技能講習修了 アーク溶接特別技能講習修了 

２級ボイラー技士 ボイラー取扱技能講習修了 

危険物取扱者（乙種四類） 危険物取扱者（丙種） 

消防設備士２種（１～６） 第１種衛生管理者 

第１種大型自動車免許 大型特殊自動車免許 

大型自動二輪免許 牽引免許 

移動式クレーン講習修了 玉掛技能講習修了 

自動車整備士（ガソリン３級） 安全衛生教育修了（刈払い） 

プール管理責任者 プール衛生管理者 

水泳指導管理士 トレーニング指導士 

日赤水上安全法救助員 警備員指導教育責任者 

スポーツ救急手当プロバイダーコース

修了（一次救命措置の講習） 
甲種防火管理者 

普通救命講習修了 幼稚園教諭２級 

保育士 子育て支援員研修修了 

宅地建物取引士  

  

【当施設職員が保有する維持管理業務以外の主な資格・経歴】 

 

 

 

 

 

なお、当施設以外（事務局および他の施設）の公社職員にも、次のページのように、

維持管理関係の専門的な資格を保有する職員が多数在籍しています。これら職員が常

に当施設の維持管理業務に携わるわけではありませんが、必要に応じてアドバイスし

たり、業務を手伝うことで、より一層高い水準の維持管理業務を実現します。 

 

 

■サッカーコーチライセンス          ■なぎなた：県民総合大会優勝 

■卓球：インターハイ予選埼玉県大会優勝、インターハイ出場、国体出場 

■卓球：関東大会県予選ベスト４、卓球ジュニアクラブ指導歴５年 

■マンション管理主任者 
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【当施設以外の公社職員が保有する主な資格（再掲）】 

  （維持管理以外の資格・経歴（◆で表示）は再掲ではありません。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職員に対する研修・育成の実施、研修に参加しやすい環境等 

公の施設の管理運営では、質の高い職員を配置することは重要ですが、職員の継続的

な資質・能力向上を図ることも、同じくらい大切だと考えています。公社では、以下の

方針に基づき充実した職員研修を行い、人材を育成します。 

【職員研修についての考え方】 

 

 

 

 

 

 

■防災管理者   ■安全衛生推進者   ■電気工事士（第１種・第２種） 

■認定電気工事従事者          ■電気主任技術者（第２種・第３種） 

■ボイラー技士（１級・２級）      ■危険物取扱者（乙種４類）   

■第１種衛生管理者   ■建築物環境衛生管理技術者    ■甲種防火管理者 

■第３種冷凍機械    ■廃棄物管理責任者       ■普通救命講習修了  

■日本情報教育検定協会「ホームページ・ビルダー検定」３級 

■日本情報教育検定協会「パソコンインストラクター資格認定試験」１級 

■舞台機構調整技能検定（音響技能検定）２級及び３級 

■舞台・テレビジョン照明技術者技能検定２級             

◆小学校教諭第二種普通免許     ◆中学校教諭一種免許状  

◆中学校英語教諭二種免許状     ◆高等学校教諭一種免許状 

◆公認スポーツ上級指導員      ◆日本語ワープロ検定２級  

◆文科省認定「漢字能力検定」準１級    ◆日本漢字能力検定 ２級  

◆文科省認定「秘書技能検定」準１級    ◆文科省認定「毛筆書写検定」３級 

◆文科省認定「ファッションコーディネート色彩能力検定」３級 

◆日本中国語検定協会「中国語能力検定」３級     ◆英検３級 

◆日本商工会議所「日本語文書処理技能検定」２級 

◆日本商工会議所「ビジネスコンピューティング検定」２級 

◆全日本情報学習振興協会「パソコン技能検定Ⅱ種試験」１級 

◆ビジネス実務技能検定協会「ビジネス文書技能検定」１級 

◆日本心理学会認定心理士         ◆日商簿記検定２級及び３級 

 

 

 

(1) 職員それぞれの年間目標を設定し、自己啓発意欲の向上を図ります。 

(2) 研修体系を確立します。 

(3) 職員の自己啓発支援を行います。   

(4) 施設内ミーティングを積極的に実施します。 

(5) 長期的視野に立って人材育成を図ります。 

(6) 研修に参加しやすい環境づくりに努めます。 
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(1) 職員それぞれの年間目標を設定し、自己啓発意欲の向上を図ります。 

職員の資質・能力向上には、自己啓発の意欲を高めることが大切です。このため、公

社では、毎年度、統括所長等が一人ひとりの職員と面談

し、個々の職員の１年間の目標を設定して、目標に向か

っての自己啓発を促すことで職員の意欲を高めていま

す。また、目標の進捗状況は、定期的に統括所長等が確

認するとともに、年に１度「職務目標調書」を作成・提

出させることなどにより、職員自らが目標の達成状況を

客観的に分析できるようにしています。これらにより、毎年、数多くの職員が目標を達

成しており、この手法を継続することで、職員の高い自己啓発意欲に基づいた人材育成、

資質、能力向上を図ります。 

 

 (2) 研修体系を確立します。 

職員の意欲向上だけでは、効率的な資質・能力の向上は図れません。職員の高い意欲

を受け止める研修体系の確立が必要です。公社では、指定管理に携わる職員に必要なさ

まざまな研修メニューを体系的に整備して、職員の資質・能力が継続的に向上する仕組

みを構築します。 

ａ）実践形式に基づく研修（OJT） 

維持管理業務、受付業務、決裁書類・報告書類等の作成、自 

主事業やイベント等の準備・運営、外部委託業者監督等の業務 

については、ＯＪＴ（業務を経験しながら行う教育）を中心に 

職員の能力開発を行います。 

特に、新規採用職員を配属した場合には、ベテランクラスの 

職員を指導役に定め、基本的な業務内容を確実に理解させるＯＪＴ方式での新規採用

研修を実施します。 

ｂ）座学による研修（Off - JT） 

指定管理者として必要な知識については、ＯＪＴに加え、座 

学研修で知識・技能等を高めます。内部研修（公社内で開催さ 

れる座学研修）と外部研修（他の研修機関等で開催される研修 

に公社職員が出席する研修）を組み合わせ、効果的・効率的に 

座学研修を行います。 

なお、実施を予定している内部研修・外部研修は次のページのとおりです。（毎年、

新たな制度創設や法令改正などを考慮して研修計画を策定するため、内容の一部を変

更する可能性があります） 
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【内部研修】 

研 修 名 対象者／研修内容 頻度など 

指 定 管 理業 務 基本研 修 
全職員 

・指定管理者制度の概要 

・施設の管理運営方針等を全職員が共有 

年 1 回 

公共施設職員の心構え研修 全職員 

・公社職員等は市民から「市職員」と 

認識されていることを研修 

・市職員と同様の行動規範を研修 

 

年１回 

 

消 防 訓 練 
全職員・外部委託スタッフ 

・地震を想定した訓練も実施 

年２回 

心 肺 蘇 生 法 ・ AED 操 作 
全職員・外部委託スタッフ 

・消防訓練時に CPR、AED 訓練を実施 

年１回 

人 権 研 修 
全職員 

・外部研修を受講した職員が講師となり実施 

年１回 

避 難 所 対 応 研 修 
全職員・外部委託スタッフ 

・避難所の初動対応を習得 

・市危機管理課と連携して実施予定 

年１回 

防 犯 講 習 会 全職員・外部委託スタッフ 

・管理施設で犯罪行為が発生した場合の 

対処法を研修 

・狭山警察署 生活安全課と連携 

年１回 

 

管 理 職 研 修 
管理職・事務局職員 

・所長会議に組み込む研修 

 ・より良い施設の管理運営などを研修 

年２回以

上 

施 設 内 業 務 研 修 
施設職員 

・施設内ミーティングに組み込む研修 

 ・新たなアイデア等の実施策を検討 

随 時 

 

接 遇 研 修 

全職員・外部委託スタッフ 

・ANA ビジネスソリューションズの研修を 

受講した職員が講師となり実施 

年１回 

 

苦情対応研修 

全職員・外部委託スタッフ 

・ANA ビジネスソリューションズの研修を 

受講した職員が講師となり実施 

年 1 回 

個 人 情 報 保 護 研 修 全職員・外部委託スタッフ 年１回 

入 間 市 総 合 計 画 研 修 
プロパー職員 

・市総合計画の施策を理解する研修 

・市の目標達成に資する事業を検討 

年１回 

法律研修（ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ研修） 
全職員 

・指定管理者制度の法令遵守に関わる研修 

・施設管理運営に関わる法律研修 

年１回 
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【内部研修（続き）】 

研 修 名 対象者／研修内容 頻度など 

マ イ ナ ン バ ー 研 修 全職員 
 ・マイナンバーの取り扱いを研修 

年１回 

事 務 処 理 等 研 修 
全職員 

・ホームページ作成研修 

・事務処理の効率化に関わる研修 

年１回 

指 定 管 理者 制 度研究 会 プロパー職員 

・施設のサービス向上策を研究 

 ・新規事業の計画及び立案 

 ・新たな地域連携の方法を検討 

 ・公社施策の実施状況を確認 

 ・次期指定管理者更新に向けての研究等 

（先進事例、近隣財団等との情報交換） 

年２回以上 

 

 

※ 全職員には事務局職員も含みます。 

【外部研修】 

研 修 名 対象者／研修内容 頻度など 

甲 種 防 火 管 理 者 講 習 公社全体で毎年 1 名程度 年１回 

普 通 救 命 講 習 全職員・外部委託スタッフ 

・CPR、AED の操作方法を習得 

・有資格者は３年毎に更新のため受講 

（全職員が資格保有） 

 

３年に１回 

 

企業人権研修・平等利用研修 

公社全体で毎年１名程度 

・女性、高齢者、障害者、同和、外国人

等の人権について研修 

 （県／市主催） 

年１回 

不当要求防止責任者講習 

管理事務所長または準ずる職員 

・反社会勢力の不当要求に対処するた 

めの研修（埼玉県警主催） 

・不当要求防止責任者（研修受講者）が

講師となり、全職員へ研修予定 

年１回 

公 益 法 人 会 計 研 修 

公社全体で毎年１名程度 

・公益法人会計の基礎及び実務を研修 

 （内閣府、公益法人協会、会計システ

ム会社による研修） 

年１回 

公 益 法 人 制 度 研 修 
公社全体で毎年１名程度 

・公益法人制度の基礎や課題等の研修 

 （県、公益法人協会による研修） 

年１回 

内閣府公益法人セミナー 
公社全体で毎年１名程度 

・公益法人制度の基礎や課題等の研修 

年１回 
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【外部研修（続き）】 

研 修 名 対象者／研修内容 頻度など 

体育施設運営士養成研修 

体育施設職員で毎年１名程度 

・体育施設のマネジメント、危機管理等

を習得する研修（日本体育施設協会に

よる公認資格） 

年１回 

体育施設管理指導者講習会 
体育施設職員で毎年１名程度 

・体育施設の維持管理等を習得する研修

（埼玉県主催） 

年１回 

スポーツ施設安全管理講習 
体育施設職員で毎年１名程度 

・プール運営の安全管理についての研修

（埼玉県主催） 

年１回 

都市公園整備促進協議会

講習会 

体育施設職員で毎年１名程度 

・遊具の安全管理についての研修 

（埼玉県主催） 

年１回 

近 隣 体 育施 設 視察研 修 
体育施設職員で毎年１名程度 

・ダイヤ四市及び近隣体育施設を視察 

・先進事例を公社の体育施設へ導入 

年１回 

算定基礎届・年末調整研修会 公社全体で毎年１名程度 年１回 

消 火 技 能 向 上 研 修 

公社全体で毎年 2 名 

・入間市自衛消防訓練大会の参加に向

けた技能向上研修 

※平成７年度から毎年参加 

※総合優勝、最優秀個人賞を複数回受賞 

※埼玉県消防協会から表彰 

（優良防災団体） 

 

年 5 回程度 

 

 

 【参考：最近の人権研修の事例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■「公の施設でのヘイトスピーチへの対応について」をテーマに開催。 

■門真市市民会館や豊島区公会堂などでの事例をもとに、ヘイトスピーチ対策法の概

要や人権侵害であるヘイトスピーチと憲法で保障されている「表現の自由」とのバ

ランスについて学ぶとともに、体育施設（アリーナなど）等において、実際にヘイ

トスピーチの利用許可申請があった場合の対応を職員で話し合いました。 
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なお、公社の充実した座学研修は、外部からも高い評価をいた

だいています。例えば、他の団体から研修参加希望があるほか、

他団体の内部研修で公社職員を講師として派遣してほしいとの

依頼もいただいています。 

■公社研修へ参加した団体（マイナンバー研修、防犯講習会） 

入間市社会福祉協議会、入間市勤労者福祉サービスセンター、 

入間市文化創造ネットワーク 

  ■公社研修へ参加した団体（文化庁研修「広報・ＰＲ」） 

    入間市文化創造ネットワーク 

  ■公社職員を講師として派遣した団体（接遇研修、苦情対応研修） 

    入間市社会福祉協議会（平成 28 年度から） 

 

(3) 職員の自己啓発支援を行います。 

職員が業務に必要な資格取得や講習受講を行う際には、 

必要に応じてその費用の全部または一部を公社が負担して 

いるほか、企画書作成、デザイン、マーケティングなどの 

業務に役立つ図書を公社で購入し、職員が閲覧したり、借 

りたりできるようにすることで、職員の自己啓発を支援し 

ています。 

 

(4) 施設内ミーティングを積極的に実施します。 

毎週、施設内ミーティングを実施します。サービス向上策、 

改善点、イベント実施計画等をすべての職員で情報共有する 

ことにより、職員が担当業務以外にも習熟することができ、 

職員のマルチスタッフ化やスキルアップにつながります。 

 

(5) 長期的視野に立って人材育成を図ります。 

当施設の管理運営には、専門的な知識・技能はもとより、施設特有のルール、ノウ

ハウ、事情、制約などを十分に理解する必要があります。 

公社では、当施設特有のルール、ノウハウ、事情、制約等を将来にわたって引き継

いでいけるよう、次世代職員を育成しています。これにより質の高いサービスを安定

的に提供することが出来ます。このように長期的視点に立った人材育成ができるのも、

職員の平均勤続年数が長い公社の「強み」のひとつです。 
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(6) 研修に参加しやすい環境づくりに努めます。 

具体的には、全職員を対象とする研修については、公社各施設の勤務体系が異なるた

め、全職員を３班に分け、毎年計画的に参加することで、全職員が受講できる制度を整

えています。また、一部研修はＤＶＤに記録し、やむを得ず欠席した職員が後で視聴す

ることができるようにしています。 

 

【参考：専門家による第三者評価のコメントの抜粋】 

 

 

 

    ああ 

    ああ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜人員配置＞ 

■公社共通の研修計画・プログラムに沿って全職員及び委託職員対象に実施している

点は評価できる。この規模の組織としては、内容・頻度ともに手厚く人材育成に注

力している点が評価できる。 

■そのほか、公社が管理する他施設との組織横断会議を実施する等、工夫は随所に見

られる。 
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④ 雇用及び労働条件 

 

労働諸法の遵守 

公的な組織として、労働諸法を確実に遵守しています。社会保険労務士と顧問契約を締

結し、適正な労務管理状況を確認しています。 

【遵守すべき主な労働諸法】 

 

 

 

なお、労働契約法に基づき、今年４月から、継続した雇用が５年を経過した有期雇用契

約者は、無期雇用契約に転換できる権利を有するようになりました。報道によると、無期

雇用契約への転換を避けるため、有期雇用契約を打ち切る（いわゆる「雇い止め」）事業

所も少なくないようですが、公社では、３名から無期雇用契約転換の申し込みがあり、受

理しました。今後も、適法な申し込みがあれば、無期雇用契約へ転換します。 

 

従業員の労働条件（労働時間、健康管理） 

職員の労働条件は以下のとおりです。就業規則、給与規程、労働基準 

法第 36 条に基づく協定などの明文化したルールをもとに、労働条件を 

定めています。 

(1)  労働条件 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

■労働契約法   ■労働基準法   ■労働安全衛生法  ■最低賃金法 

■労働者災害補償保険法   ■高年齢者雇用安定法    ■育児・介護休業法 

■雇用保険法   ■パートタイム労働法   ■男女雇用機会均等法   など 

 

■労働時間  １週間あたり 38 時間 45 分（週休２日制） 

        ※ パートタイム職員は労働条件通知書及び労働契約書で下限時間と 

上限時間を規定（１週間あたり 38 時間 45 分以下） 

■休  日  職員の休日は、土曜日、日曜日及び国民の祝日 

勤務を要しない日は年末年始（12 月 29 日～翌年１月３日） 

       ※パートタイム職員以外は、土日祝日を交代制で勤務する。 

■給  与  公社の給与規程に基づき支給 

時間外労働については、労働基準法に基づく割増賃金を支給 

■有給休暇  労働基準法に基づき付与 

■社会保険  厚生年金・健康保険加入（プロパー・契約・嘱託職員） 
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(2)  健康管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  なお、精神面での健康も重要です。公社では毎年度、所属長との面談、自己啓発の目

標設定、職場提案制度などにより、業務への「やりがい」や「モチベーション」を高め

ています。 

 

(3)  その他 

職員が働きやすい職場づくりの一環として、ハラスメント（セクハラ・パワハラ等）

対策を講じています。具体的には、事務局次長を相談窓口担当者として、職員に周知し

ています。また、ハラスメント研修に職員が参加するなど、働きやすい環境を整えてい

ます。 

 

障害者や高齢者の雇用、住民の雇用への配慮 

  地元法人として、高齢者雇用や住民雇用などには最大限配慮しています。 

 

 

 

なお、公社は全職員が 34 名であるため、障害者の法定雇用義 

務（平成 30 年４月から雇用者 45.5 名以上で義務発生）はあり 

ませんが、市内の就労者支援施設などから物品の購入を行って 

います。 

 

 

 

 

 

 

 

■高齢者雇用 全職員 34 名中 11 名（32.4％）が 61 歳以上 

■住 民 雇 用 全職員 34 名中 29 名（85.3％）が入間市民 

■健康診断    年１回（嘱託・パート等も含むすべての職員が対象） 

希望者は人間ドック受診の補助 

看過できない項目がある場合は、精密検査や医師等による健康相

談の受診を義務づけ 

 

■超過勤務管理  超過勤務が多い職員がいる場合、所属長に対するヒアリングを実

施。問題点（「人員が不足している」「職員間の業務量の偏りが大

きい」など）を把握し、迅速に対応 

就労者支援施設から購入

したタワシ 
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⑤ 事業実績 

 

体育施設管理等、同様の運営実績 

(1) 市民のみなさんに親しまれる管理運営を行っています。 

   公社が管理運営している９施設（入間市市民

体育館、入間市運動公園、入間市武道館、黒須

市民運動場、中央公園、入間市地区体育施設等

【５施設】、入間市産業文化センター、入間市農

村環境改善センター、入間市市民会館）の年間

利用者数は、合計 76 万人を超えており、多く

の市民のみなさんに親しまれています。 

これは、公社の長年にわたる取り組みの成果 

ですが、公社職員のほとんどが入間市民であることから、公社職員が、市民のみなさん 

のニーズを把握し、市民のみなさんの立場に立っていることと、組織の利益ではなく、 

公益（＝市民のみなさんの利益）を優先して活動していることが一番大きな要因であり、 

公社の特徴を生かした管理運営ができていることを示していると考えています。 

 

【公社が管理運営している指定管理施設一覧】 

 

施 設 名 入間市市民体育館 

管理期間 
平成１８年４月１日から３期１３年目 

（受託管理は平成７年４月１日から） 

 

施 設 名 入間市運動公園 

管理期間 

平成１８年４月１日から３期１３年目 

（受付業務は平成７年４月１日から） 

（プール受託管理は平成７年４月１日から） 

 

施 設 名 入間市武道館 

管理期間 
平成１８年４月１日から３期１３年目 

（受託管理は平成５年７月１日から） 
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施 設 名 黒須市民運動場 

管理期間 
平成１８年４月１日から３期１３年目 

（受付業務は平成７年４月１日から） 

 

施 設 名 中央公園 

管理期間 

平成２８年４月１日から１期３年目 

（受付業務は平成７年４月１日から） 

（プール受託管理は平成７年４月１日から

平成１８年３月３１日まで） 

 

施 設 名 入間市地区体育施設等 

管理期間 

平成２８年４月１日から１期３年目 

（受託管理は平成６年４月１日から平成 

１８年３月３１日まで） 

 

施 設 名 入間市産業文化センター 

管理期間 
平成１８年４月１日から３期１３年目 

（受託管理は平成５年７月１日から） 

 

施 設 名 入間市市民会館 

管理期間 
平成１８年４月１日から３期１３年目 

（受託管理は平成６年４月１日から） 

 

施 設 名 入間市農村環境改善センター 

管理期間 
平成１８年４月１日から３期１３年目 

（受託管理は平成５年７月１日から） 
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(2) 多くの市民にご利用いただき、高い評価をいただいています。  

公社が管理運営する９施設では、多くの市民にご利用いただくとともに、総合満足度

はもとより、接遇、清掃などで、以下のとおり、ほとんどの施設で 90％を超える利用者

から「満足」「やや満足」とのご回答をいただいています。 

利用者ニーズが多種・多様化する中で、多くの利用者にご満足いただくことは決して

簡単ではありませんが、今後も、さらに満足度を上げられるよう、すべての職員が一丸

となって努力したいと考えています。 

【参考１：公社が管理運営する施設の利用者数および満足度（再掲）】 

 
利用者数 

満 足 度 

総 合 接 遇 清 掃 

入 間 市 市 民 体 育 館 94,475 90.1％ 98.8％ 96.0％ 

入 間 市 運 動 公 園 59,273 85.9％ 96.6％ 89.6％ 

入 間 市 武 道 館 59,616 97.6％ 99.1％ 87.1％ 

黒 須 市 民 運 動 場 88,593  91.3％ 96.6％ 85.3％ 

中 央 公 園 24,677 80.5％ 97.1％ 82.5％ 

入間市産業文化センター 131,198 97.8％ 98.7％ 94.6％ 

入 間 市 市 民 会 館 111,693 94.9％ 98.2％ 97.6％ 

入間市農村環境改善センター 36,276 93.0％ 96.1％ 93.8％ 

平成 30 年度募集施設合計 605,801 91.4％ 97.7％ 90.8％ 

入 間 市 地 区 体 育 施 設 等 162,024 92.1％ 95.1％ 96.0％ 

合      計 767,825 91.5％ 97.4％ 91.4％ 

 

 

 【参考２：公社が管理運営する主な施設の利用者数・利用件数の推移（再掲）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 利用者数は平成 29 年度実績（ただし、市民体育館は、平成 29 年９月から耐
震補強等工事が行われ、閉館していることから平成 28 年度実績を記載） 

 

128,523
120,952

119,579
111,269

131,198

50,000

70,000

90,000

110,000

130,000

150,000

25年度 26年度 27年度 28年度 29年度

産業文化センター利用者数の推移

 

2,885
2,729

2,814
2,948

3,070

1,300

1,700

2,100

2,500

2,900

3,300
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産業文化センター利用件数の推移

 

４年間で 2.1％の増加 ４年間で 6.4％の増加 
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(3) 多種多様な事業実績があります。 

公社が管理運営する施設は、受付や維持管理業務に加えて、施設の設置目的を達成

するために、様々な事業を実施することが求められています。公社では、体育施設に

おいて、以下のように目的や実施ノウハウが異なる多種多様な事業をバランスよく実

施することで、入間市の体育振興に貢献しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ソフトボール教室 in いるま      卓球教室       子ども硬式テニス教室 

■これからスポーツを始めようとする市民の良き相談相手となること 

■市民にスポーツを楽しむ機会を提供すること 

■高いレベルのプロスポーツを観る機会を提供すること 

■大会・競技会を円滑に運営し、また、運営を支援すること 

3,936 3,990
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3,953
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3,000
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農村環境改善センター利用件数の推移

 

４年間で 8.６％の増加 

33,392 33,794

34,943
36,073 36,276
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33,500
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農村環境改善センター利用者数の推移

 

４年間で 0.4％の増加 
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市民会館利用件数の推移

 

４年間で 19.5％の増加 ４年間で 34.9％の増加 
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73 ページ記載の当施設はもとより、公社管理施設のほとんどで利用者数・利用

件数が増加傾向にあります。なお、農村環境改善センターのみ、今年１月の大雪

でテニスコートのキャンセルが発生した影響が表れています。 
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(4) 近隣の指定管理者等ともネットワークがあります。 

公社は、指定管理業務を行っている近隣の公益財団法人（所沢市、和光市、鴻巣市な

ど）やＮＰＯ法人（飯能市の体育施設）ともネットワークがあり、管理運営に関する率

直な情報交換を行っているほか、相互視察などで交流があります。 

これらネットワークは、長年の交流による相互の信頼関係が基盤となっており、公社

が構築した「強み」のひとつではないかと考えています。 

 

(5) 市民のみなさんとの良好な協力関係があります。 

公社では、これまで、市民のみなさんや市内事業所・団体等にボランティアの形で、

管理運営に協力いただいていますが、一方的に協力いただくだけでは、長続きしないと

考えており、公社職員も施設周辺の清掃やお祭りへの参加など、地域活動に積極的に参

加しています。 

このような「ギブ・アンド・テイク」が市民のみなさんとの良好な協力関係につなが

っており、様々な教室・イベント等で、市民のみなさんの協力を得られる体制にあるこ

とが、公社の強みのひとつとなっています。 
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⑥ 市との連絡調整に関する体制 

 

市との定期的な報告事項や方法、頻度、内容等 

(1)「face to face」の構築に努めます。 

公社では、入間市との連携体制を築く上で、「face to face」の関係が非常に重要だと

考えています。このため、毎月提出する指定管理者業務報告書や毎年提出する事業報告

書については入間市への持参を原則とし、緊密な連絡体制構築や忌憚のない情報交換等

に努めます。なお、指定管理者業務報告書や事業報告書に記載する主な内容は以下のと

おりです。この他にも、市の指示がある事項は報告します。 

 

【主な報告事項】 

名 称 内      容 

毎

月 

月 次 

報告書 

■利用件数、利用者数、使用料収入の実績 

■自主事業の開催内容、参加者数、参加費収入などの実績 

■事故・故障等の内容と対応、提案・苦情等の内容と対応 

■経費月次報告（精算科目である光熱水費、修繕費の実績報告） 

■維持管理等の内容（小規模修繕、保守点検、清掃、警備、受付、 

グラウンド等管理） 

毎

年 

事 業 

報告書 

■利用件数、利用者数、使用料収入の実績 

■利用件数、利用者数、使用料収入の総括、自己評価（増減理由） 

■自主事業の開催内容、参加者数、参加費収入などの実績 

■実施した自主事業の総括、自己評価 

■各大会や教室事業の受付実績（市や協会、連盟が主催する事業） 

■修繕業務（自主修繕含む）、保守点検等の委託業務内容 

■修繕業務や保守点検等委託業務内容の総括、自己評価 

■事故・故障等の内容と対応、提案・苦情等の内容と対応 

■事故や苦情等対応の総括、自己評価 

■指定管理料収支計算書 

（精算科目である光熱水費、修繕費の実績報告） 

随

時 

その他 

報告書 

■利用者アンケート集計結果（要望等の対応策含む） 

■いただいた苦情の内容・対応策・再発防止策   

■事故等が発生した場合は、その内容と再発防止策 

   ああ 
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また、市との情報交換や指導を仰ぐため、報告書提出以外でも、新たな事項に取り組

む場合等は、できる限り市役所にお伺いさせていただくほか、市が主催するセミナー・

イベントに積極的に参加させていただくことなどにより、緊密な連携体制の構築や活発

な情報交換等に努めます。 

 

(2) 責任者と常に連絡が取れる体制を構築します。 

開館日はもとより、夜間、年末年始の休館日も含め、事務局の責任者である事務局長、

事務局次長、当施設の統括所長、統括リーダーの４名のうち、いずれかの携帯電話と必

ず連絡が取れる体制を構築し、市からの連絡にいつでも対応できるようにします。 

 

(3) 管理運営を通して市の施策に積極的に協力します。 

入間市の出捐により設立された法人として、また、行政の代行者として、入間市との

緊密な連携体制を構築し、行政施策の推進に積極的に協力させていただきます。 

具体的には、当施設において入間市の公式行事は一般貸出より先行して施設申請を受

け付けるほか、各種自主事業や地域連携などを通して、「第６次入間市総合計画」や「入

間市スポーツ推進計画」で数値目標が設定されている「生涯学習をしている市民の割

合」、「社会教育活動・文化サークル活動に対する満足度」、「週１回以上スポーツをして

いる市民の割合」、「ボランティア活動への参加割合」など、様々な行政計画の数値目標

の達成に協力させていただきます。なお、116 ページに詳細を記載していますので、そ

ちらもご覧ください。 

 

セルフモニタリングの方法、頻度、内容等  

自らの業務を検証するセルフモニタリングは、指定管理者の最重要業務のひとつであ

ると考えています。公社では管理運営の質を高めるため、毎年１回、業務を検証する形

でのモニタリングを以下の２段階（プラス利用者アンケートなどによる評価）で実施し

ます。 

 

 

 

 

(1) 各施設職員による業務の自己検証を行います。（１次検証） 

まず、各施設職員による業務の自己検証をします。公社作成のチェックシートに基づ

き、平等利用、サービス提供、維持管理、業務執行などについて、本事業計画書や業

務仕様書、協定書等の業務水準を満たしているかチェックします。 

 

(1) 各施設職員による業務の自己検証（１次検証） 

(2) 利用者アンケート・苦情対応等の結果を参考にした評価 

(3) 公社事務局による検証（２次検証） 
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【自己評価チェックリストの主な内容】 

平等利用 
■障害者、高齢者、妊婦等の利用への配慮 

■外国人利用への配慮                など 

サービス提供 

■利用者数実績と目標の達成状況 

■事業計画書記載のサービス向上策の実施状況 

■事業計画書記載の自主事業の実施状況 

■接遇の状況 ■クレーム対応            など 

維持管理 

■清掃の状況 ■巡回・警備業務の状況 

■外部委託業者の監督状況 

■施設・設備等の不具合を原因とする事故等の発生状況 など 

業務執行 

■使用料等の収納状況 ■コンプライアンス 

■個人情報保護措置 

■事務局・市への書類提出状況（内容・期限厳守）   など 

その他 

■施設ミーティングの実施状況 ■消防訓練などの実施状況 

■地域との連携状況や実施した地域貢献策 

■環境問題への取り組み               など 

 

(2) 利用者アンケート・苦情対応等の結果を参考にした評価を行います。 

内部評価だけの検証では、客観性に乏しい部分がありますので、利用者アンケートや

苦情の対応記録などにより、外部の方のご意見・ご批判等を積極的に収集・分析し、セ

ルフモニタリング（検証）に活用します。 

公社は、管理運営するすべての施設の利用者アンケートや苦情の対応記録などを事務

局で一元管理しており、当該施設と他施設のご意見・ご批判等と対比することが可能な

ことから、より客観性の高いセルフモニタリングを行うことが可能です。 

【参考：専門家による第三者評価のコメントの抜粋】 

 

 

 

    ああ 

 なお、様々な手法で実施する利用者アンケートの手法については、34 ページ以降に、

苦情対応マニュアル等に基づく適切な苦情対応については、38 ページ以降に記載して

いますので、そちらをご覧ください。 

 

 

＜利用者意向の把握と活用＞ 

■利用者からの意見は一元化され、台帳管理し、アンケート結果のとりまとめと分析、

施設へのフィードバックなどを組織的に実施している。公社として、すべての指定

管理施設で統一した運用を行っている点は特徴的である。 
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(3) 公社事務局による検証を行います。（２次検証） 

これらのプロセスを経た上で、公社事務局による検証を行い、セルフモニタリングの

結果とします。なお、セルフモニタリングの結果は、各施設へフィードバックし、さら

にサービス等の向上に生かします。 

 

ＰＤＣＡマネジメントサイクル等の改善点  

利用者アンケートの結果や苦情に基づいて実施した 

管理運営の改善については、40 ページに記載している 

とおり、Ｐ（plan：計画）、Ｄ（do：実行）、Ｃ（check： 

評価）、Ａ（action：改善）の４段階を続けることによ

り、 

継続的な管理運営の改善につなげます。 

また、アンケートや苦情に限らず、他の業務（安全管 

理、日常点検、自主事業等）についても、できる限りＰ 

ＤＣＡサイクルに基づく継続的な管理運営の改善に取り組みます。 

 

【ＰＤＣＡサイクルにより管理運営を改善した事例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■人気教室であるこども水泳教室は、当初、電話による先着順で受付していましたが、

「電話がなかなかつながらない」とのご意見や、定員を超えた場合の当落を電話で

行っていたため、事務負担が大きい状況が続いていました。 

■このため、施設内ミーティングで検討し、往復はがきによる受付を行うこととしま

した。事務負担は大幅に軽減しましたが、応募者には往復はがきを購入する負担（コ

ンビニでは販売していないことが多く、郵便局まで行く必要がある）をしていただ

く必要があり、アンケート等でも評価は高くありませんでした。 

■さらに検討を行い、往復はがきに加え、電子メールでも受 

付を行うこととしました。公社の代表メーアドレスは、関 

係機関からの連絡や市民のご意見・ご要望等、大量の電子 

メールが送付され、応募の見落としが発生するリスクがあ 

ることから、システム担当者と協議を行い、応募の電子メ 

ールが、各教室ごとに設けたホルダーに自動的に振り分け 

られるようにしました。 

■現在では、教室申し込みの多くを電子メールで受け付けていますが、利用者からは

「便利になった」と喜んでいただき、また、応募申し込みの見落としも一切発生し

ていません。 
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８．緊急時の対応 

① 事故や災害等への対応及び体制 

 

防犯・防災への対応  

(1) 普段から防犯・防災意識を高めて管理運営を行います。 

犯罪・災害発生時の対応は、日常業務と 

は異なり、めったに発生しないため、普段 

の業務の中で対応能力が向上するもので 

はありません。公社では、「めったに発生 

しないからこそ、日ごろの訓練や研鑽が必 

要！」をスローガンに、職員全員が事故・ 

災害への迅速かつ適切な対応ができるよう訓練・研鑽に取り組んでいます。 

 

ａ）緊急対応方針の策定及び周知徹底  

  緊急対応時には、上席者の了解を得る時間的余裕がないことも少なくありません。

このため公社では、犯罪・災害発生時に、すべての職員が同じ考えのもとで行動でき

るよう緊急対応基本方針を定め、これを周知徹底しています。 

【公社の緊急対応基本方針】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■利用者や周辺住民の安全確保を最優先する。利用者等の安全確保を図るための措置

が、公社に一時的に不利益となることがあっても、職員・講師・外部委託スタッフ

等、いかなる法人・個人にも、その責任を追求することはない。 

■災害等で影響を受けた施設・設備等は、安全性が確認できるまで利用を一時的に中

止する。ただし、利用者サービスの観点から、できる限り早急に点検を行い、迅速

な利用再開ができるよう努める。 

■施設・設備等の被害が最小限になるよう、迅速かつ最善の対応を行う。 

■地域に対して、公の施設管理者としての責務を果たす。入間市民であるかどうかに

かかわらず、人道的な措置については積極的に実施する。 

■すべての情報を一元管理する。どんなに小さな情報も、速やかに事務局内に設置す

る危機管理本部まで報告すること。 

■すべての職員が迅速かつ適切に行動できるように、訓練・研修を積極的に実施する。 
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ｂ）緊急対応マニュアルの作成・活用  

公社では、緊急対応マニュアルを作成し、訓練・研修等を通して、外部委託スタッ

フを含めたすべての職員に周知徹底しています。万一の犯罪・災害発生時には、この

マニュアルを活用し、迅速かつ適切な対応を行います。 

 

ｃ）消防訓練、緊急対応マニュアル研修等の実施  

毎年２回、消防署等の指導を受け、消防訓練を実施します。 

訓練には、施設職員はもちろん、事務局職員、一部の外部委託 

スタッフも原則として参加とし、ＡＥＤ操作訓練を含めて実施 

します。 

公社では、消防訓練を「緊急対応マニュアルの理解度を試す 

テスト」と位置づけ、理解が十分でない職員には、再講習など 

があり得ることを周知して訓練のマンネリ化を防止しています。 

今後もこの手法を継続し、実効性のある消防訓練を行います。 

また、職員研修の一環として、緊急対応マニュアル研修を実 

施するほか、３年に１回、すべての職員と一部の外部委託スタ 

ッフが普通救命講習を受講します。 

加えて、講習受講だけで、ＡＥＤを十分に使いこなせる知識 

や自信を身につけられるか不安な面があります。このため、公 

社では「心肺蘇生法及びＡＥＤの使い方」という冊子を作成し、 

職員に、業務に支障がない時間に読むよう求めることで知識の 

定着等を図っています。 

さらに、どんなに知識の定着を図っても、いざという場合に 

「頭の中が真っ白」になるリスクをゼロにはできません。 

公社では、万一、このような事態になったとしても冷静で適 

切な対応ができるよう心肺蘇生法やＡＥＤの使い方をコンパク 

トに記載したカードを作成しています。 

このカードは、折りたたむと名刺サイズに 

なり、名札ケースに入れて常に携帯すること 

ができます。このため、万一の場合も、直ち 

に取り出して読めることから、冷静で適切な 

対応ができないというリスクを大幅に軽減す 

ることができます。 
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【参考：専門家による第三者評価のコメントの抜粋】 

 

 

 

    ああ 

    ああ 

(2) 不審者対策・防災（火災）対策を実施します。 

ａ）不審者等に対する対策           

不審者は受付や巡回などで常にチェックし、発見した場合は、複数職員で声かけを

行います。また、警察等と連携を密にし、当施設周辺で不審者情報がある場合には、

施設内巡回を増やすとともに、施設周辺の巡回も必要に応じて実施します。加えて、

職員の携帯電話を入間市が発信している「茶の都メール（防犯情報）」に登録し、不審

者情報や最新の防犯対策等をいち早く入手します。 

また、公社では、狭山警察署の協力を得て、毎年、「防犯 

講習会（不審者対応訓練）」（右の写真）を実施しています。 

施設職員はもとより、事務局職員、外部委託スタッフが参 

加するほか、市内の他の団体等にも参加を呼びかけており 

（入間市社会福祉協議会、入間市勤労者福祉サービスセン 

ター、入間市文化創造ネットワークが参加）、徐々に参加者 

が増加しているなど、地域全体の防犯対策にも、少しですが、協力させていただいて

います。 

ｂ）火災の未然防止   

災害の中で火災は唯一未然防止が可能です。当施設は小さな子どもや高齢者の利用が

多く、万一、火災が発生すると、大きな被害に発展する可能性があります。このため、

火気の取扱いに十分注意することはもちろんですが、以下の措置を講じることにより、

火災の未然防止に全力を注ぎます。 

 

 

 

 

 

 

 

＜緊急体制＞ 

■公社共通の緊急対応マニュアルが整備されており、防災に関しても取りまとめられ

ている。 

■ＡＥＤの使用法の習得については、公社が管理する他施設と同様、すべての職員に

徹底されている点は評価できる。 

■事務所に防火管理者を配置するとともに、できる限り多くの職員が防火管理者講習

を受講します。 

■火災原因の第１位である放火を防止するため、閉館後の施錠を確実に実施するほ

か、放火の原因となる施設内外でのゴミの放置をできる限り少なくします。特に、

施設周辺で放置されているゴミはできる限り早急に回収します。 
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ｂ）入間市自衛消防訓練大会への参加  

 公社は、平成７年度から毎年、入間市防火安全協会が実施する入間市自衛消防訓練

大会に参加しており、過去３回の優勝と３年連続で最優秀個人賞を受賞した実績があ

ります。 

毎年参加することで、消火技術や消火設備に対する取り扱い知識の向上に役立てて

いるほか、継続的に職員の防災意識を高める効果にもつながっています。 

このような取り組みを認め 

ていただき、平成 27 年度に 

（公財）埼玉県消防協会から 

表彰（優良防災団体）を受け 

ています。 

 

(3) 非常用物資、防災用品を用意します。 

東日本大震災や熊本地震では、避難場所に指定されていない 

公共施設にも、多くの方が避難されており、当施設でも、万一 

の際は、同様の事態が発生する可能性があります。このような 

場合に少しでもお役にたてるよう、市で配備している物品以外 

に、以下の非常用物資・防災用品を常備します。 

 

 

 

 

 

事故の未然の防止策  

利用者の安全確保や業務上の事故防止は施設管理の最重要事項であり、全国大多数の

指定管理者が細心の注意を払っていますが、それでも、重大事故が発生することがあり

ます。 

 

■災害時用工具    ■担架     ■多人数用救急箱    ■毛布   

■使い捨てカイロ  ■懐中電灯  ■乾電池     ■ブルーシート   ■軍手 

■トラロープ    ■マスク   ■消毒液    など 

■たばこの不始末や放火等を防止・早期発見するため、施設内巡回を行います。 

■漏電の原因となる可能性がある「タコ足配線」は行い 

ません。また、コンセントの長期間に渡る差し込みも、 

ホコリから発火して、火災の原因となる事例が数多く 

報告されていますので、適切な時期ごとに抜いて、ホ 

コリの除去を行います。  

多人数用救急箱 
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公社では、施設管理においては、常に、重大事故が発生するリスクがあることを理解

し、すべての職員が「利用者に安全・安心な施設環境を提供することは、決して簡単で

はない」との認識のもと、利用者の安全確保・事故防止に全力を尽くします。 

 

(1) 事故等の未然防止に努めます。 

ａ）点検体系の確立（再掲）  

まず、施設・設備・遊具等の不具合を原因とする事故は絶対に防がなければなりま

せん。公社では、これら点検体系を確立し、組織的・網羅的な点検を行います。 

具体的には、「日常点検チェックリスト」等に基づき、毎日実施する「日常点検」を

はじめ、法令・仕様書などに基づく「定期点検」のほか、「臨時点検」、「緊急点検」を

以下のとおり実施します。 

 

【点検体系】 

日常点検 日常点検チェックリスト等に基づき毎日実施する点検 

定期点検 法令、業務仕様書等に基づき定期的に実施する点検 

臨時点検 
災害（地震・台風など）発生後に施設の安全を確認する点検 

台風は接近前にも臨時点検を実施 

緊急点検 他施設で事故発生時に同様の事故発生を防止するために実施する点検 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ）施設内巡回の実施   

駐車場も含め、当施設が作成した巡回マップ（右の図）に基づ 

き、少なくとも１日２回、施設内及び敷地外周辺の巡回を実施し 

ます。また、清掃スタッフ等も巡回要員として、施設での異常や 

危険行為等がないかを確認し、発見した場合は、管理事務所に連 

絡します。 

 

 

【参考：緊急点検の事例】 

右の記事（朝日新聞インターネット版より 

引用）は、昨年、池田市で照明の支柱が倒れ 

た事故。この事故の報道後、公社が管理する 

施設の照明支柱等を直ちに緊急点検し、安全 

性を確認しています。 

 また、平成 30 年６月の大阪府北部を震源とする地震では、小学校のプールに設置

してあるブロック塀が倒壊し、登校中の小学４年生が犠牲となる事故がありました。 

この事故の報道後、公社が管理する全施設を緊急点検したところ、中央公園にブ

ロック塀がありましたので、担当課へ報告しました。 
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ｃ）ヒヤリハット事例などの収集   

   施設職員には、「ひやっとしたこと」や「はっとしたこと」の報告を義務づけ、これ

を分析することにより、より一層の安全対策を講じます。また、全国の指定管理施設

の事故等情報についても、公社の連携先やインターネットサイト等で情報を収集し、

当施設の安全管理に活用します。 

(2) プールの安全管理に万全を期します。 

プールは重大事故が発生しやすい施設です。運動公園プールでも、昨年７月、事故が

発生しました。幸い、迅速な救命措置等によって、一命を取り留め、現在は快復されて

いますが、二度とあってはならない事故だと考えています。 

これまでの長年に渡るプール管理によるノウハウに加え、事故の教訓を生かした運営

をするとともに、プール管理業者の株式会社クラフトワーク（運動公園プール）、東海

体育指導株式会社（中央公園プール）とタッグを組み、その経験技術の活用とさらに安

全に施設を利用していただける方策を毎年試行錯誤しながら実践することで、より高い

水準でプールの安全管理を行っていきます。なお、具体的な取り組みは、以下のとおり

です。 

【プールの安全確保の主な手法】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■プール監視の経験豊富なプール監視責任者、プール監視副責任者を配置し、この２

ポストの監視者の指揮のもと監視を行います。 

■プール監視は、監視台による定点監視、巡回による監視、 

コントロールテントからの監視などを組み合わせ、死角 

のない監視を行います。（他にも幼児用プールの監視も１ 

ポストを配置します）また、繁忙期は、監視員を増員するほか、監視員の集中力保

持のため、適宜、休憩をとります。（なお、運動公園及び中央公園のプール監視員は、

事故発生以降１名～２名増員しています） 

■プール監視責任者やプール監視副責任者はもちろん、その他の監視員も日本赤十字

社の水上安全法検定合格者や普通救命講習受講者などとします。また、プール監視

員以外の施設職員も普通救命講習やＡＥＤ講習を受講することなどにより、いざと

いう場合の処置ができるよう訓練します。ＡＥＤ操作については 104 ページをご覧

ください。 

■厚生労働省の「遊泳用プールの衛生基準」に基づいて、残留塩素濃度、濁度等の水

質管理を適正に行います。 

■昨年のプール事故の一因は、身長の低い子どもが水深の深い部分に入ったことでし

た。プール監視員が十分に監視しますが、泳いでいる子どもの身長を一瞬で見極め

るのが難しい場合もあり得ることから、更なる安全対策を検討します。 
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(3) 利用者の不慮の事故をできる限り防止します。 

ａ）熱中症予防対策の実施   

      最近、屋外はもとより、屋内でも増えている熱中症を少しでも減らす対策を行いま

す。具体的には、以下の措置を講じます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ）雷対策の実施   

      最近は、落雷による事故も増えてきました。このため、市民体育館に雷検知器を設

置します。（右の新聞記事は、大阪市内の 

総合運動公園で発生した落雷事故：毎日 

新聞より引用） 

雷検知器は、周辺約 40km 以内で発生し 

た雷を検知できますので、検知した場合は、 

直ちにすべての屋外体育施設に連絡し利用者に注意喚起します。 

 

 

■具体的には、右の写真のようにプール用コースロ 

ープでプールの深い部分を区切り、この部分の重 

点監視を行うことで、深い部分に小さな子どもが 

入らないようにします。今年度、試験的に実施し 

ましたが、プール監視責任者等からも「監視がし 

やすくなった」との意見が出たので次年度以降も、 

継続します。 

■運動公園プールと中央公園プールともに、深いエリアと浅いエリアのステップ部分

を色分けするとともに、大きな水深表示看板と保護者への注意喚起表を設置し、安

全対策を講じています。 

 

■利用者にこまめな水分補給を呼びかけます。また、埼玉県作成 

の熱中症防止のチラシを掲示して注意喚起します。 

■市民体育館、武道館、黒須市民運動場、中央公園の各事務所に 

熱中症指数計を設置します。リスクが高まった場合は、利用者 

にこまめな水分補給などの注意喚起を行います。 

■市民体育館、武道館、黒須市民運動場、中央公園に、日本 

気象学会の熱中症予防指針に基づく「本日の暑さ指数（危 

険・警戒・厳重警戒など）」を表示し、利用者へ熱中症予防 

を呼び掛けています。 
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ｃ）駐車場などでの注意喚起の表示   

   駐車場での自動車同士の接触事故等は、発生する場所がだいたい決まっています。

過去に施設内で発生した事故の記録を分析し、発生の可能性が高い場所に注意喚起の

看板等を設置することにより、事故防止を図ります。 

ｄ）大会・競技会の安全指導  

当施設では、多くのスポーツ大会・競技会などが開催されますが、中には、学生や

町内会のように開催ノウハウが乏しい主催者もいます。このため、公社が培ったノウ

ハウを主催者に積極的に提供し、円滑な大会・競技会の運営を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故発生時の対応 

万一の事故等発生時には、事務局、当施設の双方に危機管理体制を整備し、被害の最小

化、連鎖事故の防止、マスコミ等への適切な対応などを行います。 

まず、事故等発生の一報と同時に、事務局に理事長を本部長とする危機管理本部を設置

します。危機管理本部には、情報を一元化し、入間市やマスコミ対応の窓口となる情報管

理担当のほか、総務担当、施設支援担当の３担当を設置します。 

また、施設も、統括所長をトップとする危機管理体制に移行し、すべての職員が安全確

保担当、救護担当に分かれて、事故状況現場メモの作成、救急車の手配などの対応を行い

ます。 

  【事故発生時の当施設職員の役割分担】 

役  割 業務内容 

統括所長等 ■各担当の統括       ■事務局及び担当課への報告 

安全確保担当 
■現場の立入禁止措置    ■現場検証のための現場保存 

■事故状況現場メモの作成  ■目撃者等からのヒアリング 

救 護 担 当 
■負傷者の応急措置 

■重症の場合は救急車の出動要請 

 

■職員がコンシェルジュ（案内人）として、きめ細かな対応を行います。 

■開催日の数カ月前から大会等の事前打合せに応じ、準備すべき事項、施設で利用可

能な備品、タイムスケジュール、駐車場、選手・観客などの誘導、安全確保等につ

いて、わかりやすくアドバイスします。 

■公社作成の避難誘導マニュアルを提供・説明するとともに、打ち合わせや必要に応

じてシミュレーションを行い、災害発生時の円滑な避難誘導を指導します。 

■必要に応じて、設営担当、警備担当を交えて協議を行います。また、施設活用方法

やトラブルが発生しやすい事項などについても、詳細にアドバイスします。 
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緊急時の体制 

災害発生時についても、事故発生時同様、事務局、当施設の双方に危機管理体制を整備

し、利用者の安全確保や被害の最小化を図ります。 

まず、災害発生の一報と同時に、事務局に理事長を本部長とする危機管理本部を設置し

ます。危機管理本部には、情報を一元化し、入間市やマスコミ対応の窓口となる情報管理

担当のほか、総務担当、施設支援担当の３担当を設置します。 

また、当施設については、「火災・地震発生時」と「台風・ 

暴風雨・降雪等発生時」で下の担当を設置し、利用者の安全確 

保・救護、初期消火（火災が発生している場合）などを適切に 

実施します。 

 

【火災・地震発生時の当施設職員の役割分担】 

役  割 業務内容 

統括所長等 
（自衛消防隊長） 

■各担当および自衛消防隊の統括（防火管理責任者） 

指揮通報班 
■消防署及び所属長等へ連絡  ■事務局及び担当課へ連絡   

■館内放送 

消 火 班 ■火報発報時は火元確認    ■初期消火（消火器・屋内消火栓） 

避難誘導班 
■施設利用者へ避難呼びかけ  ■避難が必要な利用者等の確認 

■避難経路確保、利用者等の避難誘導 

防護安全班 
■電気設備等の安全措置      ■防火扉等の確認   

■緊急車両等の誘導 

救 護 班 
■負傷者の有無の確認     ■（軽傷時）事務所等での応急措置 

■（重症時）救急車の出動要請 

 

【台風・暴風雨・降雪等発生時の当施設職員の役割分担】 

役  割 業務内容 

統括所長等 ■各担当の統括        ■事務局及び担当課への報告 

利用者担当 
■事業参加者及び施設利用者への連絡 

■台風等通過後の落葉等の清掃 ■除雪作業 

安全確保担当 

■事前補強措置の実施   

■台風等通過後の施設・設備の緊急点検 

■台風等通過後の事前補強措置の解除 
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【事故発生時及び火災発生時の対応フロー図】 
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９．その他 

① 環境に配慮した取り組み 

 

入間市の環境マネジメントシステムなどに沿った取り組み 

環境問題については、市民一人ひとりが真剣に考え、行動しなければならない時代に

なりました。入間市総合計画前期基本計画、入間市環境基本計画、第３次入間市地球温

暖化対策実行計画（事務事業編）では、以下のような環境問題に関する成果指標が掲げ

られています。 

 

 

 

 

 

 

 

また、入間市環境マニュアルでは、市および指定管理者に対し、省エネルギー対策、

グリーン購入、ごみ減量・再資源化の推進などについて、具体的な目標を掲げて実行を

するとともに、内部環境監査を実施し、ＰＤＣＡサイクルよるマネジメント（ＥＭＳ）

を行うよう求めています。 

当施設を含め、公社が管理運営する施設は、毎年、利用者数の増加を目指しており、

利用者数が増えれば、電気や水道等の使用量も増えることから、特に、省エネルギーや

温室効果ガス削減目標については、達成が難しい部分がありますが、市の施設として、

市が掲げる目標の達成に向けて全力で取り組みます。 

 

(1) ＥＭＳの趣旨を尊重した目標を設定します。 

ＥＭＳについては、指定管理者も対象となっていることか 

ら、ＥＭＳの趣旨に基づいた目標を設定します。以下の項目 

について、毎年の所長会議において、具体的な目標を設定し、 

入間市環境マニュアル運用管理手引書に掲載されている調 

査票・報告書などを市に準じて作成します。 

 

【目標を定める予定の項目】 

じて作成します。  

 

 

■事業所ゴミ排出量 現状 8,774ｔ → 目標 8,198ｔ 

■ゴミの資源化率   現状 25.0％ → 30.0％以上 

■市全体の緑化率  現状 46.8％ → 50.0％ 

■緑に関するイベント参加者数     現状年 567 人 → 目標年 650 人 

■緑に関するボランティア参加人数      現状 402 人 → 目標 450 人 

■温室効果ガス排出量 毎年約２％の削減（第 4 次入間市地球温暖化対策実行計画） 

■温室効果ガス排出量（電気使用量・水道使用量・ガソリン使用量など） 

■グリーン購入の推進    ■ごみの排出量   ■ごみの再資源化率  など 
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【参考：グリーン購入実績】 

  コピー用紙、消火器、クリップボード、ホワイトボード、トナーカートリッジ 

  付箋、養生テープ、修正テープ、名札、蛍光灯    など 

 

なお、具体的な目標数値については、市（担当課）が設定する目標に準じることを

原則とします。ただし、利用者数が大幅に増える見込みがある年度などは、目標値を

調整します。 

【目標達成するための主な取り組み】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 事務局による内部監査を実施します。 

設定した目標は、事務局が年度終了後に監査を行います。達成できなかった目標につ

いては、施設と事務局で原因分析を行い、新たな実施計画と目標を策定して、再度、目

標に挑戦します。また、達成した目標についても、他施設の先進事例などを調査し、さ

らに高い目標を掲げて挑戦します。他の業務分野と同様に、環境配慮についても、ＰＤ

ＣＡサイクルに基づき、継続的なレベルの向上を図ります。 

 

(3) ４Ｒを実践します。 

ＥＭＳと重なる部分もありますが、数値的な目標を掲 

げることが難しい部門も含め、第３次入間市地球温暖化 

対策実行計画（事務事業編）に記載されている項目を中 

心に、４Ｒ（次ページ参照）を実践します。 

 

■施設の電気・水道等使用量の傾向や変動状況を把握・分析し、省エネなどに活用し

ます。 

■利用者へ省エネを呼びかけ、節電・節水に協力いただきます。 

■クールビズ、ウォームビズを実施します。 

■空調のメンテナンス・清掃を適正に実施し、エネルギー効率を高めます。 

■近隣出張等の移動手段は、できる限り自転車や公共交通機関を活用します。 

■施設内の照明に、使用時のみ点灯する人感センサーを備えたＬＥＤ電球を順次設置

します。 

■手洗い等の水道に、利用に支障がない範囲で節水コマ 

の設置や給水弁の調整を実施し、水道使用量を削減し 

ます。 

■トナー、コピー用紙などは再生品を購入します。 

■周辺住民から落ち葉の提供依頼があるので、できる限り提供します。 
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【主な４Ｒ推進の取り組み】 

リフューズ 

■事務用品等は必要な分のみを購入し、余分な量を購入しません。 

■複数施設で共通使用が可能なものは、別々に購入せず、できる限り

共同利用します。 

リデュース 

■両面コピー・集約コピーや裏紙の利用を徹底し、紙の使用量を抑制

します。 

■内部の報告等は電子メールをできる限り活用し、コピー用紙の使用

量を抑制します。 

■洗剤、マーカーなどは詰め替え用製品を購入します。 

■梱包をできる限り簡素化するほか、使い捨て製品（紙コップ等）の

購入・使用を控え、廃棄物を抑制します。 

リ ユ ー ス 

■梱包材（段ボール、ビニール袋など）や封筒をできる限り再利用し

ます。 

■個人情報等が印刷されていないミスコピーの裏面は、メモ用紙等で

活用します。 

■公社が管理する産業文化センターや市民会館のホールで使用したマ

イク用乾電池を譲り受け、再利用します。 

リサイクル 

■トナーカートリッジ、コピー用紙などは再生品を購入します。また、

その他の消耗品等もできる限りグリーン購入を進めます。 

■紙・金属・プラスチックなど、ごみの分別を 

徹底します。 

■ペットボトルやボトルキャップを可能な限 

り回収します。 

 

 

(4) 総合計画に掲げられているイベント等の数値目標の達成に貢献します。  

総合計画に掲げられているイベント等の数値目標の達成に貢献します。具体的には、

「緑に関するイベント参加者数」を増やすため、公社（当施設ではなく他施設）におい

て、草花寄せ植え教室、加治丘陵トレッキング教室（参加者へ苗木配布）を実施する予

定です。 

(5) 環境法令を遵守します。 

以下の法令等を遵守し、環境に配慮します。 

  ■水質汚濁防止法、廃棄物処理法、地球温暖化対策推進法  など 

  ■入間市環境基本条例、入間市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例  など 
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② 自由提案 

 

第６次入間市総合計画等への貢献について 

入間市では、行政施策の最上位の方針として「第６次入間市総合計画」を定め、各種行

政施策を展開しています。指定管理者は「行政の代行者」とも呼ばれており、管理運営を

行うにあたっては、スポーツに関連する項目はもとより、それ以外の項目についても、で

きる限り、「第６次入間市総合計画」に沿った取り組みが求められています。 

公社では、このような考えのもと、スポーツ推進計画も含めて、具体的な数値目標が掲

げられている項目について、少しでも、達成に貢献できるよう、当施設を活用して取り組

みます。 

 【第６次入間市総合計画等に掲げられている目標値と当施設を活用した主な取り組み】 

項  目 
目  標 施設を活用した公社の取り 

組み：（ ）内は参照ページ 現状値 目標値 

週１回スポーツをしている 

市民の割合 

スポーツ推進計画にも 

 同様の目標値が掲載 

41.0％ 50.0％ ■スポーツ相談窓口（41） 

 

■女性ヨガ教室などスポーツ 

教室事業（45 以降） 
生涯学習をしている市民の 

割合 
57.9％ 60.0％ 

生涯学習事業への参加者数 7,810 人 8,200 人 

スポーツ等の活動の推進と 

施設整備への市民満足度 
0.077 0.127 

■市民スポーツまつり（43） 

■健康コーナー（35） 

国際交流への市民満足度 0.025 0.075 
■国際交流弓道体験（48） 

■国際交流卓球体験（48） 

ボランティア活動への参加 

割合 
29.9％ 現状以上 

■ボランティア登録（68） 

障害者福祉のための施設等 

に対する満足度 
0.044 0.094 

■サウンドテーブルテニス 

体験（48） 

■福祉施設へのアウトリーチ 

（48） 

人権問題に関する講演会・ 

講習会の参加者数 
2,239 人 2,645 人 

■職員向け人権研修の開催 

（12、87） 

事業所ゴミ排出量 8,774ｔ 8,198ｔ ■ＥＭＳ実践（113） 

■４Ｒの実践（114） ゴミの資源化率 25％ 30％以上 

※ 赤線部は以下の式で計算（第６入間市総合計画 33 ページより） 

 

 

（【とても満足】×２点）＋（【やや満足】×１点）＋（【どちらでもない】 

    ×０点） － （【やや不満】× －１点）－（【不満】× －２点） 
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公益財団法人としての特性について  

平成 20 年に公益法人制度改革関連３法が施行され、「社会が求める多様な公益活動を行

う民間の非営利部門の自発的活動」を新たな組織形態（公益財団法人・公益社団法人）が

担うという趣旨の制度改正が行われました。 

以下のとおり、公益性の基準が明確に定められ、有識者で組織された公益認定等委員会

により、これまで以上に厳格な公益性の審査が行われています。 

  【主な公益性認定の要件】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公社は、この要件を満たすことが埼玉県に認  

められ、平成 24 年 10 月から公益財団法人とし 

て活動しています。上記の公益性の認定要件は、 

公共性の高い当施設の管理運営を行うために必 

要な要件ばかりであり、公益財団法人である公 

社は、まさに、当施設の管理運営にふさわしい 

法人ではないかと考えています。 

もちろん、公益財団法人であれば、自動的に 

よい管理運営ができるわけではなく、不断の努 

力が必要であることは言うまでもありません。 

公益性という行政的な見地に加え、サービス向上・コスト削減という民間的な発想を 

取り入れる努力を今後も継続し、これまで以上に市民のみなさんや入間市から評価して 

いただける管理運営を行いたいと考えています。 
 

■公益目的事業比率が 50％以上であること。 

■事業を行うに当たって、理事や社員などの法人の関係者、株式会社その他の営利事

業を営む者などに、「特別の利益」を与えていないこと。 

■公益目的事業に係る収入がその事業に必要な適正費用を超えていないこと。 

■理事や監事等への報酬が不当に高くないこと。 

■安定的かつ継続的に公益目的事業を実施するために、法人が公益目的事業を行うの

に必要な「経理的基礎」及び「技術的能力」があること。 

■理事及び監事のうち、親族等、相互に密接な関係にある者の合計数が３分の１を超

えないこと。 

■公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産がある場合、その管理について、必

要な事項を定款で定めていること。 
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なお、公社では、当施設の指定管理業務を公益事業として位置づけていることから、

本指定管理業務で公社が利益を得ることは想定していません。結果的に収入が支出を上

回る場合は、公益財団法人の公益目的事業の要件である収支相償の原則（以下参照）に

基づき、公益事業に充当する形で、市民のみなさんに還元します。 

【参考：収支相償の原則】 

 

 

 

」 

 

 

 

 

 

具体的な還元方法については、スポーツ教室やイベント内容の充実（一流選手による 

指導など）に、充当したいと考えています。また、卓球台等のリニューアルも検討して 

行きます。 

 

公的資金の導入について  

限られた指定管理料や自主事業収入で、市民のみなさんに質の高いサービスを提供し

続けることは難しい面もあります。このため、公社の文化施設では、国、埼玉県などの

関連団体の助成金制度を有効活用し、公的資金を獲得することで予算を確保し、市民の

みなさんに高い水準のサービスを提供できるよう努めていま

す。 

体育施設の助成金は、競争の激しい制度が多く、採択されな 

い可能性もあるのですが、それでも、応募することは重要だと 

考え、今年度、少年サッカー教室を開催するにあたり、現在、 

（公財）ヨネックススポーツ振興財団の助成金に応募し、結果 

を待っている状況です。 

一般に、民間企業よりも公益財団法人が助成金獲得の確率は高いと言われています。

また、そもそも民間企業は応募できない助成金制度もあります。これも公益財団法人で

ある公社の優位性のひとつであると考えています。 

助成金の申請書作成の事務的負担は決して軽くなく、また、採択されなかった場合に

は無駄な努力になってしまいますが、それでも、市民のみなさんに質の高いサービスを

提供するために、当施設では今後も公的資金の獲得に努めます。 

■公益財団法人は、個別の公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を

まかなう額を超えてはならないという事業の要件があります。 

■当施設の管理運営事業は公益事業であるため、収支相償の原則が求められます。す

なわち、収入（指定管理料など）が管理経費を超えることはできません。 

■ただし、収支相償の原則は、単年度で収支の均衡を求めているわけではなく、結果

的に収入が支出を上回った場合は、翌年度以降に公益目的に使用（当該施設管理や

自主事業に充当）すれば、公益事業としての要件を満たすというのが内閣府の見解

です。 
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  【過去５年の公社の助成金等実績（当施設以外も含む）】 

年度 事 業 名 助成金をいただいた団体等 

26 

第 17 回入間市民音楽祭 

子どもたちの和の一日 

（産業文化センター） 

埼玉県文化振興基金 

次世代文化芸術活動助成事業 

27 
ソニックプライマリーコンサート 

 in 入間（産業文化センター） 
（公財）埼玉県産業文化センター 

27 
川畠成道クリスマスハートフル 

コンサート（産業文化センター） 
宝くじ文化公演 

（総務省・自治総合センター） 

27 
東京フィルハーモニー交響楽団演奏会 

（市民会館） 
（公財）日本交響楽振興財団・ 

ＫＥＩＲＩＮ 

29 
公共ホール現代ダンス活性化事業 

Ａプログラム（産業文化センター） 
（一財）地域創造 

29 

第 2 回いるま和文化祭 

いるま大田楽 

（産業文化センター） 

埼玉県文化振興基金 

次世代文化芸術活動助成事業 

30 
公共ホール現代ダンス活性化事業 

Ｃプログラム（産業文化センター） 
（一財）地域創造 

30 

第 3 回いるま和文化祭 

子どもたちの和の一日 

（産業文化センター） 

独立行政法人 国立青少年教育振興機構 

子どもゆめ基金 

30  
少年サッカー教室（黒須市民運動場） 

（現在申請中） 

（公財）ヨネックススポーツ 

振興財団 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


